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午前９時５９分開議 

○伊藤のぶゆき委員長 皆さんおはようございます。 

  開会前に申し上げます。 

  本日３月１０日は東京都平和の日に当たり、そ

の行事の一環として、午後２時より、本特別委員

会室にて１分間黙禱を実施いたします。委員はじ

め、委員会出席の皆様におかれましても、御協力

のほどよろしくお願い申し上げます。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  昨日に引き続き、４議案並びに修正案に対する

総括質疑を行います。 

  最初に、共産党から総括質疑があります。 

○西の原ゆま委員 おはようございます。日本共産

党の西の原ゆまです。 

  介護・障がい福祉施設についての物価高騰支援

について質問します。 

  介護・障がい福祉施設について、物価高騰によ

る運営の厳しさの実態を紹介し、区も認識してい

るとの答弁が２日目の予算委員会で出されました。

物価高騰で大変な状況だから、初日にぬかが委員

からも質問しましたが、本来は当初予算で組んで

ほしいですし、これからは計画が立てられるよう

に当初予算化をすることを求めます。 

  昨年の決算特別委員会のときに、区独自の介護

職員、介護支援専門員に対する家賃補助制度の改

善を求めましたが、どのようになりましたか。 

○医療介護連携課長 すみません、私から家賃助成

の改善についてお答えさせていただきます。 

  家賃制度については、同じく新規職員を対象と

いたしまして、年齢の上限３４歳から３９歳に上

げるという改善をいたしました。 

○西の原ゆま委員 前進し、年齢の制限を拡充した

ことは分かりますが、自宅から通う方は補助を受

けることができません。 

  東京都介護職員・介護支援専門員居住支援の特

別手当はみんなが受けられる支援であり、１年目

から５年目までは毎月１万円の補助が出ますが、

問題は６年目になると１万円減ってしまう。転職

し、ほかの施設に行けば２万円もらえるのに、定

着支援ではなくて流動支援になっていると、介

護・障がいサービス事業者からも声が上がりまし

た。 

  そういう問題点があるので、東京都の介護職

員・介護支援専門員の居住支援特別手当を改善す

るために、昨年、決算特別委員会では、区独自で

６年目以降の職員にも１万円の加算をし、全員が

２万円もらえる人材確保の補助をすべきだと求め

てきました。東京都の支援で１万円でも足立では

６年目以降でもずっと２万円補助が出ますよとな

れば、事業者の方も助かる支援だと提案してきま

した。 

  そして、我が党が提案してきたことが、杉並区

や渋谷区で次々と実現しています。６年目以上の

介護職員とケアマネに住居費１人当たり月額１万

円、区独自で補助するものです。東京都のこの制

度の加算対象外となっている６年目以上の職員も、

都の補助では１万円減ってしまうのを区が１万円

補助を出せば、ずっと住宅費の補助２万円受けら

れれば、これほどの定着支援になるものはないで

はないですか。 

  人手不足で大変な事業経営を強いられている介

護職員とケアマネの方に、流出防止として足立区

としてもやるべきではないですか。 

○医療介護連携課長 おっしゃられたように、流出

を防止していくこと、非常に重要だと考えており

ます。 

  介護報酬改定については、６月に臨時報酬改定、

また１２月から５月で補助金という人材の経費に

充てる補助金というのも始まります。そういった

ところの反応も見て、定着支援に何が必要なのか

というのを介護事業者の方と意見交換しながら考

えていきたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 足立区でも高齢化率が高いため、

介護職員の方、ケアマネの方に支えられています。
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是非定着支援として踏み出すことを求めて、次に

移ります。 

  若者支援について、大学生等の就学・就職支援

事業について質問します。 

  足立区では、生活保護世帯だけでなく、住民所

得非課税世帯までを対象に広げ、令和７年度は２

６０人を対象に、教材費、パソコン本体代、就職

時のスーツ購入費ほか、やむを得ない事情で転居

する際の費用、ＪＫＫと連携した住宅セーフティ

ーネット制度による家賃補助の支援要件を廃止し、

所得要件の緩和も行い、対象者を４００名に拡大

する予定としています。今年は２６０名から４０

０名へ拡充するとありました。 

  私たちも拡充を求めてきましたが、この支援は、

国の給付型奨学金第１区分を受給している人が対

象で、更に全額ではないですが、給付型奨学金を

受けている第２区分についてはどうなりましたか。 

○足立福祉事務所長 令和８年度から第２区分、国

の給付型奨学金の第２区分の受給相当の所得世帯

まで広げるということで考えております。 

○西の原ゆま委員 支援対象が２６０名から４００

名に増えた、第２区分まで拡充したのですが、人

数を拡充するのに、令和７年度の予算は６，００

０万円。しかし、新年度予算は２，９１８万円に

減っている事実があります。予算が減ったのはど

うしてですか。 

○足立福祉事務所長 令和７年度は、事業の初年度

ということで、対象者数の最大の数で予算を見積

もっておりましたけれども、これまでの実績を見

ますと、２６０人中５０人から６０人ぐらいの申

請ということで、実績が伸びなかったということ

がございましたので、令和８年度は実績も踏まえ

て予算の計上したところで、令和７年度から金額

の方が下がってるというようなところでございま

す。 

○西の原ゆま委員 大学生等の若者を支援するため

の重要な事業であると思いますが、当初予算は６，

０００万円でしたので、その支援の予算で更に拡

充させることができると思います。 

  今回の日本共産党足立区議団の代表質問で、生

活保護世帯出身の若者進学支援を求めてきました。

大学等に進学する場合は、法律上、世帯を分離し

ないといけないため、自分で高い学費を工面しな

いといけず、学業とアルバイトに追われる日々と

なり、若者たちの大変な困難となっています。大

学等に進学を諦める若者たちも少なからず見てき

ました。 

  世田谷区では、奨学金の成績要件を設けずに、

対象者６５名に対し、大学や専門学校に通うため

の学費、教材費、通学交通費を給付型奨学金とし

て支援しています。この人数は足立区においても

生活保護世帯の若者は多くありませんが、進学の

夢を諦めなくていい、成績要件や国の給付型奨学

金の要件を満たしていなくても支援を受けられる

仕組みをつくり、拡充すべきではありませんか。 

○足立福祉事務所長 令和８年度から国の給付型奨

学金の条件の方は取り払いまして、成績要件等は

特に問わないような形にしたいと考えております

し、また、今、利用者についてアンケート調査を

しております。また、これから申請する方につい

ても御意見を伺ってまいりたいと思いますので、

その辺りまた見直しの方は引き続き進めていきた

いと考えております。 

○西の原ゆま委員 今の支援ですと、学費とか通学

交通費代は入っていません。そういったところも

含めて私たちは求めているのです。１０代の頃に

世帯で生活保護を受けていた現在３０代の方は、

父親が教育に無頓着で、子どもの意思を無視した

家庭でした。進学の機会が保障される社会であっ

てほしいですと話します。彼は学びたい学問があ

り、本当は大学に進学したい思いがありましたが、

自分から進学したいと言える経済状況ではないと

分かっていたため、家族にも伝えられず、進学を

諦めざるを得なかったと話します。 
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  そういった方たちを救う必要がありませんか。

是非救ってほしいと思います。どうですか。 

○足立福祉事務所長 西の原委員おっしゃるとおり、

自分の夢を持ってしっかりと頑張っている子ども

たちいらっしゃいますので、何とか支援の方は進

めていきたいというふうに考えておりますけれど

も、事業の中身につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、アンケートの結果ですとか、また

意見を伺いながら、どういったことが本当に必要

なことなのかというところを研究しながら、見直

しの方は引き続き進めたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 世田谷区で行っている生活保護

世帯の給付型奨学金の創設を求めて次に移ります。 

  給食費無償化について質問します。 

  足立区では２３区の中でも早い段階で区立中学

校、小学校の学校給食費無償化を実現しました。

区内の中学校教員の立場として、給食の幸せな生

徒との時間、食育を経験し、一方で、子どもたち

に直接給食費未納通知を手渡さなければいけなか

ったとき、子どもたちはその中身が何か分かって

いるので、その悲しい表情が忘れられない、本当

につらい経験をしたからこそ、無償化が決まった

ときは本当にうれしかったのを思い出します。 

  それが今、全国に広がり、今年の４月から国の

制度として学校給食の負担軽減が予定されていま

す。 

  こちらを御覧ください。東京都の予算案の概要

の図ですが、今までは東京都が２分の１補助を出

していました。区が２分の１を出していました。

これからは、国の基準である５，２００円分が国

が半分を出し、その半分を都が出すこととなって

います。それ以上のはみ出る１，５５４円の部分

は、都が半分補助を出し、区で半分補助を出す、

こういった図になっています。 

  仮に区が５，２００円分半分出すとなったら、

足立区に幾ら入るのですか。 

○学務課長 正式な都の通知はまだ来ておりません

ので、本当に概算、予測というような形ではござ

いますけれども、小学校のみが今回の国の補助の

対象になりますと、大体約６億円ぐらい増える、

歳入が増える見込みでございます。 

○西の原ゆま委員 国から６億円入るのであれば、

給食費負担軽減策として、区が出していた部分を

更に支援の内容や対象拡充することが可能だと思

います。いかがですか。 

○財政課長 一般財源として入ってくるものであり

ますので、給食の拡充ですとか、教育の関係、そ

の他もろもろ、いろいろな施策に対応できる可能

性はあるかと思います。時期に応じて、必要なも

のに充てられるかどうかを含めて検討していくこ

とになるかと思います。 

○西の原ゆま委員 是非お願いしたいと思います。 

  東京都が私立学校の給食費の負担軽減策の事業

も新規に行う予定です。これは、区市町村が公立

小・中学校における支援との均等を図るため、私

立の小・中学校等に通う児童・生徒の保護者に対

して、給食費相当額を補助を実施する場合に、東

京都が２分の１支援をするものです。つまり、足

立区が実施をしなければ、足立区から私立に通う

子どもたちが補助を受けられないということです。

直ちに実施すべきではありませんか。 

○学務課長 以前にもお答えいたしましたけれども、

区立学校の設置者として、今、区内の公立小・中

学校の給食費無償化を実施しているものでありま

すので、年間３０億円ほど掛かるものでもありま

すし、こちらについては設置者として引き続き区

内の公立の給食の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

○西の原ゆま委員 先ほど給食費負担軽減策として、

やはり国から補助が入る予定ですので、こういっ

たところも含めて、その浮いた財源を不登校児

童・生徒の保護者の方、国立に通う子どもたちの

保護者に対しても、そして私立で補助も東京都が

２分の１を出すということに対しても、給食費相
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当額の補助を出すことを求めていきたいと思いま

す。 

  足立区でも、これらの学校に通う児童・生徒の

保護者負担の軽減策の実施を求めて、次に移りま

す。 

  千住大橋駅周辺の子育て世代の方、多く暮らし

ています。千寿小学校に通う子どもたちの通学路

になっています。 

  一方で、線路を挟んですぐの千住緑町は、千住

緑町保育園の建て替え工事が控えています。 

  令和７年１月の子ども・子育て委員会報告で、

千住スポーツ公園の敷地内に千住緑町保育園を建

設する案が出されました。私は、平日から休日ま

で、子どもからお年寄りでにぎわっている、たく

さん自転車が並んでいる写真を見せました。この

場所に保育園を建設することが地域住民の理解を

得られるのかと質問をしました。 

  昨日もこのように写真を撮ってきたのですけれ

ども、こちらが千住スポーツ公園の公園側の自転

車がたくさん並んでいます。こちらが一中側にな

ります。こちらでも、サッカーを利用している親

御さん、子どもたちがいっぱいいて自転車があり

ました。 

  このように、町会・自治会に説明していくとあ

りましたが、現在の進捗状況はどうですか。 

○保育・入園課長 私も現地を何度か確認させてい

ただきまして、自転車等止まっていたり利用者の

方がいるということは認識してございます。 

  進捗なのですけれども、今あそこの一中に沿っ

た南北通路に建設ができるような準備をしている

ところでございます。 

○西の原ゆま委員 正にこの一中が、こちら側が一

中なので、本当にこのスペースを使って保育園を

造るという計画になっていると思うのですね。反

対側のこの一中の体育館がこれ見えると思うので

すけれども、こういった状況で、休日は自転車も

あって、みんなにぎわっている、そういった公園

になっています。 

  地域住民に意見を聞くと、定期的にグラウンド

の砂の入替えをしているから砂ぼこりがすごい、

この千住スポーツ公園には保育園建設は適さない

と言われました。 

  令和５年から保育園の老朽化による足立区とし

て初めての建て替えをする方針をしたとき、駅す

ぐの千住大橋駅前跡地に千住緑町保育園の建て替

えの場所の候補にならなかったのはどうしてでし

ょうか。 

  区民アンケートにも、学童をつくってほしいと

の声、５００件以上ありましたが、保育園の要望

も５００件以上ありました。駅すぐの保育園があ

るというのは、子育て世代からも喜ばれる大切な

視点だと思いますし、千住緑町から近い千住大橋

駅、目の前の更地は１０年以上も何もありません

でした。いかがですか。 

○保育・入園課長 実は令和２年のときなのですけ

れども、そちらの土地の保有者であるＪＫＫの方

と協定書を結ばせていただきまして、大型の１，

６００戸以上入るマンションの建設の際には、認

可保育所６０名以上の認可保育所の設置を求める

ことということで協議を結ばせていただいており

ました。 

  確かに駅の近くに公立保育園があると利便性が

高いというのはあるのですけれども、線路と同じ

側に認可保育所が幾つも乱立してしまうと、やは

り経営の問題もございますので、そういった協定

書を基に、公立保育園につきましては、線路の北

側で改築をするということで今進めているところ

でございます。 

○子ども家庭部長 ちょっと補足ですけれども、今、

千住大橋地区、実は新しい保育園が今度開設いた

します。線路の南側と北側、特に緑町には保育園

ありませんので、できるだけ緑町の近くに建てる

という考えで千住スポーツ公園を選定させていた

だきました。 
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  我々も、千住スポーツ公園に建てたいわけでは

なくて、もうやむを得ず、なかなか代替地が見付

からないので、調整をさせていただいたというよ

うな経緯がございました。 

○西の原ゆま委員 先ほど保育・入園課長の答弁か

ら、令和２年でＪＫＫと交渉をしたときに、認可

保育園を求めていたというふうにおっしゃってい

たのですけれども、これは事実ですか。 

○保育・入園課長 私の認識している限りでは事実

でございます。 

○西の原ゆま委員 そこからなぜ、求めていたけれ

ども、千住大橋駅前の跡地を認可保育園として建

設できなかったのか、もう一度詳しく教えてもら

えますか。 

○保育・入園課長 答弁が分かりにくくて申し訳ご

ざいません。 

  令和２年のときの協定書において、マンション

建設事業者の方に認可保育所の建設をお願いをし

ている結果がございましたので、そちらのすぐ近

くの近隣のところの土地に公立の保育園の設置と

いうところの考えはなかったというところでござ

います。 

○西の原ゆま委員 先ほども申したのですけれども、

ここの地域は子育て世代がとても多くて、保育園

を要望される保護者の方、５００名以上区民アン

ケートでも出ています。こういった場所が本当に

求められていると思っています。 

  先ほどの子ども家庭部長からの答弁によると、

ここしかなかったんだと、千住大橋駅跡地こそ適

してると私は思うのですけれども、ここしか本当

に敷地がないというふうに言っているのですが、

私は緑町歩いていると、更地になっている敷地が

至るところにあると思います。かつてのソース工

場だった古い建物も今は更地になっています。千

住緑町に本当に敷地がないのでしょうか。言い切

れますか。 

○子ども家庭部長 すみません、ちょっと私そのソ

ース工場のことは把握しておりませんでした。 

  実は近くの小さな公園であるとか、そこら辺は

検討いたしましたが、なかなか当時その検討をさ

せていただいたちょうど１年半ぐらい前ですか、

その当時は適した区の区有地は特になかったとい

う現状がございました。 

○西の原ゆま委員 千住スポーツ公園は地域住民に

親しまれて、このようににぎわっている公園です。

空き地がないという理由だけで、公園の敷地の一

部を安易に保育園に付け替えるべきではないと思

います。そのことを、再度場所を検討すべきだと

思いますが、どうですか。 

○保育・入園課長 先ほどの答弁、すみません、一

部訂正させてください。 

  私が、協定を結んだ場所なのですけれども、今

開発が進んでおりますＥ街区のところでして、Ｅ

街区のところに認可保育所を建ててくださいとい

うような協定を結んでいるところでした。 

  今、西の原委員がおっしゃってくださったのは、

駅前の購入した土地のこと、大変失礼いたしまし

た。そちらの土地については、協定を結んでいる

わけではなく、Ｅ街区のところで認可保育所を建

設ということで協定を結ばせていただいていたの

で、そことすぐ近隣の取得した土地には緑町保育

園を建設するという考えはないということでした。

大変失礼いたしました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から総括質疑

があります。 

○しぶや竜一委員 おはようございます。自民党前

半２０分担当させていただきますしぶや竜一です。

よろしくお願いいたします。 

  本日は、まずは防犯の方で、少しあらましに沿

ってお聞きをさせていただきたいと思います。 

  あらまし３４ページ、３５ページにも記載がご

ざいます。 

  継続事業でございます。防犯対策補助金につい

ては、防犯設備等を対象にということで、自転車
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無灯火対策などの拡大にも取り組んでおり、特に

玄関のカメラ付きインターホンといった申請が最

も多いと聞いております。 

  防犯カメラの設置の進捗状況については、他の

委員からもございましたのでここでは質問を控え

ますけれども、スピード感を持って、これからも

区としても引き続き取り組んでいただきたいと思

うところでございます。 

  防犯に関しましては、本当に区として、毎年、

あらましの中でも、予算書に補足して防犯対策の

新規事業が盛り込まれていることと思います。 

  そこで、今回も幾つか新規事業がある中で、何

点かお聞きしたいと思っております。 

  あらまし３４ページ、新規事業で自転車盗難対

策における高校生向けスマートロック事業の記載

とありますけれども、これそもそもなのですけれ

ども、刑法犯認知件数と関連するところで、自転

車の盗難においては状況はいかがですか、減って

いる状況なのか、それとも横ばいなのか、増えて

いるのか。 

○危機管理課長 自転車盗につきましては、件数に

つきましては年々減っていますけれども、まだ引

き続き上位にいますので、引き続き啓発していき

たいと考えております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。増えているとい

うところで、今回のこのスマートロックというと

ころなのですけれども、これ高校生のところ、何

人くらいで各校どれぐらいでというところの対象

のところを詳しくお聞きしたいのですけれども、

いかがですか。 

○危機管理課長 自転車盗につきましては、鍵掛け

のありがとうキャンペーンしております区内の九

つの都立高校で、各校５０名ほど協力を求めてい

きたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  また、この事業は手持ちの鍵、いわゆるスペア

キーみたいなものも、これは用意されるという認

識でよろしいですか。 

○危機管理課長 物理キーの携帯も併せて啓発して

いきたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。それを聞いて少

し安心はしたのですけれども、スマートロックは、

皆さんももう中には御存じの方もいらっしゃると

思いますけれども、万が一の対応が多くなること

もあるかと思います。例えば電池切れであったり

とか、充電不足で開錠できなくなるといった通信

エラーによる開錠の遅延、また、ハッキングの可

能性もゼロではないということも、様々な自治体

でもこのスマートロックに対しては、これまで便

利な一方で、そういった弊害も出てきているとこ

ろでございます。 

  その辺も踏まえて、対象の高校生にそういった

説明も併せてすることは必須であると思うのです

けれども、そういった対象も伝えてあげるのか、

いかがですか。 

○危機管理課長 しぶや委員おっしゃるとおり、電

気切りですとか接続不良が考えられますので、ペ

アリングの確認ですとか電池残量の不足の確認で

すとか、そういったリスクもあるということも含

めて、生活指導の先生ですとか、生徒会の方に啓

発を考えております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  また、スピーカー搭載ＡＩカメラ設置委託２，

７００万円余とのことですが、これは客引き防止

のこれまでのパトロールとは別に取り組むという

ところではございますけれども、現在、前回の予

算でですか、昨年の予算の中で客引きの防止の中

で、綾瀬駅、北千住駅、竹ノ塚駅という取り組ん

でいるところではあると思うのですけれども、現

在のこの客引きの防止のパトロール状況の成果と

いいますか、この状況はいかがですか。 

○危機管理課長 委託事業者によります啓発と、あ

と警察ＯＢの方を会計年度任用職員ということで
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雇用してまして、客引きにつきましては一定程度

の成果があると考えております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。一定の成果があ

るというところで、実際、近隣の飲食店などから

客引きの方々の状況を聞くと、中には客引きのパ

トロールしてくださってる中で女性の方がいるこ

ともあるかと思います。やはりそういったところ

で不安、怖がるところもあるのかなという声も、

飲食店の方々を通して聞いたことがありました。 

  高頻度で委託しているパトロールの方々と情報

共有をしていただいていると思いますけれども、

実際に現場で出ている方々のリアルな声というも

のをお聞きして、時間の配分、エリアなどの振り

分けも考えて、客引きのパトロールにおいては今

後も取り組んでいただきたいと思いますけれども、

その辺についてはいかがですか。 

○危機管理課長 客引きにつきましては、北千住、

綾瀬、竹の塚地区やっておりますけれども、委託

事業者と、あと区の会計年度任用職員の職員と、

あと区の私ども危機管理課の職員と、月に２回、

隔週、２週間に一度、必ず意見交換と直近の犯罪

状況につきまして意見交換してますので、引き続

き情報共有しながら対応していきたいと考えてお

ります。 

○しぶや竜一委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  また、スピーカー搭載ＡＩカメラで、以前も

佐々木委員の方から、場所のところがどこでやる

のかといったところも質問があったかと思います。 

  そういった竹の塚、北千住、綾瀬でパトロール

を実施していた中で、そういった教訓を生かして

今回は北千住に絞るというところでございますけ

れども、今後も検証次第では、このスピーカー搭

載ＡＩカメラ、中身については事前に聞いてすご

いすばらしい機械だなと思ったのですけれども、

こういった、今後も検証次第ではエリアごとに増

設していく考えなのかを伺います。 

○危機管理課長 まずは北千住エリアの中で複数設

置しながら、どれだけ効果があるのかというとこ

ろの実証実験をさせていただきながら、有効なも

のであるならば、ほかの地区に横展開していきた

いと考えております。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。やはり

攻める防犯ということで進めていくことは重要で

あると同時に、課題も増えていくこともあるかと

思いますけれども、今後は、客引き防止条例とい

う位置づけの中でも、引き続き、安心安全のため

に、私も今回のように何か些細の声があったとき

には、またその都度、区に共有させていただきた

いと思っておりますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

  また、先ほど来、自転車の盗難というところで

はあったのですけれども、これ同時に今、最近、

これは全国でも共通なのですけれども、多発して

いるのがバイクの盗難であったり、そしてまた車

の盗難も、実は私の身近にも、もう何人か車の盗

難の被害を受けた方がいらっしゃいます。 

  そういったところも、その辺の対策も、今後区

としても何か考えていくことが重要ではないかな

と思うのですけれども、それについて、再度お伺

いしたいと思うのですけれども、いかがですか。 

○危機管理課長 非常に足立区内、竹の塚管内です

とか綾瀬管内、バイク盗が多いということで、警

察署長から要望をいただいておりますので、９月

補正の際にもオートバイのＵ字ロック等の、１０

０台限りでありますけれども、無償提供というこ

とでやらせていただきましたけれども、引き続き

警察と連携しながら対応を考えていきたいと考え

ております。 

○しぶや竜一委員 引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

  続いて、また防犯に関連するところではござい

ますけれども、防災に関するところでは、避難所

の運営訓練であったりとか、避難所のところがあ
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ったと思うのですけれども、今後、この防犯面か

らの避難所の運営の在り方というところも整理し

ていただきたいなと思っております。 

  それが事例となったのが、昨年７月１５日に、

私の地元で発生した舎人四丁目の猟銃事件が発生

しました。その中で、区としても整理していただ

きたいなというところがございました。 

  その日は雨が降っていて、子どもたちはちょう

ど下校の時間だったので、小学校近隣の方々、子

どもたちは小学校にそのまま待機、また近隣の

方々は隣接する埼玉県の新郷の施設において避難

をされたと聞いております。 

  保護者の方々も迎えにいきたいけれども、道が

当然封鎖されていたので、子どもたちが心配でな

かなか規制線が張られていた関係上、なかなか不

安がっていた声も、私も実際その場にいたので聞

いておりました。 

  今後なのですけれども、やはりそういった事例

があったからこそなのですけれども、近隣の小学

校の利活用等の対応も視野に、今後はそういった

防犯の面の避難所というところの視点も大切なの

かなと思うのですけれども、その辺、区としてど

のようにお考えですか。 

○危機管理部長 実際、昨年、川口の方に避難した

際には、警察の方で手配してくださったのですね。

ちょっと我々の方に情報が遅かったのでそこまで

ちょっと対応ができませんでした。 

  今回、そういったことを踏まえまして、今後そ

ういったときにも、安全に避難できる場所を確保

できるように考えてまいりたいというふうに思い

ます。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いします。 

  私どもすぐにその後、町会でまとまって何人か、

８０人以上ですかね、町会で集まって、すぐに警

察の方も来ていただいて、そういった防犯のこと

に関するそのときの状況の把握であったりとか、

今後の運営の在り方であったりとかを実際に会合

を開いて協議をさせていただきましたので、是非

ともそういった場でも、また今後またそういった

町会の中で集まる機会があったら、是非とも区と

しても、何か一緒に来ていただいたりとか、状況

であったりとかを一緒になって考えていただけれ

ばと思いますので、是非ともよろしくお願いいた

します。 

  また、次になのですけれども、子ども・若者の

緊急避難支援策というところで、昨年６月の定例

会でも質問をさせていただきました。緊急避難先

ともなる子ども・若者シェルターの整備進捗状況

についてお聞きをさせていただいたのですけれど

も、子ども・若者シェルターの実施主体は都道府

県等となっているため、区での具体的な取組はな

いということではありましたけれども、そのとき

の答弁で、東京都及びこども支援センターげんき

などの庁内部署と連携しつつ、要保護児童対策地

域協議会などを通じて支援の在り方についても協

議していくといった答弁がございましたけれども、

その後、どのような協議があったのか、まずはお

聞きしたいと思います。 

○あだち未来創造室長 昨年の６月の御答弁だった

かと思います。 

  要対協に関しましては、代表者会議の中では、

なかなか議題も多くて、その中で中心的な議題に

はなりませんけれども、関係者の協議を続けてい

るというふうに聞いております。 

  また、私ども未来創造室の管轄では、若年者支

援協議会という会がありまして、その中ではシェ

ルターについて情報共有、意見交換をしていると

ころでございます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  やはり子ども・若者が犯罪に巻き込まれないよ

うに、手を染めないようにと考えている中で、

日々私も、また伊藤委員長も少年補導員として活

動させていただいている中で、実際にそのような

事例が多く発生しているといったことを聞いてお
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ります。 

  また、補導件数も増加している状況下で、先日

もその研修の中で、新宿のトー横、いわゆるトー

横キッズの場所といいますか、たまり場となる周

辺を視察をしてまいりました。警察の方の話では、

ＤＶから逃れて行き着いた１６歳の若者が最近も

いたようです。 

  やはり社会問題となっているオーバードーズで

発生する現象で、正に、この場で申し上げるのも

ちょっと心苦しいのですけれども、やっぱり年に

二、三人ですか、泊まってるホテルからオーバー

ドーズでちょっとおかしくなってしまって飛び降

りたりするケースも実際にあるということを聞い

て、その現場を見たときに、本当に胸が痛くなっ

た次第でございます。 

  研修でも、台東少年センターの方々もおっしゃ

っておりましたけれども、少年たち若者を社会の

闇から救うためには、トー横に来る前の段階で手

を差し伸べ、救うべき環境から救い、必要な助言

や行政サービス等を提供することで、本来の居場

所で安心安全に過ごせるように整えてあげること

が肝要であると言っておりました。 

  東京都では、駆け込み寺の機能として、東京都

の健康プラザハイジア、１５階に若者向け相談窓

口、きみまも＠歌舞伎町というものがあります。

予約不要で軽食、無料Ｗｉ－Ｆｉも完備されてい

るとのことでございます。 

  私も社会福祉主事の任用資格は持っております

けれども、そのとき社会福祉士といった専門的な

相談員がいるだけでも、一つの居場所づくりにな

っていくのかなと思っております。 

  今後は、昨日も川村委員の方で、すこやかプラ

ザの稼働率の現状の確認などもございましたけれ

ども、若者の相談窓口、ＳＯＤＡといった相談窓

口での声を拾うことも踏まえた連携強化といった

ところと、またすこやかプラザあだちといった施

設等にも、こうした駆け込み寺、居場所づくりを

心身共に健康という意味合いで区としても推進し

ていっていただきたいと思いますけれども、その

辺についていかがですか。 

○あだち未来創造室長 先ほど申し上げました若年

者支援協議会の部会の中では、やはり相談の中で、

そういうシェルターのことの会話になることは、

たまにあるというふうに聞いてます。 

  ただ、その意見交換の中では、今すぐ足立区に

設置しなければならないという状況ではないとい

うふうに私も今理解しております。 

  いずれにしましても、情報共有、情報交換は必

要だと思いますので、今度つくっております子ど

も・若者計画の中でも若者支援大事だというふう

に書いておりますので、引き続き取り組んでまい

りたいと考えております。 

○しぶや竜一委員 なかなか子どもが、若者が、自

らこども支援センターや相談窓口に行くというの

はハードルが高いと思いますし、そういった場所

に行く前に何とか救ってあげたいと考える中で、

区としてもそれは同じかと思うのですけれども、

今後より一層東京都などとの連携強化も含めなが

ら、努めていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  もう１点、またこれはちょっと話が変わるので

すけれども、ちょっと自衛官、自衛隊の広報につ

いてでございます。 

  私も、吉岡委員の方からお声掛けをいただきま

して、自衛官募集相談員というところで、先日区

長からも委嘱をいただきました立場の１人として、

幾つか、先日の研修でも要望があったことも踏ま

えお伺いしたいのが、広報についてでございます。 

  「あだち広報」などにこれまでも自衛隊、自衛

官のことについては掲載してくださっていること

はあったと思うのですけれども、そこで、そうい

ったときに併せて採用情報の掲載なども広報につ

いて掲載していただきたいとの声をいただきまし

た。 
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  その点の掲載についても考えていっていただき

たいなと思うのですけれどもいかがですか。 

○報道広報課長 広報紙の方に官公庁という欄がご

ざいます。そういったものの活用もできるかと思

いますので、ちょっと所管の方と調整をさせてい

ただきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  また、駅前のデジタルサイネージでの動画のＰ

Ｒをしてくださってるということで大変喜んでお

られました。いつもありがとうございますという

ことです。 

  ただ、そういった動画も、せっかくですので、

これは私の個人的に自衛官、自衛隊の方々とお話

をさせていただいて提案したところではございま

すけれども、やはりＳＮＳでの活用、Ｉｎｓｔａ

ｇｒａｍもそうなのですけれども、自衛官の方々

がせっかく作成したＰＲ動画といったことも、デ

ジタルサイネージだけではなくて、投稿するとい

った周知などもしていただきたいなと思うのです

けれども、その点についてはいかがですか。 

○報道広報課長 動画の長さとかそういったものも

あると思いますので、この辺もどのようにできる

のかというところは所管の方と調整させていただ

きます。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  今回も私の地元から後輩も自衛官に入隊すると

いうことで、今回の入隊、入校予定者激励会にお

いても、中学校の卒業式と同日に行われるという

ことで、なるべく重ならないように今後は調整し

ていただきたいと思いますし、やはり我々も協力

していきたいという気持ちの中で、寄り添ってい

ただければと思いますので、是非ともよろしくお

願いいたします。 

  残り時間も少ないので、少し地元の最後話題に

触れさせていただきたいと思います。 

  旧入谷南小学校跡地活用についてでございます。 

  先日２月２８日に、入谷地域アレフ対策住民協

議会の方々、地域の方々とのアレフ抗議活動、デ

モ行進の抗議文読み上げ等を行わせていただきま

したけれども、その際に、いつも入谷地域の方々

含めて、舎人、古千谷、本町地域の方々もそうで

すけれども、毎回話題聞かれるのがこの旧入谷南

中学校跡地活用について何か進展はあったのか、

どうなっているのかといった声をお聞きするのが

実際にございます。 

  入谷地域の方々はもちろん計画などは知ってい

るところではございますけれども、やはり、近く

てもほかの地域の方々は、まだまだ総合型地域ク

ラブに関わる方々を除いて、説明会で時が止まっ

ている状態でございます。 

  災害備蓄倉庫の機能として活用予定の旧入谷南

中小学校跡地活用においての現状、進捗状況につ

いてお伺いしたいと思います。 

○防災戦略課長 入谷南の跡地活用につきましては、

今年度基本計画の策定を進めている状況でござい

ます。 

  これまでは、令和１１年度の開設を目指すと説

明させていただいておりましたが、現在進めてお

ります基本計画の中で、災害対策本部の代替機能

ですとか、発災時においても施設維持が可能な設

備が必要とのことで、開設時期を令和１２年度以

降に延伸させていただいております。 

  スケジュールに遅延が生じまして、大変申し訳

ございませんでした。 

○しぶや竜一委員 また、総合型地域クラブにおい

て、説明の中でも、区民の運動施設として活用さ

れること、区民団体の活動拠点としての利用に関

することなどが説明であったかと思います。 

  これまで地域のコミュニティの場を設けていた

だきたいと様々な場において議論させていただい

た身としては、災害の拠点となる一方で、コミュ

ニティの場、運動といったレクリエーションの場

となることは、何かしらの活性化にもつなげてい

きたいと考えております。 
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  そういった中身を踏まえて、説明も引き続き、

地域の方々へ細かく取り組んでいただきたいと思

いますけれども、再度いかがですか。 

○防災戦略課長 この施設、平時は地元の方々に会

議室ですとか運動スペースとして利用いただける

ように計画しております。 

  また、この件につきましても、地元の町会・自

治会ですとかアレフ対策住民協議会、ＫＩＴクラ

ブ２１には、定期的に進捗の報告をしております

ので、引き続き、その進捗報告、定期的な進捗報

告を続けていきたいというふうに考えております。 

○災害対策課長 すみません、１点補足させてくだ

さい。 

  関係団体の方には定期的に情報を流させていた

だいてるところなのですが、地域の方々に対する

広く住民説明会のような形が、ちょっと期間が空

いてしまってるところがございます。 

  できれば本当は年度内に説明会を開催していた

だく予定あったのですけれども、先ほど御答弁申

し上げましたように、今、計画の見直しの方を行

ってますので、でき次第、速やかに住民説明会も

できるように進めてまいりたいと思ってます。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。地域の方々からも、災害はいつ何が起こる

か分からない中で、着工含めて先延ばしがないよ

うに、スピード感を持って進めていっていただき

たいという声もある中で、何より地域の方々に引

き続き寄り添った姿勢で進めていっていただけた

らと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、足立入谷小学校においてでございます

けれども、先ほども地域のことを話させていただ

いたのですけれども、これまでも、これからも、

地域、学校と協議を重ねながら、一緒になって考

えていく寄り添った姿勢は、私だけではなくて、

今回予算の委員のメンバーでもございます地元の

市川委員はじめ、たがた委員、そして横田委員と

も様々協議をこれまでも、これからも進めていっ

ていただきたいと思って、党派を超えて進めてい

きたいなと思ってる中で、私どもも学校、何より

校長先生がおっしゃっていたとおり、目の前の子

どもたちを守ることを中心に取り組んでいきたい

と思っておりますし、区としても取り組んでいた

だきたいと思っております。 

  先日も地区対のイベントで、校長先生も毎年出

場してくださっておりましたビーチボールバレー

大会がございまして、足立入谷小の教員をはじめ、

ＰＴＡ、青少年委員、スポーツ推進委員といった

関連する地域の方々も出場しておりました。 

  心はまだ苦しい中ではあったかと思いますけれ

ども、そんな中でも笑顔で楽しんでいる様子を拝

見できたことに安心した気持ちと、これからも子

どもたちだけではなくて、そういった関わる方々

の笑顔を守っていきたいと改めて強く感じた次第

でございます。 

  今後、区として、子どもたちをはじめ、教員の

方々に対しても、メンタルケアなども含め、より

一層寄り添った対応をしていただけると思います

が、最後に伺います。 

○教育長 まだ、どんなことを取り組むかというこ

とがまだ明確に定まってございませんけれども、

これからも引き続き、子どもたちの教育の環境が

しっかり整うような視点で、地域の方々と話をし

ながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○しぶや竜一委員 よろしくお願います。ありがと

うございました。 

○岡田将和委員 最後の総括の時間になります。岡

田です。よろしくお願いいたします。 

  民泊について伺います。 

  令和７年１１月時点での足立区での民泊届出数

は２５１件、前年比プラス１７％、着々と増えて

おります。 

  来年の４月からプラスチックの分別回収ごみ事

業が始まります。足立区内の民泊を営む方々への



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １２  

 

周知はどのように進められていきますでしょうか。 

○生活衛生課長 今のところの新年度、令和８年度

に、民泊の各施設に対して生活衛生課の方で立入

検査をする予定で動いてます。その際に、事業者

の方に、そういったごみ出しのルールであったり、

様々な外国人の宿泊者向けの守ってもらいたいル

ールの周知について配布物等で知らせていきたい

と考えております。 

○岡田将和委員 家主不在型の民泊を行う場合、原

則として住宅宿泊管理業者へ管理を委託しなけれ

ばならないということで、足立区内にある場合も

あるでしょうし、はたまた遠くの場所で運営され

てる方もいらっしゃるかもしれません。このよう

な管理業者へもしっかりとリーチをしていただき

たいと思います。 

  特別区２３区の中で最も民泊届出数が多いのが

新宿区約３，５００件です。件数が多くなるに比

例して、近隣住民からの騒音の苦情やごみ出しの

マナーが多くなり、吉住新宿区長が切実に国へ訴

えておりました。 

  こういった課題については、観光庁をはじめ、

国の機関がしっかり対応に乗り出すというところ

ではございますが、先日、政策経営課長からも御

答弁いただきました、生成ＡＩを活用した多言語

案内動画も横展開をして御活用いただきながら、

引き続きよろしくお願いいたします。 

  ２０２５年の訪日外国人客数は前年比１６％増

の約４，２７０万人となりました。訪日客による

消費額も１７％増の約９．５兆円と、３年連続で

過去最高を更新いたしました。かねてより私は、

観光戦略課をつくるべきと議会の場において主張

してまいりましたが、現在の進捗状況を確認させ

てください。 

○産業経済部長 現在のところ、まだ観光戦略課を

つくるというふうなところには至っておりません。 

○岡田将和委員 過日、台東区議会議員の先生と台

東区における観光行政についてお話しする機会が

ございました。台東区における観光課は本来の役

割を担えていない、以前はどうやって台東区に来

てもらうかという議論が、現在はいかにして浅草

から分散させるかという課題になっているそうで

す。 

  観光地浅草まで北千住から電車で早ければ５分、

数十分と掛からず行き来できる我がまち足立区は

いつになったら観光に対して取り組むのか、いつ

までフリーハンドの体制で行くつもりなのかお聞

かせください。 

○産業経済部長 浅草の方に集中してるインバウン

ドの人を取り込むというふうなことが非常に重要

なことだというのは認識しております。 

  また一方で、インバウンドの人が集中してやっ

てくることによる弊害というのもあります。そこ

ら辺のところをバランスよく考えなければならな

いというふうに考えております。 

○岡田将和委員 あえてアクセルとなる観光戦略課

設置という話と、ブレーキとも取れる民泊問題に

ついてお話をさせていただきました。 

  区としてインバウンド受入れを進めた場合に、

リスクにもなり得る民泊問題にも目を背けずに、

前へ積極的に進んでいかなければならないと考え

ております。 

  隅田川、荒川などで河川でつながっているから

こそ船着場の課題もあるけれども、船で観光客を

導く動線などもつくれたら面白いよねなどという

アイデアもいただきました。是非とも、こうした

近隣区や近隣観光協会とも情報交換を積極的にし

ていただきたいと考えておりますが、できそうで

しょうか。 

○産業経済部長 近隣区の動向をしっかりと把握す

ることは、確かに観光事業にとっても非常に重要

なことだと思います。 

  ２３区の事務局長会というのもあります。そう

いった場ですとか、あるいはこまめに連絡を取り

合って、各区の戦略を把握することに努めてまい
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ります。 

○岡田将和委員 あわせて、しぶや委員もおっしゃ

っておりましたが、観光大使や観光親善大使にも、

かねてよりお話をさせていただいておりますが、

検討状況やリスク分析などは進んでいるでしょう

か。 

○産業経済部長 観光大使等につきましては、本会

議の場でもいろいろと御答弁申し上げている次第

でございます。 

  大使に任命して、その後、その方がどういった

ことを、どういった活躍をされるのかというふう

なこともありますので、慎重にその辺は検討しな

ければならないというふうに考えております。 

○岡田将和委員 しっかり御検討いただいて報告を

お待ちしております。 

  ＳＮＳ運用について伺います。 

  昨年４月から足立区公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍが

開設し、もうすぐ１年がたとうとしております。

今日現在、５３投稿、３，３５０フォロワーと、

中身を見ると頑張っていらっしゃるようにお見受

けしますが、限られた人数、いろいろな膨大な業

務もある中で運用していただいていること、大変

なことと存じております。 

  Ｉｎｓｔａｇｒａｍ運用においてフィード投稿

よりもリール動画の方がフォロワー以外にも届け

やすいアルゴリズム設定になっているようです。 

  より多くの区内外ユーザーに届き、足立区のフ

ァンが増えるように予算を付けてインフルエンサ

ーに委託するなどして、効果的なリール動画を発

信していくべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○報道広報課長 動画が有効ということは、こちら

でも認識してございます。 

  今、インスタについては職員の方で配信をする

という方向で考えておりまして、ちょうど今委託

を入れて、どういった内容のものが見られるのか、

またどういった価格で取ると見られるのか、そう

いったことを所管と詰めているところですので、

まずはそういったところから、区の魅力をインス

タで発信をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○岡田将和委員 少しずつ進んでるようですね。引

き続きよろしくお願いいたします。 

  先ほどからいろいろなお話させていただいてる

のですが、何で私、どちらかというと攻めのタイ

プのように見えると思うのですが、我々の周りは、

本当に社会情勢含めて目まぐるしくアップデート、

進化し続けているように感じ、危機意識を持って

おります。 

  先日、ＪＲ山手線の高輪ゲートウェイ駅の目の

前に開業した商業施設高輪ゲートウェイシティの

中にＬｉＳＨという施設が入っております。一言

で言うと、バイオテクノロジーやヘルスケアなど

のスタートアップや民間企業が集まり、世界を変

える研究やビジネスを生み出すための秘密基地の

ような場所でございます。 

  その場所で、自治体が手を挙げて環境、ヘルス

ケア、モビリティの分野で民間企業に対してリバ

ースピッチを行う姿を見てきました。六つの自治

体が、うちにはこんな課題があります、是非民間

の力を貸してくださいとプレゼンをされておりま

した。その中には、足立区と友好自治体を締結し

ている栃木県鹿沼市さんの姿もありました。 

  例えば、足立区もそういった自治体ピッチに参

加するなどして、民間の風をどんどん入れていっ

た方がいいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○政策経営課長 今年度、１０月ぐらいでしたか、

東京都のスタートアップ支援事業を受託している

事業者の方に誘われて、私の方も区の課題という

ことをスタートアップに対して少し発表させてい

ただくようなことで登壇させていただきました。 

  正に官民連携というのを進めてまして、あだち

協創フロントというものを立ち上げて、より民間

と一緒になって区の課題を解決していこうという

ことで昨年８月から動いておりますので、この動
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きというのをより拡充していきたいというふうに

考えております。 

○岡田将和委員 是非とも引き続き、私も勉強させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  最後の話題になります。 

  ミセス、皆さん御存じでしょうか。Ｍｒｓ．Ｇ

ＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥではございません。既に廃

刊されております、この高級女性雑誌でございま

す。２０１９年１０月に発刊されたミセス１０月

号でございます。この高級女性雑誌の中に、フェ

ラガモのスカーフが掲載されておりました。９０

ｃｍから９０ｃｍの正方形のスタッフ、税別で４

万８，０００円、税込みで５万２，８００円の品

物と御紹介をいただいております。 

  総務部長に伺います。 

  社会通念上問題がないと結論づけた調査報告書

の内容は、フェラガモのスカーフは２万円から３

万円となっておりますが、この内容は正しいです

か、正しくありませんか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、私の方から御回答いたします。 

  正しいか正しくないかというのは私は判断する

立場にないと思いまして、また、公益監察員も、

当時の柄ですとか大きさ、形状、そういったもの

でないと実際に分からないというふうにコメント

されておりました。 

○岡田将和委員 客観的に、区民目線で見たときに、

調査報告書に書いてある内容と、こういった雑誌

に書いてある金額の内容が違っていることに私は

大変違和感を覚えております。 

  岩本元理事長、大変区長に感謝をされていたそ

うです。きっと中古品は渡さないと思います。新

品だと思います。 

  この調査報告書は信頼に値するのか、そう私は

感じております。 

  皆さんの御記憶に新しいかもしれませんが、兵

庫県知事の問題です。兵庫県議会の百条委員会調

査報告書に記載された問題行動は、驚くほど足立

区の今回の問題と本質的な部分で似ています。ト

ップの贈答品受領に関する認識の欠如、兵庫県知

事は様々な物品をＰＲと称して頂いておりました。 

  今回は、利害関係者である東京女子医大から頂

いたものというものは若干違うかもしれませんが、

法的に問題ないと済ませる法令遵守の軽視、この

兵庫県議会の百条委員会調査報告書によれば、行

政のトップには、法に触れなければいいという次

元ではなく、社会規範に照らして、区民に疑念を

抱かせない高い倫理感、★★が求められますと書

いてございます。 

  我が党の工藤団長より、予算特別委員会の初日

に、足立区民目線で疑義を解消することは足立区

議会の責務との御発言もありました。区民目線で

見たときに、誤った内容で作られた調査報告書を

基に導き出された社会通念上問題はないという結

論、釈然としないのは私だけでしょうか。区民の

ためにも、そして足立区の職員のためにも、予算

特別委員会で指摘を受けた事項、正しい内容で再

調査報告書を出していただきたいことを申し上げ

まして、私の討論、最後の、討論ではないです、

総括の質疑の最後とさせていただきたいと思いま

す。６日間、どうもありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から総括質疑

があります。 

○水野あゆみ委員 皆様おはようございます。公明

党水野あゆみでございます。 

  私の持ち時間１５分でございますので、簡明な

答弁を求めたいと思います。 

  まず初めに、この金土日、週末に、私のところ

に同じ内容の問合せがございました。今の時期な

ので、どういう問合せ内容だったか、感のいい方

ですと分かるかなと思うのですが、政策経営部長

いかがでしょうか。 

○政策経営部長 給付金のお問合せでしょうか。 
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○水野あゆみ委員 当たらずとも遠からじで、給付

金の問合せもありました。 

  何かというとスマホの購入支援やっていません

かという問合せでございました。本当にすみませ

ん、やっておりませんということで私はお伝えい

たしましたが、皆さん大変に残念がっておりまし

た。 

  ポイントもらおうということで、近所で集まっ

て分かる人に教えてもらっていたけれども、本当

にその中でアプリをダウンロードできないタイプ

のスマホを持っている方が何人かいたということ

でありました。１万１，０００ポイント本当に大

きいので、もう本当に残念ですというお言葉でご

ざいました。 

  また、スマホを持っている方からも御連絡があ

りまして、やはりやり方が難しい、教えてほしい

という相談が相次いでおります。これほど短期間

に同じ内容の問合せが来るというのは私今までち

ょっと経験がございません。 

  我が会派についても、連日このような相談が来

ており、また吉田議員のところにはもう大変なん

てものではないというぐらい、やり方分からない

から来てほしいとか、行って何でできないのかな

と思うと、やっぱりアプリがダウンロードできな

いタイプのスマートフォンだったということで、

もうやっと説明して、ようやく理解してもらえる

という状況だそうです。 

  やはりこのスマートフォンの購入支援と操作の

支援というのはセットで支援が必要だと考えてお

ります。 

  先日、高齢者施策推進室長からは検討してまい

りますという御答弁ございましたが、区としてど

のような検討状況なのか改めてお伺いをいたしま

す。 

○高齢者施策推進室長 １万１，０００ポイントも

らえるＯＳの対応しているスマホに変えるという

ところですけれども、ちょっと危惧しているとこ

ろが、やはり慣れ親しんだスマホから最新のＯＳ

に切り替わることによって、１万１，０００ポイ

ントはどなたかの御支援で得られたとしても、そ

の後、その高齢者の方がそのスマホを利用できる

形が続くのかどうかというあたりがすごく非常に

懸念になっております。 

  スマホを購入した際にも３万円の助成、今回都

の補助を使えば出るのですけれども、その後の残

った残金の支払ですとか、そういったところが今

まで想定していなかった以上のものが出てくるの

ではないかというところで、ちょっと高齢者の方

の反応というところも確認したいなと思っており

まして、これまで事業を実施していました区の方

に確認したりはしたのですけれども、事務負担の

ことばかりがちょっと前面に出てきて、実際に区

民の方の反応というところまで聞けておりません

ので、ちょっとこの先、また引き続き、他区の状

況は確認していきたいというふうに考えておりま

す。 

○水野あゆみ委員 他区では、江戸川区などは３８

０人分の予算がもう使い切ったので年度途中で終

了しているわけですね。事務負担が大きいという

のは区の側の言い分でありまして、こういった補

助が欲しいというのは、区民目線で言うと、もう

本当にニーズの高い事業だと思います。 

  また、今、物価高支援のオンライン申請もやり

方分からないということで、もう本当に相談が相

次いでいる中で、またＰａｙＰａｙの商品券事業

にしてもそうですし、また東京都では、女性検診

やった方には２，０００円のＰａｙＰａｙプレゼ

ントしますよというのも来年度もやっています。

本当にどんどん世の中がこのデジタル化の方向に

進んでいる中で、このような支援をやっていかな

いというのはないのではないかなというふうに思

います。 

  ましてや、東京都でこのような１０分の１０、

３万円支援してくれるということは、やはり高齢
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者の皆様に選択肢を与えるべきだと思うのですが、

この点いかがでしょうか。 

○福祉部長 デジタルデバイドの解消というのは、

取り組まなければいけないことだというふうに思

っています。なので、この事業を入れて行ってい

くということ、やりませんということは申し上げ

るつもりはないのですけれども、現状として、今

回の当初予算に積ませていただいていないという

状況と、あと事務の関係もございますし、高齢者

の方々の、先日、別の委員の方からも、入れたら

別のもの買っちゃったみたいな、そういった部分

も懸念もございますので、そういったところを解

消しなければならないということもひっくるめて

考えなきゃいけないので、現時点でこれは必ずや

りますということは、なかなか今の時点では申し

上げられないという状況がございますので、引き

続き、他区の状況も確認しながら検討させていた

だきたいというところでございます。 

○水野あゆみ委員 本当に今ニーズが高まっており、

私たちのところに大変に多くの問合せがある中で

す。本当にがっかりしたという声も本当に多くな

っておりますので、しっかり状況を把握していた

だいて検討いただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  ３月５日、都議会で今年度最終補正予算が成立

をいたしました。我が党の大竹さよこ都議も賛成

の立場から討論に立ち、災害級の猛暑が毎年夏に

常態化し、健康的な生活に深刻な影響を及ぼして

いる。都議会公明党として暑さ対策を強く求めて

きたが、補正予算には低所得世帯へのエアコン購

入費支援事業が計上され、評価するものです。今

後、全ての区市町村が取り組めるよう、都の積極

的な働きかけを強く求めたところであります。 

  先日、当区のエアコン購入費助成について、高

齢者や障がい者等の限定をせずに、低所得世帯広

く支援するよう求めました。副区長からは、東京

都の要綱が出ましたらなるべく広く支援できるよ

う検討してまいりますとの答弁がありました。 

  改めて、区としてどのように考えているのかお

伺いいたします。 

○環境政策課長 私どもも東京都の議決、確認して

ございます。水野委員御指摘のように、都が示さ

れている要綱では、高齢、障がい、取り払った支

援するようにというところが示されてございます。 

  現在、福祉部と検討を進めてるところでござい

ますので、東京都の補助金が入りましたら、要綱

が確定しましたら、その方向で進めたいというと

ころに今、検討してる最中でございます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。広く対象にして

くれるという方向で検討していただけるというこ

とで、大変ありがたいなと思います。 

  また、生活保護世帯については、１０万円を上

限に１０分の１０支援するとしています。これに

ついては、やはり福祉部の方の政策になってくる

のかなと思いますが、この辺は検討状況いかがで

しょうか。 

○足立福祉事務所長 今、環境政策課長が申し上げ

たとおり、都の方の要綱等が決まりましたら、そ

れに沿って進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○水野あゆみ委員 私も本会議、党としても質問し

ましたが、家に１台もエアコンがないことという

要件を今回、来年度から撤廃の方向でいくという

ことでございますが、生活保護世帯の方でも希望

すれば２台目の購入、また、古いエアコンの買替

えということも、誰でもできるという認識でよろ

しいでしょうか。 

○足立福祉事務所長 東京都から示されているＱ＆

Ａがございまして、ちょっと２台目以上というの

がなかなかできないような回答にはなっているの

ですけれども、ちょっと確認も含めていきたいと

思いますけれども、買替えの方はできるというふ

うに聞いております。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 
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  また、本当に繁忙期になってしまうと設置まで

に時間が掛かりますので、いち早い開始を求めま

すが、開始時期についてはどうなのか、お伺いし

ます。 

○環境政策課長 今、現在、福祉部と、都の要綱が

示されましたら、できるだけ早く開始したいとい

うところで検討を進めてるところでございます。 

○水野あゆみ委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次に、足立区のバリアフリー地区別計画につい

てお伺いをいたします。 

  区役所周辺はバリアフリー地区別計画で重点整

備地区に指定されております。区では、優先道路

を中心に整備を進めてきており、取組については

一定の評価をするところですが、区役所周辺にお

住まいの方から、このような声が届いております。 

  栗島中学校から国道４号線を通るこの区役所北

側の歩道ですが、車椅子利用者、またベビーカー

を押す保護者から、歩道の高低差が大きく段差で

転倒しそうになると、また、歩道上に設置されて

いるバス停は歩道幅が狭く安全に待機できないと

のことです。 

  更に、福祉事務所前の交差点は、ここ数年車の

事故も少なくありません。優先道路の整備だけで

は区民の安全確保は十分とは言えません。現在、

計画は平成２９年に策定されているものでありま

して、既に１０年経過しようとしております。高

齢化の進展や車椅子利用者の増加も踏まえ、計画

の見直し必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○都市建設課長 実際バリアフリーの計画について

は、水野委員からのお話のとおりでございます。 

  ただ、区としましては、今後、竹の塚とか、ま

だ策定してないエリアがございますので、まずは

そちらを優先して、その後、区役所周辺を改めて

検討を進めたいと考えているところでございます。 

○水野あゆみ委員 ありがとうございます。 

  また、優先道路中心とした段差解消、ブロック

の設置など、バリアフリー化を進めているのです

けれども、生活道路や細街路を含め、バス停周辺

などもこうした場所についてもバリアフリーの拡

充ということは検討できないでしょうか。 

○都市建設課長 まず、区としましては、生活関連

経路、いわゆる公的な施設とか、そこら辺を優先

して、重要な路線を選定しているところでござい

ます。 

  また、障がい者団体ともまち歩きをしながら、

どういうところが優先的に整備すべきかというこ

とを検討しておりますので、また改めて、地域に

入るときには、またそういういろいろな視点も踏

まえながら、路線の選定はさせていただければと

思っております。 

○交通対策担当部長 バス停の件につきましては、

私どもも再度点検もさせていただいて、もし地先

にスペースなどがあるようなところでは協力いた

だくとかということで、少しでも安全なバス停に

なるようには取組させていただきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 計画の見直し等も時間が掛かる

ことだと思いますので、応急的にできる段差解消

ですとか、バス停の改善というのは是非お願いし

たいと思います。 

  次に、足立区の給食、日本一おいしい給食と言

われています。そもそも、そういうふうに言われ

るようになったのは、家庭で３食おいしい御飯を

食べられない、そういう家庭も少なくなかったこ

とから、せめて給食で栄養価の高いおいしいもの

を食べさせてあげようという思いで始まったもの

だと認識しております。 

  先日、不登校児童・生徒への昼食代の支援を求

めたところですが、就学援助世帯、そもそも給食

費が無償になる前から無償となっていた御家庭で

す。小・中学校の就学援助世帯、どの程度か、お

伺いいたします。 

○学務課長 就学援助の世帯の割合でいきますと、

今足立区では大体２５％程度で推移をしていると

ころになります。 
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  数字につきましては少しお待ちいただければと

思います。 

○水野あゆみ委員 ２５％程度ということでござい

ます。 

  この中には、やはり不登校児童・生徒もいるか

と思います。私が関わっている子ども食堂には、

不登校のお子さんや保護者の方も来られています

が、お米が高過ぎて買えないとか、またお米が買

えないので小麦粉を焼いて、中身のないお好み焼

きを食べさせているという話も聞きます。 

  学校に来ている子は給食で栄養が取れています

が、学校に来れていない子どもの昼食について、

思いをはせずにはせずにはいられません。 

  区として、不登校家庭のこうした状況、把握さ

れていますでしょうか。 

○教育指導部長 不登校の家庭が、そういった、実

際どういう状況にあるかというところまでは把握

できておりません。 

○水野あゆみ委員 区では、朝食を食べてこられな

い欠食児童に対して、児童・生徒に対して、あだ

ち未来応援事業で朝食支援をしています。また、

夏休み期間中には、あだちっ子フードプロジェク

ト事業で食材の提供も行っていただいております。 

  学校や未来支援室、また不登校対策推進課など

も連携して、児童・生徒の食事の現状把握に努め

ていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

○教育指導部長 今年度、不登校の実態調査アンケ

ートで行いました。なかなか難しいと思ったのが、

特に不登校の傾向が深くなればなるほどなかなか

アンケートの反応率ですとか、情報が届きにくか

ったりするという課題がありますので、まずはス

クールカウンセラーですとかスクールソーシャル

ワーカー等々、課題を抱える家庭の情報をつかん

でいるものあると思いますので、そうしたところ

から実態の把握をしていきたいと考えてございま

す。 

○水野あゆみ委員 来年度は、東京都の方では、私

立また国立に通う児童・生徒へのそうした支援も

考えておりますが、ましてや今回の不登校児童・

生徒というのは、給食費無償化の対象となってい

る児童・生徒でございます。不平等にならないよ

うに御検討いただきたいと考えますが、教育長い

かがでしょうか。 

○教育長 不登校の支援、先日アンケートをしまし

たけれども、基本的に学びの場ですとか居場所と

か学びの場ですとか、それから未然防止というこ

とを必要というふうに考えております。その他の

こともまだ課題整理がまだ十分できてないところ

がありますので、給食に関する問題も、引き続き

ちょっと実態の把握に努めながら、研究していき

たいというふうに思います。 

○水野あゆみ委員 当区は子どもの貧困対策課を設

けてるぐらい、力を入れて子どもの貧困対策やっ

ていただいていると認識しています。不登校の子

どもたちであっても、足立区の大切な子どもたち

です。本来であれば学校に行きたいけれども行け

なくなってしまった、そういう問題を抱えている

家庭にこそ優先度を高くして手厚い支援をしてい

ただきたいと思います。要望して、終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○佐々木まさひこ委員 では、残り、公明党の佐々

木でございます。やらせていただきます。 

  私も、予算特別委員会はいつも鬼門でございま

して、昨年は新型コロナにかかって初日と２日目

を欠席をさせていただきまして、おととしは木曽

路でノロウイルスにかかりまして、あれは予算特

別委員会の間ではありませんでしたけれども、苦

しみました。今年は、元気に最後までこの質問が

できることを大変うれしく思います。 

  皆さんも今日最後でございますので、どうぞ元

気な回答をお願いしたいと思います。嫌らしい質

問しますので、よろしくお願いいたします。 

  あだち食料品等物価高支援給付金の支給事務に

ついてお伺いいたします。 
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  勝田副区長は、★★で分かりやすい方法にしま

すからというふうにおっしゃっていただいたそう

でございますが、それに参加されていていた渕上

元議員は、私のところに分からないからやってと

言ってお見えになりました。 

  下のサポート窓口は大混雑、昨日は特にすごか

ったのですが、ニトリ辺りまで車が渋滞したそう

ですが、昨日はどのぐらいサポート窓口にはお見

えになったでしょうか。 

○福祉管理課長 昨日は５６８件でございました。 

○佐々木まさひこ委員 ほとんどが給付金ダイヤル

がつながらないので、何とか口座振込みにしても

らいたいという希望の方がお見えになられたとい

うふうに聞いております。 

  給付金ダイヤルの電話台数というのは何台ぐら

いなのでしょうか。 

○福祉管理課長 現在３０回線でございます。 

○佐々木まさひこ委員 ３０回線あってもなかなか

初動はやっぱりそれだけ相当混むということだろ

うと思います。 

  初動の一、二週間だけ増やすというのはなかな

か難しいのでしょうね。 

○福祉管理課長 契約期間で、現在が一番増やして

３０回線ということで、それ以外の期間はもうち

ょっと少ないのですけれども、今は最大限でやっ

てございます。 

○佐々木まさひこ委員 今後の教訓としていただき

たいというふうには思います。 

  区民事務所で振込み用紙を渡すというようなこ

とはできないのですか。それは無理ですか。 

○福祉管理課長 現在のところ想定しておりません

が、ちょっと今後の状況を見ながら、必要があれ

ばちょっと検討していきたいと思います。 

○佐々木まさひこ委員 封筒の中にもそもそも振込

希望の場合は、この振込用紙を使ってくださいと

いう方が親切だったのではないかなと思いますけ

れども、それはやっぱり事務上ちょっとまずかっ

たのですか。何か危惧があったのでしょうか。 

○福祉管理課長 佐々木委員御指摘のとおり、その

点多少反省しているところもございまして、最初

から用紙を入れればよかったということもありま

すが、できればセブン銀行のＡＴＭで受取りして

いただきたいという思いもございまして、今回は

その申請書は入れなかったということでございま

す。 

○佐々木まさひこ委員 昨日のＡ－メールで、この

給付金に関して詐欺の電話が発生しているという

こともありました。何件くらい発生しているのか

お伺いします。 

○福祉管理課長 件数は把握してございませんが、

１階の窓口に来たお客様から、口座番号を聞き取

るような電話があったという、そんな情報が先週

寄せられましたので、ＳＮＳ等で注意喚起をして

おります。今後も定期的にＡ－メールの方は発信

する予定でございます。 

○佐々木まさひこ委員 Ａ－メール、なかなかそう

いう方、Ａ－メールにはそのような電話があった

ら給付金ダイヤルに電話してくださいと書いてあ

るのですけれども、つながらないのですよね。お

問い合わせあだちでは駄目なのでしょうか。 

○福祉管理課長 ちょっとその辺は調整いたします

が、区の方にお知らせいただけるように、また、

直接１１０番と警察の方に通報していただくよう

な、そのような連絡というのはしていきたいと思

います。 

○佐々木まさひこ委員 今回は本当に足立区民全員

ですから、そういう面では非常に、初動は大変混

雑、混乱をされた方も多いかなというふうに思い

ます。 

  給付金ダイヤルの、この食料品物価高騰支援給

付金の申請書を私一目見て、これは駄目だなと思

いました。申し訳ないのですけれども。分かりづ

らい、字が小さい。やっぱり本当に一番大事な情

報を赤枠で囲むとか、それこそ振込みを希望する
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方はこれです、それから、紙で申請する場合はこ

れですみたいな感じで、本当に分かりやすく書か

ないと。 

  あと、代理受取りの欄などもありましたけれど

も、代理受取りというのはそんなにたくさんある

のでしょうか。 

○福祉管理課長 件数は非常に少ないと思います。 

○佐々木まさひこ委員 非常に難しい言葉で書いて

あるのですよね。 

  ごめんなさい、悪意を持って言ってるわけでは

ないので、区長が大体そもそも分かりやすい発信

をしろと言っているわけですから、行政上どうし

ても大事な事柄は書かなきゃいけないことは分か

りますけれども、でも、例えば、個人の給付金番

号などは、それこそ真ん中にでかくどんと書いて、

この番号は大事だから絶対なくさないでください

ねと、この紙は大事ですよというようなことを書

いてほしいのです。 

  昨日もネットで書かれてました。この番号、申

請用紙要らないから捨てちゃった、メールで確定

番号とか送られてきたけれども、元の番号が分か

らないから、あだち給付金ダイヤルに１５分ぐら

いずっと電話を掛けて、やっと教えてもらって何

とかなったというようなことが書いてありました。 

  たくさんの人を相手にするので、やっぱり本当

に分かりやすくやっていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをしたいというふ

うに思います。 

  次に、マイナンバーカードについて伺いますが、

現在早い時期にマイナンバーカードを取得された

方など、この間４定で質問させていただきました。

更新時期に当たっておりまして、窓口での更新手

続が増加しているということですが、私も更新時

期に今年当たりまして、すぐに申請しましたけれ

ども、やっと新しいマイナンバーカードの引換券、

これは正式には交付通知書というそうですが、予

約を取ろうと思ってもほぼ１か月先になってしま

うと。それでは自分の誕生日を過ぎて保険証とし

ては使えなくなってしまうので、予約なしに行っ

て、少し待ちましたけれども、新たなマイナンバ

ーカードを発行してもらいました。 

  現在、この混雑状況はどのような状況でしょう

か。 

○戸籍住民課長 混雑はしてございまして、御迷惑

を大変お掛けしております。 

  １０年目を迎えた更新の方もたくさんいらっし

ゃいますが、マイナ保険証に切り替えたいという

方も新規もかなりたくさんいらっしゃいまして、

ちょっとダブルで混雑してるところですが、今後

手を打って解消していきたいと思っております。 

○佐々木まさひこ委員 平日に来られない方のため

の対策としてはどのような状況になってますか。 

○戸籍住民課長 マイナンバーカード交付センター、

足立高校の前のところ、そちらは土日も月に４日

間やっておりましたが、今、テストで６日間させ

ていただいてます。人員等を融通しながら今後も

継続していければと今検討してございます。 

○佐々木まさひこ委員 あわせて、数年前のポイン

トキャンペーンでカードを取得した方が多くの方

が電子証明書の有効期限５年を今度は迎えて、医

療機関、薬局など窓口で初めて期限切れに気付い

て、そういったところでは他部の窓口ですから詳

しく説明してもらえない場合もあるとの声がある

と。区は申請手続のお知らせの郵送など周知は進

めていますけれども、今後は医療機関や薬局の窓

口などに目立つポスター掲示などの協力をお願い

してはどうかというふうに質問しましたけれども、

その準備状況はいかがでしょうか。 

○戸籍住民課長 電子証明書の更新の方も需要がた

くさんございまして、お待ちいただいたりして御

迷惑をお掛けしておりますが、期限切れにならな

いように、先ほど佐々木委員御指摘の、御本人様

への通知のほか、医療機関、マイナ保険証のとこ

ろで期限切れを認識される方も多いと思いまして、
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ポスターを３月中にお送りして掲出していただく

予定です。啓発を図っていこうと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 では、それもしっかりと、

薬剤師会、医師会とも連携しながら、掲出をよろ

しくお願いしたいと思います。 

  あと、避難所受付システムのＤＳ化について、

追加でお伺いをしたいというふうに思います。 

  先日お話をしましらくらく避難所くん、災害対

策本部との連携というのはネット環境が必要です

けれども、避難者の情報読み取り自体は、ネット

環境がなくても可能でございます。免許証とかマ

イナンバーカードとかパスポートとか、暗証番号

なしで基本４情報、氏名、住所、生年月日、性別、

これを読み取るそうでございます。それらのない

方は紙に記入してもらってＱＲコード入りのカー

ドを発行するという形になります。 

  それで、ネット環境が整えば、災害対策本部と

の情報連携が可能というふうになります。 

  ２週間ほど貸出しをしてくれるとのことでござ

いますので、使い勝手を試してみてはいかがかな

とは思いますが、いかがでしょうか。 

○防災戦略課長 今、様々な受付システムを調査研

究進めておりますので、その中で、お試しで２週

間使えるということであれば、それを試してみた

いというふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 どうぞよろしくお願いした

いというふうに思います。 

  それから、４定で更に多世代交流の機会創出を

含めた高齢者のフレイル予防としてのｅスポーツ

事業の導入について質問をいたしました。 

  早速すこやかプラザあだちで体験会を実施して

くださるとのことですが、どのように実施するの

か教えていただけますか。 

○高齢者施策推進室長 ３月１９日にすこやかプラ

ザの方で実施をいたします。 

  「太鼓の達人」と「ぷよぷよ」、対戦型のです

けれども、そういったものをやる予定でおります。 

○佐々木まさひこ委員 その呼び掛け、いろいろな、

高齢者の方たくさん来ていただかないといけない

のですけれども、どういうふうに呼び掛けますか。 

○高齢者施策推進室長 実はもう既に申込みの方は

終わっておりまして、２０名のところ、かなりの

方が来て抽せんを行いました。それぐらい少し関

心があるというところは、今回の募集で確認でき

たところです。 

○佐々木まさひこ委員 ２０名少ないような気もし

ますけれどもね。私もちょっと、別に「太鼓の達

人」やりませんけれども、参加させていただいて、

参加された皆さんの様子を拝見したいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

  それから、もう一つは徘回という言葉をひとり

歩きという言葉に置き換えると区は決定をしまし

た。 

  そうしますと、ひとり歩き高齢者位置検索シス

テム費用助成に関して、ＧＰＳタグの購入費用助

成をしてはどうかと質問しましたけれども、厚労

省が屋外での位置情報を感知して通報するシステ

ムについても給付対象に拡大することが示されて

いるので、まずは国の動向を注視するという御答

弁でございました。 

  そこで、介護保険用に使われているこの手の機

械というのはおおむね値段が高いんですね。そし

て機械も大きいサイズのものが多いです。 

  昨年、ストーカー規制法が１２月に改正されま

して、いわゆる紛失防止タグというふうに言われ

ますけれども、ＧＰＳタグ、スマートタグ、いろ

いろな言い方がありますけれども、新聞紙上では

紛失防止タグという表現されてますけれども、紛

失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得が禁止

されました。法律で禁止されました。相手にひそ

かに忍び込ませて位置を探るという行為自体が禁

止されました。 

  逆説的な言い方になりますけれども、そういっ
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たタグというのが相手に気付かれずに位置を検索

するには非常に有効であるということなのですよ

ね。法律で禁止されているということは。 

  私も自分の車にＧＰＳタグ入れてますけれども、

大きな駐車場、広い駐車場に止めると一体自分の

車がどこにあったか分からなくなっちゃうなどと

いうことがよくあるのですけれども、自分の車が

どこにあるか分かりやすいので、非常に便利です。 

  比較的安価で小型の装置で衣服などに入れてお

くこともできるので、いわゆるひとり歩きされる

高齢者の位置検索には非常に有効な機器なのです

ね。 

  だから、もう一度、そういった面では検討して

みてはどうかというふうに思いますが、いかがで

ございますか。 

○高齢者施策推進室長 佐々木委員の方からもタグ

のことについては御提案いただいておりますが、

本会議でも御答弁さしあげましたように、厚労省

の方から通知が出ているということは、お知らせ

があったということは、近日にはそういった方向

が示されるものと理解しておりますので、まずは

情報を確認し、その上で、このタグの方もどうし

たらいいのかというのは検討していきたいと思い

ます。 

  国の方で情報が入りましたら、委員の方にもお

知らせさせていただきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 国のそういう機器の情報を

勘案しながら、私の方も提案をさせていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それから、区は高齢者補聴器購入費用助成事業

を実施しておりますけれども、満６５歳以上、聴

力レベルがおおむね４０デシベル、７０デシベル

未満、耳鼻科で診断された方、助成上限額５万円、

１人１台限りというふうにされてます。 

  医療機器である補聴器の使用期間というのは一

般的に使用開始から５年間というのが目安になる

そうなのです。この使用期間の目安は厚生労働省

が定めた総合支援法に記載されております補装具

としての耐用年数に基づいているのですね。 

  また、聴力に変化があった場合は調整が必要と

なりますし、聴力が大きく落ちてしまったような

場合には補聴器を買い替えなければなりません。 

  高齢者の健康維持のためには、補聴器はできれ

ば５年経過して聴力に変化が生じて聞こえにくく

なった場合等はもう一度５万円の補助をすべきだ

というふうに思いますけれども、いかがでござい

ますか。 

○高齢者施策推進室長 今は、令和６年から所得要

件撤廃ということで広く区民の皆様に御利用いた

だきたいということで、５万円、１回ということ

でやっております。 

  一方で、同じ会派の委員の方からは、助成金額

の値上げの部分についても御提案をいただいてお

りますので、そういったことを含め、ちょっと全

体、補聴器の助成全体を検討、引き続きしていき

たいというふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 長井委員からは一般質問、

本会議質問ありました。葛飾では非課税の方１４

万４，９００円、住民税課税の方でも７万２，４

５０円、台東区も同じです。北区は７万円、江東

区は７万２，４５０円。５万円のところも多いの

ですけれども、ただ非課税の方とか生活保護の方

とかで、大体補聴器は２０万円、２５万円、３０

万円するのが普通ですよね。大体そのぐらいの値

段が普通です。 

  やっぱりきちんと、どの音が聞きづらいかとか、

そういうことを測定して、その方にちゃんとフィ

ットした補聴器を買おうと思ったら、最低でも二、

三十万円はするものを買わないと、やっぱりなか

なか難しい、補聴器本当に合わない。単純に集音

機みたいに周りの音を全部を大きく増幅してしま

っても、やっぱり使えない、使わなくなってしま

うというケースが多いのですね。 
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  そういった場合に、やはりこの１４万４，９０

０円程度まで上げてあげないと、やはり高齢者の

健康を保つことができない、かえって認知症を進

めてしまって、余計な介護費用とか区に負担が生

じてしまうということにもなりかねないというふ

うに思いますので、これは先ほど全体を見ながら

というふうにおっしゃいましたけれども、そうい

った全体を見ながら考えて検討していただきたい

と思いますが、いかがでございますか。 

○高齢者施策推進室長 補聴器助成については、引

き続き検討してまいります。 

○佐々木まさひこ委員 最後に、３０秒切りました

ので、入学準備金に関して、先日質疑をした際に

問合せが少ないとのことでございましたけれども、

４月以降入学された方、ほかの保護者や、同じ子

どもたち同士で、私は１０万円もらってるよとい

うふうに言われて、うちはもらってないなと思わ

れるケースも多くあるのではないかというふうに

思います。 

  １人も取り残さないというＳＤＧｓの精神から

いっても……。 

○伊藤のぶゆき委員長 佐々木委員、時間でござい

ます。 

○佐々木まさひこ委員 いかがでございますか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○学務課長 入学準備金については基準日というも

のがございまして、４月以降、就学援助の対象の

お子様はこちらの方で対応してまいりたいと、１

０万円、１２月２日以降に引っ越しされた方も対

象にしていくというような形でやらせていただき

ます。 

  あと、水野委員からの先ほどの就学援助人数の

御質問については、１万４８０人でございます。

失礼いたしました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、れいわ・市民から総

括質疑があります。 

○土屋のりこ委員 予算委員会最後の質疑なります。

よろしくお願いします。 

  今日のやつに入る前に、二つ冒頭にやりたいの

ですけれども、まず３日目の続きということでス

イミングプールのことやりましたが、スイミーの

運営事業者の件ですけれども、対策取られている

と区は答弁されますが、教室の募集を見てみまし

た。綾瀬のすいすいランドは、初級水慣れクラス

は対象４歳から小学３年生まで定員が８名なので

すね。ところが千住スイミーの水慣れクラスは４

歳から中学生までで定員が１２名ということで、

やっぱりちょっと不安が感じるというところです。 

  うちの子どもが通うスイミングでは幼児の初級

レベルだと指導員１名に対して子ども８名までと

いうことで、子どもが１２名いたらコーチは２人

配置されます。 

  このスイミーの初級講座は１２人という定員で

すけれども、指導者が１名か２名か、区は把握さ

れているでしょうか。 

○スポーツ振興課長 指導者の人数に対して、事故

を受けまして事業者の方で新たにマニュアルを作

って決めております。 

  その中で、例えば浮き輪の器具を付けた場合は

何名以内ですとか、そういったところの中で決め

ておりますので、少々ちょっと募集のホームペー

ジ分かりづらいところは大変申し訳ございません

けれども、ルールとしては事業者の中で決めてい

ると伺っています。 

○土屋のりこ委員 今聞いたのは１名か２名か把握

されてるかということなのですけれども、把握さ

れてないということですかね。 

○スポーツ振興課長 申し訳ございません、そちら

については把握しておりません。 

○土屋のりこ委員 聞いたところ１名ということで

した。 

  今、スポーツ振興課長おっしゃられたのは、事

業者が運営しているスイミングスクールの方では、

事故を受けて、今回の事故ですか、事故を受けて
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コーチ１名につき子ども１０人基準にすると変更

されたというのですね。ところが千住スイミーは

１２人なのですよ。この２人何で多いのかという

ところで、やはり元のままの１２人という基準で

されているというところが、子どもの安全より利

益優先なのではというふうに思えるから不安だと

いうふうに感じるわけで、本当に大丈夫ですかね。 

○地域のちから推進部長 土屋委員おっしゃるとお

り、利益優先であってはならないというふうにそ

こは感じています。そこは、今、土屋委員御指摘

の点については、戻りましたら再度確認させて、

安全な実施体制というのを改めて確認していきた

いと思います。 

○土屋のりこ委員 是非よろしくお願いします。 

  本当に死亡事故、取り返しがつかないものです。

朝プールを楽しみに家を出た子どもが無言の帰宅

などということは絶対あっちゃいけないと思いま

すし、区営プールでそのような事故が起きること

のないよう、リスクマネジメントをしっかり区と

しては行っていっていただきたいと要望いたしま

す。 

  次に、修正案のことをやりたいのですけれども、

その前にもう１個入ったのが、最近区立小学校の

卒業式等において、区議会議員の出席を認めない、

あるいは事実上拒否する対応が一部で行われてい

ると聞いています。 

  まず申し上げておきますが、私は卒業式等で議

員を来賓として扱えと言っているわけではありま

せん。主役は子どもたちであり、式典を簡素化す

ることは大事だと考えます。けれど、参列すら拒

否をするというのはいかがなものか。 

  区立学校は言うまでもなく区民の税金で設置さ

れている公立学校です。そして区議会議員は、区

民の代表として選挙で選ばれた存在です。その議

員が、地域の学校の卒業式などにただ参列をする

ということすら拒まれるというのは、それは単な

る学校運営の話ではなく、地方自治の根幹に関わ

る問題ではないでしょうか。端的に言えば、区民

の代表を学校から排除すると言っているのと同じ

だからです。 

  現在、区立小学校の卒業式などにおいて、区議

会議員の出席を制限する、ないしは自粛を求める

ような方針は、教育委員会としてはあるのでしょ

うか。 

○学校支援課長 来賓の方々については、地域の

方々とよく御相談をするようにと、学校に関わり

のある方については子どもの門出を祝ってほしい

というような気持ちを持っておりまして、どのよ

うな方を呼ばないというような指針などは出して

ございません。 

○土屋のりこ委員 もちろん区議会議員としても全

ての子どもたちの門出を祝うという気持ちはみん

な一緒だと思います。もし教育委員会の方で方針

がないということであれば、それはつまり学校の

判断、校長の判断で、区民の代表である議員を排

除するということが可能になっているということ

かと思います。 

  これは行政として適切なのでしょうか。同じ区

立学校でありながら、議員が出席できる学校、出

席できない学校があるとすれば、それは行政の公

平性という点でも大きな疑問が残ります。 

  更に言うと、もし仮に議員の出席を拒否する理

由が政治的だから学校に政治を持ち込んでほしく

ないというものであったとすれば、それは極めて

問題だと思います。 

  なぜなら、地方議会議員は政治活動家ではなく、

地方自治体の機関を構成する公職者であるからで

す。その公職者が地域の学校に来ること自体を政

治として排除するという発想は、地方自治そのも

のへの理解が欠けていると言わざるを得ません。 

  地域の代表者が子どもたちの成長を見守ること

すら認めない姿勢はいかがなものか。学校がその

ような姿勢であるなら大きな問題だと考えますが、

区民の代表である議員を式典等から排除する根拠
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について、区はどう考えているでしょうか。 

○学校支援課長 式典等々も含めて、区議会議員の

方々を排除するというような気持ちは教育委員会

としても持ち合わせてはございません。あくまで

も子どもたち主体の式典にしていただきたいと。

その上で、お声掛けにつきましては、やっぱり学

校を支援していただいてる方々をどのようにお声

掛けするかということで、それぞれ各学校におい

て関係者が異なりますので、よく学校と地域で相

談をした上で声掛けをするようにという指針を通

知をさせていただいてるところでございます。 

○土屋のりこ委員 来賓についてはそうであるとい

うことは何回もこれまでもほかの方も取り上げて

きましたし、そうではなく参列をする、どういっ

たふうに教育が取り組まれているのかということ

を見守りたいという参列と来賓扱いとはまた違う

ことですので、是非その点については考えていた

だきたいと思いますし、もし学校ごとの判断で対

応がばらついているのであれば、教育委員会とし

てもガバナンスが機能していないということだと

疑問も感じます。 

  区立学校は地域社会にある公立の教育機関であ

り、卒業式を含む学校行事において地域の代表者、

議員の扱いが学校ごとにばらばらであるという状

況はいかがなものかと思います。 

  教育委員会として現状を調査し、来賓ではなく

参列をしたいということについて必要な整理を行

うべきと考えますが、区の見解を求めます。 

○学校支援課長 やはりそれぞれのお祝いしていた

だくという気持ちは尊重すべきかと考えておりま

す。 

  一律でどこまでというところはそれぞれ、議員

の方もそうですし、地域の関係者の方もそうで、

最低限のところまでしか決めかねる部分はできな

いかなと思っておりますが、やはりお祝いさせて

いただける気持ちですとか、学校の見守っていた

だける気持ちということは尊重するようにという

ことを、校長会などを含めて、いま一度周知を図

りたいと考えております。 

○土屋のりこ委員 来賓ではなく参列すること自体

も制限があってもしかるべきということでしょう

か。 

○学校支援課長 何をどこまでというところはなか

なか難しいところはあるかと思いますが、式典も

そうですし、ちょっと広い話でさせていただくと

学校公開等々で学校にどのように支援をしていた

だけるかという気持ちはきちっと尊重すべきだと

いうことは各学校には伝えていきたいと考えてお

ります。 

○土屋のりこ委員 今回、議員の式典への参加を拒

否するというふうな決定をしたのは、開かれた学

校協議会だと聞きましたが、区民の代表である議

員が学校に来ることが問題だという発想自体が極

めて異様であり、議会軽視だと思います。学校が

議員を拒否するのであれば、議会は学校行政に対

してどうチェック機能を行使するのか、区の見解

はどうでしょうか。 

○学校支援課長 やはり地域の方々と議員の方々も

含めて、どのように学校教育を行っているかとい

うところはきちっと把握をしていただきたいもの

ですし、お祝いする気持ちですとか見守る気持ち

というのをきちっと尊重できるような体制は学校

にも伝えていきたいと考えております。 

○土屋のりこ委員 是非公立学校ということですの

で、教育委員会としてもガバナンスを働かせてい

ただきたいということを求めてこれは終わります。 

  次に、今日のところに入りますけれども、予算

委員会には修正案が出されています。そのことに

ついて区の認識を伺っていきたいと思います。 

  当初予算案には、いい新規事業や拡充策もあり

ますが、現在の物価高騰や区民生活の厳しさを踏

まえると、より生活支援に重点を置く必要がある

と考えます。 

  そうしてみると、提出されている修正案の中に
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は様々なものもあり、合理性があると見受けられ

ますので、確認のため区の考えをお伺いいたしま

す。 

  現在、物価高騰が長期化し、暮らしは厳しさを

増しています。住宅費、水光熱費、食費等の永続

的な負担増により生活が非常に圧迫されているこ

とについて、区はどういった認識でおられるでし

ょうか。 

○障がい福祉課長 今、修正案で出ている金額につ

いては、令和７年度の下半期と同額で計上させて

いただいてるようなのですが、光熱水費、またガ

ソリン代については、計上したときよりもやや低

い数字が出ているというところと、食材費につい

ては、多少ですが、物価の上昇がまだ続いている

という状況になっているところでございます。 

○政策経営部長 区民の皆様が物価高騰に苦しんで

るということで、予算の中心に物価高騰対策を据

えているものと、そのように認識しております。 

○土屋のりこ委員 そういう認識があるのであれば、

本予算案において、区民個人の生活を直接下支え

する施策、もっと行えなかったのかと思います。 

  区として、現時点で区民への支援が足りている

というお考えでしょうか。いかがでしょうか。 

○政策経営部長 今回、物価高騰対策でも、まだ入

り切っていないものがあると思います。当初予算

にのせられないものにつきましても、きちんと、

区民の皆様の状況を確認しながら、必要な補正予

算なども検討してまいりたいと考えております。 

○土屋のりこ委員 是非お願いしたいと思いますが、

やっていないわけではないということは分かりま

すが、もっとできるだろうというふうに見ていて

思います。限られた財源の中でも、予算の優先度

について、暮らしを守る部分に対する配分を厚く

できるし、生活支援分野を強化する修正案には合

理性があると思います。 

  修正案の内容は、制度上、実施不可能ではない

し、政策判断はともかくとして、実務的には実施

は可能だという理解でいいか、区の見解はどうで

しょうか。 

○財政課長 財源の配分等いろいろ検討の余地ある

というところはあります。 

  あとは事務的な量というところも考慮するとこ

ろはあるかと思いますけれども、可能なものも中

には入っていると理解してございます。 

○土屋のりこ委員 可能なものもある、全ては難し

いというふうな区の答弁ですけれども、修正案の

実現可能性について、提案者の方からも一言お願

いいたします。 

○ぬかが和子委員 土屋のりこ委員の質問にお答え

します。 

  修正案については、一つ一つをこのように個票

をつくりまして、そして、例えば人の採用とか、

そういうところではなく、本当にすぐに実現でき

るもの、また物によっては年度当初からは不可能

ということで、１０月から実施を前提にするとい

うことも含めて、全て試算しておりますので、十

分実現可能だと確信しております。 

○土屋のりこ委員 是非区の方でも修正案、どのよ

うな中身が入っているのかということで見ていた

だきたいと思いますし、予算は区民のためにある

ものということで、区民の暮らしのためになる修

正案であれば、どこの方が、会派が提案していよ

うと、何ら反対するものではないと考えます。 

  議会に予算修正権が与えられているのは、行政

の提案を追認するためではなく、区民の利益に照

らして必要な修正を行うためです。二元代表制の

下、議会としてもしっかり責任を果たしていく立

場に立ちたいと、少なくとも私たちの会派はそう

考えています。 

  次に、学校統廃合に関して、まちづくりの観点

から今日は伺いたいと思います。 

  予算委員会を傍聴した区民の方から意見を受け

ましたが、学校統廃合について強く反対意見を言

わず沈黙している人たちは、決まったならしよう
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がないと決定かのように勘違いして諦めさせられ

ているのではないかとのことでした。 

  区が言うように、まだ決定ではないし、また区

が積極的に統廃合以外にも選択肢がある姿勢を示

せば、統廃合ではない案を選択する人も多いので

はないかと思います。決して賛成している人が多

いわけではないと区は認識していただきたいと考

えます。 

  まず確認ですが、３日目の区の答弁だと、さも

決定したかのように答弁されていますが、また、

現在配布されている教育だよりの書き方も、これ

しか案はないというふうに読めるようにも書かれ

ていますが、統廃合は決定ではないということで

よかったでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 今お示ししております個

別の計画案につきましては、まだ素案でございま

す。こちらをまた第２版をつくりまして、地域の

方に御説明をし、最終的には統合地域協議会、こ

ちらで御承認いただいて初めて成案化するという

ところで考えてございます。 

○土屋のりこ委員 人口減少を理由に公共機能を縮

小していけば、地域の衰退ということを加速させ

るのではないかと危惧をします。 

  中川地域で統廃合案に心を痛める区民の方から

声を掛けていただき、地域の皆さんの声を一緒に

聞いていこうと１２月にチラシ配布を行いました。

区東部中川地域をどう再生活性化させるのか、統

廃合案の検討は少なくとも地域活性化戦略の中で

再設計すべきだと考えます。 

  統廃合案を出すなら、それ以上の再生策を同時

に打ち出すことが自治体としての責任ではないで

しょうか。 

  まず統廃合以前の問題として、区は東部中川地

域を今後どのようなエリアとして位置づけていく

のか、人口減少を前提とした縮小均衡ということ

なのか、それとも再生を目指す戦略地域なのか、

明確なビジョンを答弁いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○都市建設部長 さきの本会議で、区長からも御答

弁申し上げましたが、中川地域、今統廃合の話も

出ており、決定ではないかもしれませんがありま

す。 

  私どもが所管しているものでは、中川の土づく

りの里であったり、あとは中川二、三丁目でしょ

うか、密集している地域の安全ということです。 

  今現時点でどういった明確なビジョンというも

のはお示しできないとは思いますが、先ほどの繰

り返しになりますが、地域の課題をどうやって解

決していくことは、庁内連携して取り組むべき課

題だと考えております。 

○土屋のりこ委員 会派の代表質問に対し、区長か

らも、面的な魅力あるまちづくりの計画を進めて

いく方向性で考えていきたいということで答弁が

されていただきました。 

  まちづくりの計画を進めていくということなの

ですが、その計画は、担当課はどこになるでしょ

うか。都市建設ですか。 

○都市建設部長 結果的には都市建設部が中心にな

って動くことになろうかと思います。 

○土屋のりこ委員 分かりました。 

  次に、今、統廃合が地域の人口動態や地域経済、

防災機能に与える影響についてどのような分析を

行っておられるでしょうかと聞きたいのですけれ

ども、分析は行っておられないということなのか

なと思いますが、教育行政の観点だけでは不十分

であり、地域政策としての検証、どういうふうに

されているのか、またしていないのであればなぜ

なのか、いかがでしょうか。 

○都市建設部長 地域の分析ということになります

と、多方面に当たるかと思います。例えば一例で

言いますと、そこの地域のまちの安全性をどう図

っていくのか、様々な意見があると思います。 

  いずれにしましても、行政主体といいますか、

地域がどういったまちを目指していくのかという
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ことを行政とともに考えていく、それが第一歩だ

と思います。 

○土屋のりこ委員 その第一歩を統廃合案を出す前

に、若しくは今出してるわけですから、一歩目が

今であれば遅過ぎるということではないかと思い

ます。 

  地域を歩くとよく分かりますけれども、新築中

の戸建て、マンション、ちらほらと今建設中とい

うことであったり、また空き家も存在をしている

ということは、子育て世帯が流入してくる可能性

があるということだと思います。統廃合に踏み切

る前に住宅支援策で子育て重点エリアの指定をす

るとか、攻めの定住促進策を打ち出すということ

が行政としての責任ではないか、区の見解はいか

がでしょうか。 

○都市建設部長 例えば今、土屋議員お示ししまし

た一例を捉えれば、これは中川地域だけの問題で

はないと思います。子育ての定住化、そういった

ものは区全体で考えていくべきだと思います。 

  そのために基本計画、基本構想があるわけです

けれども、その中で、私ども都市建設部の中とい

う話で申し訳ございませんが、何ができるかは考

えていきたいと思います。 

○土屋のりこ委員 考えていただきたいのですけれ

ども、それを統廃合案を進める前に検討し切った

上でやむなしということであれば、まだ検討の余

地もあるのかもしれませんけれども、いろいろ検

討されていない。 

  この前、３日目も指摘しましたが、★★すべき

じゃないか検討していない、こういったまちづく

り施策として、流入可能性を高める施策を打ち出

すべきではないか、やっていない、これからだと

いう中で、統廃合ありきで進めていくということ

がいかがなものかということを指摘しています。 

  人口減少を理由に公共機能を減らしていくだけ

では、今予算案に掲げられたような安心、活力の

土台づくりとはならないと思います。行政が撤退

すれば民間も追随します。バス路線も撤退するよ

うなことになれば、行政コストはよりかさむとい

うことにもなるかもしれません。 

  東部中川地域を縮小させるのか、それとも活性

化のために施策を打ち出していくのか、統廃合を

単なる財政合理化にとどめず、地域活性化戦略の

中で再設計していただきたいと最後、もう一度お

伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○副区長 中川地区については、中川地区も含めて

ですけれども、都市計画マスタープランの今見直

しを行ってます。 

  その中で、どういった地区をどういうふうにし

ていくかというのがまずベースになってきます。 

  その上で、中川地区は、防災ですとか、非常に

活動も活発な地域でございますので、そういった

観点からも、中川地区については考えていきたい

と思います。 

○土屋のりこ委員 是非お願いします。 

  考えておられる間は、統廃合案については是非

凍結していただき、どういった地域再生可能なの

かと、活性が可能なのかということを地域の皆さ

んとともに区も一緒に考えていただきたいと思い

ます。 

  次に、１日目に積み残した環境のところでいき

たいと思いますが、現在、第４次環境基本計画策

定に向けて審議会で議論が深められています。２

３区比較で足立区では環境講座を年間延べ１，０

０１回以上多い数やっているというにもかかわら

ず、環境意識や行動に関する指標の達成率が低く、

区の施策の効果が区民意識に結びついていないと

いうことになっているのですけれども、区はその

原因をどう考えているか、まずお伺いします。 

○環境政策課長 施策を打っているけれども区民意

識つなげてないというような分析というところで

ございます。 

  これにつきましては、まだまだそれぞれの事業

の分析が足りないということでございます。 
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  一例を挙げてみますと、イベントを区の五大イ

ベントに出展するというような形にしました。こ

れは、目的といたしましては、環境意識が低い

方々にティーチをするというようなところを昨年

度から行ったところでございます。 

  こちらの効果というものがまだまだ出ていない

というところが一つかと思ってます。 

  そのほかのことも、分析を今してるというとこ

ろでございます。 

○土屋のりこ委員 次期計画への区の検討案、素案

を見ると、区民がメリットを感じられることをや

ろうとか、利益をお得感でつろうとしているのか

なと感じるのですけれども、そこではないと思う

のですよね。 

  まず聞きたいのですけれども、たくさん行って

いる、今もおっしゃられた五大イベントの中に出

展をするであったりとか、環境講座等について、

何をもって成功と定義をしているのか。開催回数

なのか参加者数か、アンケート満足度か、参加者

の行動変容なのか、そういった環境講座等の成果

指標というのは何か置いておられるでしょうか。 

○環境政策課長 今までそういった講座、イベント

においてのゴール感というものは、そういった例

えば行動変容というところまで見据えていなかっ

たというところが課題でございます。 

  したがいまして、今審議会で御意見いただいて

いる行動変容というところのキーワードを、こち

ら来年度、環境基本計画できる、審議会で御議論

いただいてる中で検討していきたいというふうに

考えてございます。 

○土屋のりこ委員 区の方でそういった講座等、環

境講座等への参加者数が２２万人でしたか、数は

たくさんだということを言っておられるのですけ

れども、それを内訳を見ると、年間、一番多いの

が２２万人の環境講座等への参加者のうちで、生

物園で年間１７万人だと、ほぼ生物園来場者とい

うことなのですよね。次に多いのが桑袋ビオトー

プ公園２万５，０００人、イベント来場者、しょ

うぶまつり５，０００人、Ａ―フェスタ８，５０

０人というふうに、そこに来場したから環境講座

に参加したというふうな捉え方でいくと、それを

差し引いていた１万１，５００人ということが実

質的な環境講座の参加者ということであって、こ

ういったこれまでの委員会等の質疑とかでも、区

はやっています、数やっていますというふうにお

っしゃるのですけれども、実際には区民に環境意

識が高まらないというのは、こういった数のカウ

ントの仕方では当たり前じゃないかと思います。 

  私も生物園に子どもを連れていきますけれども、

モルモットの触れ合いとかやりますけれども、そ

のときに環境意識を持ってやっているのかという

と、そうではなく、子どもの非認知能力を育みた

いということを意図してやっているわけで、生物

園に行った人が、モルモットと触れ合った人が環

境意識高まるかと言われると、それはならないよ

というところだと思いますので、どちらかという

と、そのメリット、お得感を感じられるものを力

を入れてやると、増やしたりするというよりは、

環境問題と真正面に考える企画が少ないというと

ころの方が問題の核心にあるのではないかという

ふうに思えるのですけれども、この点について区

の考えはいかがでしょうか。 

○環境政策課長 確かに、非常に深く深掘りをして

じっくりと考えるという講座というものは、確か

にそんなに打てていないという状況もございまし

て、実施すること確かに難しいと思います。 

  ただ、都市建設部と連携して、ハードル低く、

お子さんに親しんでいただくような講座は多く持

っているところでございますが、ただ、土屋委員

御指摘のような深くやっていく講座も必要かとい

うふうに考えてございます。こちらについても検

討していきたいというふうに考えてございます。 

○環境部長 土屋委員おっしゃるとおり、なかなか

活動をした実績が、その成果が行動変容につなが



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３０  

 

っていないというのは本当に感じてございます。 

  そのために関心のない人へのアプローチとして、

先ほど環境政策課長も答弁しましたけれども、大

きなイベントで関心のない方へ声掛けをするよう

な形をしております。 

  また、これからは参加した方たちにアンケート

を取るのはもちろんですけれども、少し区民たち

がどういうふうに考えているのか実際に声を聞い

て、それを実際に反映することが一番効果あるか

なと考えておりますので、そういった形で声を聞

きながら改善をしていきたいと考えております。 

○土屋のりこ委員 深く環境問題について深くやる、

学ぶようなものをやれということではなくて、も

うちょっと浅くでもいいのですけれども、生物園

に行ったらなぜ環境意識高まるのかということの

ナッジ効果のようなものであったりとか、そうい

ったところを工夫をして、知恵を働かせて追加す

ることで、上乗せすることでできるのではないか

とも思いますので、多いか少ないかということの

議論ではなく、そういった中身、頑張っていただ

きたいなと思います。 

  様々な自治体でもいろいろなことされてますけ

れども、足立区でも庁舎内の階段にあと何段上れ

ば何キロ痩せるみたいなこと書いてあったりとか、

いわゆるそういうナッジ効果、無関心層にアプロ

ーチをするという意味で、商店街との連携であっ

たり、学校を巻き込んだものであったり、ごみ減

量分野だと例えばごみの収集日に、区の平均排出

される家庭ごみは何キロですけれども、あなたの

家庭はどうですかというふうなチラシを出すなど、

３８万世帯のうちそのうち１％が変容率としても

３，８００世帯に影響を及ぼしますし、そういっ

たナッジ活用をしたような企画というのも、知恵

を出し合っていただきたいなと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○環境政策課長 確かにナッジは非常に重要な、効

果的な考え方だと思います。新たな環境基本計画

の審議中でございますので、何ができるか検討し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○土屋のりこ委員 是非お願いします。検討すると

いうことですので、その検討内容をまた今後とも

注視していきたいと思います。 

  また、審議会等の中で、区の自然と触れ合える

という、実際の自然と触れ合うということが環境

意識を高めるには効果的だということも指摘がさ

れていました。区の主催する事業は、友好都市の

環境ツアーくらいなのかなと思われますが、そう

いった、実際に雄大な自然と触れ合える事業とい

うことも増やしていただきたいということで、求

めたいと思います。 

  あと３分程度なので、最後に、図書館のところ

に戻りまして、読書通帳、前も取り上げたことあ

りますが、あだち読書通帳があって読書週間など

のイベントにも活用がされていますが、機械で印

字できるタイプのものがありますが、卓上タイプ

のものであれば８５万円ほどで１台購入できるみ

たいなのですけれども、そういったものを活用と

いうのは検討いただけないでしょうか。 

○中央図書館長 機械で印字できるタイプのもので

すが、申し訳ございません、現状では導入の予定

がございません。 

  コスト面もございますけれども、いろいろほか

の自治体に聞きますと、実際図書館で借りた本し

かそこには印字できないと。一方で、足立区で手

書きのものについては、いろいろなところで、多

分買った本ですとか、学校で借りた本ですとか、

そういった幅広く使えるというところで、当面手

書きの方を継続したいというふうに思っておりま

す。 

○土屋のりこ委員 そうですね、どっちもいいかと

思うのですけれども、例えば、岐阜県海津市の取

組では、読書通帳に貸出し履歴だけではなく、本

の価格と借りた本の総額が記載されるということ

で、ある５歳の子の通帳には５０万円、本を図書
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館で借りたと印字がされているそうです。５０万

円もの絵本や本を読み、読書経験として蓄積して

きたということが可視化されるということはすご

いなと感じます。 

  昨今の風潮で、一部の若い世代には、他者のた

めに自分の税が使われることに対する忌避感も強

いものがありますが、子育て世帯や区民に対して

公共投資への理解促進にもつながるのではないか

と思います。 

  そういった、本の名前だけではなく、定価幾ら、

価格が幾らなのかと、借りた本は幾らの金額借り

たんだというふうなことが可視化されるようなも

のも児童向けからモデル導入するなど、例えば中

央図書館に１台置いてみるとか、モデル館として

実証してみていただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○中央図書館長 読書通帳、利活用を促進するため

に、そういった違った視点を取り入れるというの

は効果的な面もあるかと思います。 

  どういった方法できるか検討させていただきた

いと思いますが、そちら必ずしも機械を入れなけ

ればできないことではないかと思いますので、そ

の辺りを含めて検討させていただきたいというふ

うに思います。 

○伊藤のぶゆき委員長 残り３０秒です。 

○土屋のりこ委員 機械を入れなくてもできるとい

うことであれば、是非幾ら総額借りたのかという

ことの可視化は是非検討いただきたいと思います。 

  あと２０秒ということなので、皆さんにプレゼ

ントということで終わります。ありがとうござい

ました。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。 

  なお、午後２時より黙禱を実施いたしますので、

再開は１２時５７分といたします。 

午前１１時５９分休憩 

午後零時５７分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  都民ファーストから総括質疑があります。 

○佐藤あい委員 こんにちは。都民ファースト・無

所属の会の佐藤あいです。３０分間、よろしくお

願いいたします。 

  まず、終活支援について伺います。 

  困ってから支援につながるだけではなく、元気

なうちから将来に備えておくということは大変重

要かと考えております。 

  特に単身高齢者が増えていく中で、医療や介護

の希望、生活のこと、亡くなった後の手続などを

あらかじめ整理しておくことが御本人にとっても

周囲にとっても安心につながるかと思います。 

  一方で、将来を具体的に想像できず、困ってか

らでないと動けないという方が多いという現状も

あると感じております。 

  身寄りがない方にとっては、亡くなられた後に

手続、例えば遺品整理なども含めて、行政が対応

を担うケースもあるかと思います。いわゆる行旅

死亡人として扱われる場合には、火葬や事務手続

などを含め、自治体の事務負担や費用負担が発生

することもあります。 

  そのような意味でも、元気なうちから将来につ

いて整理しておくことは、御本人の安心だけでは

なく、行政にとっても重要な予防的取組であると

考えております。 

  昨年も終活支援の促進について要望させていた

だきましたけれども、足立区では、足立区版のエ

ンディングノート、自分ノートを活用した講座な

どの取組が進められていると受け止めております。 

  そこでお伺いいたします。 

  区として終活支援の普及状況について、現状の

評価と今後どのように進めていくお考えかお聞か

せください。 

○医療介護連携課長 まず、御質問いただいた終活

の普及状況でございますが、今年度は５３６回、
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２５包括やってる、自分ノートを活用した老い支

度講座開催しておりまして、５８３名が参加して

ございます。 

  評価といたしましては、前年と同じぐらいの人

数になりそうなので、普及ができているなと感じ

ております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。普及啓発、

今後も引き続き進めていただきたいなと考えてお

ります。 

  他の自治体では、終活相談窓口と明確に掲げて、

区民に分かりやすい形で相談を受けている例もご

ざいます。足立区では社協でしたり、地域包括支

援センター、福祉まるごと相談課など様々相談窓

口あるかと思います。 

  区民の立場から見たときには、終活については

どこに相談すればよいのかというのがやはり分か

りにくいという声もあるのが実態であります。特

に終活は、相続、死後事務、医療や介護の意思表

示など、個別具体的でパーソナルな内容が多い分

野でありますので、相談先が明確であることが重

要かと考えております。 

  終活専門の新たな窓口の設置については、これ

までも要望してまいりましたが、様々な課題があ

ることは理解をしております。 

  そのため、地域包括支援センターなどの既存の

相談機能を活用していただき、終活相談の日のよ

うな形で、終活について気軽に相談できる機会を

設けていただくなど、区民に分かりやすく相談の

入り口を示す取組も考えてはどうかと考えますが、

いかがでしょうか。 

○医療介護連携課長 終活という言葉が普及されま

して、区民の方のニーズが高くなってるのも認識

してございます。 

  先日も高齢者施策推進室長から答弁をさせてい

ただきましたが、２４時間３６５日のコールセン

ターで終活の入り口を受けてまいりますので、終

活という文言を入れられるかどうか、調整してい

きたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非その

文言があるとないでは、相談の数というのは変わ

ってくるのかなと思いますので、是非文言も、終

活という言葉も掲げられるように御検討いただき

たいと思います。 

  また、自分ノートの活用についてももう少し伺

いたいのですが、他の自治体では司法書士会など

の専門職団体と連携をして、エンディングノート

の内容を専門家と一緒に整理をする個別相談とい

うのを実施をしている例もございます。 

  現状、複数人で自分ノートを使ったエンディン

グノートの書き方講座というような形は進めてい

ただいているかと思うのですけれども、個別で伴

走しながら内容を整理するという機会を設けるこ

とというのは、具体的に自分自身の将来の不安と

いうのを整理することができるメリットもありま

すし、結果として相続や死後事務のトラブル予防

にもつながると考えております。 

  足立区でも自分ノートの講座の参加者に対して、

内容をより具体化するための個別相談の機会を検

討してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

○医療介護連携課長 自分ノートを活用して、今は

講座という形でみんなにお伝えをしているところ

ですが、確かに個別相談というのも非常に有効な

ことかと思います。個別に検討していきたいと考

えております。 

○佐藤あい委員 是非よろしくお願いいたします。 

  単身高齢者の増加は今後も、更に重要なテーマ

になっていくかと考えております。元気なうちか

ら将来について整理をしていくということは、御

本人の安心につながるだけではなく、高齢期の生

活や認知症への備えを考えるきっかけにもなると

考えております。 

  そこで、次に認知症施策と聞こえの関係につい

て伺いたいと思います。 

  まず一つ、数字を御紹介させてください。 
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  加齢性難聴は高齢者に多く見られると言われて

おりますが、足立区の人口構成に当てはめると、

聞こえの低下の可能性がある方は７万人以上と推

計されます。実は近年の研究では、この聞こえが

認知症と深く関係するということが分かってきて

おりまして、昨日の岡田委員からも認知症と聞こ

えの関係について質問があり、区長からも、悩み

を持って相談に来ている方への対応だけでなく、

すこやかプラザなどに何気なく来た方が聞こえづ

らくなっているんだという気付きが必要というよ

うな御答弁もあったかと思います。 

  正に相談に来られる方への対応に加えて、早い

段階での気付きの機会をどうつくっていくかとい

う点が重要な視点であると感じております。 

  私からは、その視点を踏まえてヒアリングフレ

イル予防の観点から伺いたいと思います。 

  認知症と聞こえの関係については、昨日の岡田

委員からも示されておりましたとおり、ランセッ

トの国際委員会では、認知症の約４５％が予防可

能な要因に関係をしているとされておりまして、

難聴は最も影響の大きいリスク要因と報告をされ

ております。 

  日本でも、東海大学とデンマークコペンハーゲ

ン大学による国際共同研究におきまして、日本の

疫学データを用いた分析の結果、難聴が認知症に

関わる最大のリスク要因であることが示されてお

ります。 

  足立区では、高齢者が約１７万人おりますので、

国の推計で高齢者の８人に１人が認知症と言われ

ておりますので、足立区には約２万人の認知症の

方がおられると推測できると思います。 

  一方、加齢性難聴については、６５歳から７４

歳では３人に１人、７５歳以上では半数以上と言

われておりますので、足立区では７万人の方に聞

こえの低下の可能性があると考えられると。 

  認知症施策を考える上では、聞こえへのアプロ

ーチは非常に重要な視点だと考えております。 

  そこでお伺いいたします。 

  足立区では、障がい福祉センターアシストにお

いて、言語聴覚士による聞こえ相談や出張相談が

実施をされているかと思います。専門職による相

談体制を継続している自治体は多くはないので、

足立区の強みの一つだと感じております。 

  この障がい福祉センターでの事業は、現在どの

ような位置づけで実施をされているのか、利用さ

れている方の年齢層や相談内容の傾向についてお

聞かせいただけますでしょうか。 

○福祉部長 アシストの聞こえの相談でございます

けれども、主に機器を使用して聴力の判定ですと

か、もちろん補聴器のフィッティングに関しての

御相談も受けております。 

  直近の、令和７年度の、ごめんなさい、数字は

ないのですけれども、令和５年度、令和６年度、

合わせて３４０件ほどの御相談を受けているとい

うような状況で実施してるところでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。この障が

い福祉センターで実施をされている事業ではあり

ますけれども、利用されている方のメインは高齢

者の方という認識でよろしいでしょうか。 

○福祉部長 ちょっとすみません、年齢層のところ

の数字を持ち合わせていないので申し訳ないので

すけれども、補聴器のところ、相談が多いという

ことを考えると、やはり高齢者の方も一定数いら

っしゃるというふうに認識しております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  事前にアシストのセンター長の方に伺ったとこ

ろ、大半が高齢者の方ですというお話もございま

したので、高齢者の聞こえに対して対応をいただ

いている事業であるのかなと感じております。 

  このヒアリングフレイルという観点から考えま

すと、アシストにはかなり専門的な機械を入れて

いて、本当に本格的な聴力の検査ができるよとい

うふうに伺っております。それはかなり先進的な

取組かなと感じているのですけれども、そのヒア
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リングフレイルとなりますと、難聴の特徴として

は自覚しにくいとか気付くのが遅れるという点が

ありますけれども、ヒアリングのフレイルだと、

難聴と診断される前段階となりますので、聞こえ

の衰えが始まっている状態を指すと言われており

ます。 

  私自身も先日ヒアリングフレイルについて学ぶ

講座を受講をいたしました。そこで学ぶ際に、私

自身の経験を思い出しました。私の祖父も晩年認

知症を患っておりましたけれども、振り返ってみ

ますと、少し前から聞こえづらさがあったのでは

ないかなと感じる場面がありました。 

  当時は年齢のせいかなと思っておりましたけれ

ども、ヒアリングフレイルという考え方を知りま

して、あの段階でもう少し早く気付く機会があれ

ば違った支援につながったのではないかなと感じ

ております。 

  こうした意味でも、聞こえの早期の気付きの機

会を地域の中でどうつくっていくのかは重要なテ

ーマだと考えております。 

  区として、このヒアリングフレイルの周知や早

期発見についてどのように考えていらっしゃるの

か伺いたいと思います。 

○高齢者施策推進室長 やはり認知症のリスクとい

うことを考えますと、難聴というところは早めに

気付いて手当てしていくのが必要だというふうに

考えております。 

  認知症のこれから条例等も、皆さんにお知らせ

する際には、一緒にヒアリングフレイルについて

もお知らせしていきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  まずはまだまだヒアリングフレイルというもの、

広くは知られていないのかなと感じておりますの

で、そこの周知ですとか、あとは他の自治体で導

入されているようなチェックリスト、ヒアリング

フレイルのチェックリストを活用をしていただく、

ホームページで紹介をされている自治体もござい

ます。豊島区などのように、通いの場での地域で

の早期の発見というものを組み合わせていただく

と、現在の足立区の事業を更に発展させることが

できるのではないかなと感じております。 

  豊島区では、ヒアリングフレイルチェックとい

うのが、かなり先進的に進んでいるかなと思うの

ですが、自覚のなかった難聴が見付かったという

事例もあると伺っておりますので、気軽な、区民

ひろばなどの地域の場で豊島区では開催をされて

いるというお話もございますので、そのヒアリン

グフレイル、早期発見の仕組みについて、導入に

ついては、見解はいかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今豊島区ということで、事

例の方もお話しいただきましたので、少し豊島区

の状況も視察といいますか、見させていただいて、

検討してまいりたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、相談体制の充実という観点で、現在も専

門家として言語聴覚士の方がチェックをしていた

だけるという体制を整えていただいております。

ただ、やはり専門家、専門人材というのが多くは

ないという中で、いろいろな場所でチェックがで

きる体制、この広い足立区で行っていくには、人

材的にもなかなか簡単ではない部分もあるかと思

います。 

  そのような中で、狛江市や国立市、武蔵野市、

町田市、そして豊島区などでは、聴力分野の専門

家とアドバイザー契約を結びまして、相談事業へ

の助言、研究知見の共有、他自治体の事例共有な

どを受けながら、相談事業の質の向上、そして量

を広げていけるようにということを取り組んでお

られると聞いております。 

  足立区でも既に言語聴覚士による聞こえ相談と

いう強みあると思いますけれども、更にその強化

をしていくという意味での専門家との連携に関し

てはいかがでしょうか。 

○福祉部長 佐藤委員おっしゃるとおり、人材がな
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かなかいないというのは現場のアシストも嘆いて

いるところで、今の専門員の後任どうするかみた

いなところも結構悩ましいという問題もあります。 

  ただ、これだけ聞こえの問題もあることですか

ら、人材の確保については、他の自治体に聞いた

りなどして確保に努めてまいりたいというふうに

思います。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、昨日の質疑でも触れられておりましたけ

れども、脳活ラボのアプリの活用について、最近

では簡易聴力チェック機能ということで、脳活ラ

ボのアプリに、この春から聴力チェック機能を導

入したものを使われる自治体もあるというふうに

聞いております。 

  足立区でも、脳活ラボのアプリはございますけ

れども、ちょっと独自のシステムの関係で、すぐ

に聴力チェックの機能は実装が難しい面もあると

事前にお伺いをいたしました。 

  しかし、全国でも取組が始まりつつある分野で

ございますので、是非まずは他自治体の導入事例、

効果を調査をしていただきまして、足立区での導

入可能性を検討いただきたいと考えておりますが、

いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 今、佐藤委員からお話いた

だきましたように、ちょっと足立区独自のもので

すので、春展開されるもの、すぐに導入はできな

いのですけれども、令和９年度以降、脳活ラボの

拡大というところでは検討してまいりたいと思い

ます。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  認知症予防という観点でも、聞こえの取組、と

ても重要になると思いますので、先ほども御答弁

いただきましたけれども、認知症施策推進計画の

中でしっかりと盛り込んでいただきたいなと感じ

ております。 

  また、足立区のホームページの中に、認知症だ

ったりフレイル予防のページはあるのですけれど

も、そこにヒアリングフレイルに関する、聞こえ

に関することは触れられておりません。是非こち

らもアップデートいただきたいと考えております

し、あとは既に足立区で行っているアシストの取

組の紹介の動線というのも付けていく必要がある

かと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 窓口に聞こえの御相談に来

た方はアシストにつなげるということは実際にや

ってるところなのですが、ホームページにもきち

んと連携できるような形で整えてまいります。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  では、次に、テーマを変えまして、認証保育園

卒園児の加点申請について、ちょっと簡単に伺い

たいと思います。 

  保育園の入園申込みの際、オンライン化も進ん

でおりまして、区民の利便性向上に取り組まれて

いることはもう大変ありがたく感じております。 

  添付の書類の不足があった場合も個別で案内を

されているとお伺いしまして、現場で丁寧に対応

をしてくださっている点すばらしいなと感じてお

ります。 

  その上で、１点制度として気になった点がござ

いました。 

  認証保育園に通っているお子さんが卒園をする

タイミングで認可保育園などへ転園を希望する場

合に、卒園による転園の加点があるという理解で

まずはよろしいでしょうか。 

○保育・入園課長 御認識のとおりでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  しかし、認証保育園の所管部署、入園選考、保

育園の入園選考の部署が異なるということもあり

ますし、認証保育園ごとに卒園の年齢が異なるの

で、その加点については現在保護者が申告をきち

んとしていただかないといけないというふうに伺

ったのですが、こちらは認識、これでよろしいで

しょうか。 

○保育・入園課長 おっしゃるとおりでございます。 
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○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  保育園の入園選考については、保護者の就労や

生活に大きく関わる大切な手続であると思います。

制度として存在する加点であるにもかかわらず、

保護者が制度を知らなければ運用されないですし、

申告を忘れてしまうと適用にならないということ

になります。 

  園によって卒園の年齢が異なるとなりますと、

分かりづらい仕組みであるかなと感じております。

実際制度があっても、気付かず申請してしまうケ

ースが出てしまうと大変もったいないなと感じて

おります。 

  そこで、加点対象のお子様の入園申請があった

際に分かるよう、庁内で情報共有できる仕組みを

検討できないのか、またすぐの情報連携が難しい

場合でも、できる対策として、例えば区内の認証

保育園に対して、園にとっての最終学年の保護者

様には次年度の入園申請に必要な書類や加点制度

について案内をしていただくといった形で周知を

お願いいただきたいなと考えております。 

  この２点についてはいかがでしょうか。 

○保育・入園課長 最初に御提案いただきましたも

のにつきましては、なかなか認証保育所に在園し

ている児童の情報というものが一括でつかめない

可能性もございます。 

  ただ、２点目の御提案につきましては、確かに

２点という非常に大きな点数に関わってくること

でございますので、認証保育所、保育所のところ

に呼び掛けをしていきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いをいたします。 

  次に、またテーマを変えさせていただきます。

空き家対策について伺います。 

  人口減少、高齢化が進む中で、全国的に空き家

の増加が課題となっている中で、足立区において

は様々空き家対策、取組を進めていただいている

と認識をしております。 

  空き家の問題は、単に建物管理の問題だけでは

なく、地域の安全やコミュニティにも関わる生活

の課題であると感じております。 

  まず現状についてお伺いいたします。 

  現在、区として把握をしている区内の空き家の

状況、数はどうなっているのか、空き家に関する

相談の件数について、ここ数年の推移をお示しい

ただけますでしょうか。 

○開発指導課長 現在、空き家につきましては大体

１，３８３戸、これ老朽家屋になります。こちら

ございます。 

  相談会につきましては、業者というか、宅建協

会とか、いろいろ連携取りまして相談会やってる

のですが、今、現在やっぱり昨年からも相談は増

えているという状況でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  空き家対策、相談対応だけではなくて、そこか

ら相談いただいた方から、更に指導、除却だった

り売却だったりという、実際解決につなげていく

というところが大変重要かと思います。 

  そこで、この空き家相談を受けた案件のうち、

適正管理につながった件数ですとか、除却や売却

などの解決に至った件数など、実績については把

握をされておりますでしょうか。 

○開発指導課長 相談会の後、民間業者というか、

業者と相談した方というのは、その後解体したう

んぬんというのはちょっと我々の方で把握できな

いのですが、実際老朽家屋とかは、耐震の方の解

体とか、そういったもので処理していますので、

ちょっと具体的な数字が出てこないのですけれど

も、増えているということは確かでございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非、区

の相談会を通じて、その後、宅建業者さんの方に

お願いをしたものについては、しっかりその後ど

うなったかというのを追い掛けていただきたいな

と思います。 

  実際に相談には来てくれたけれども、また結局

そのままになっているみたいな物件も実際聞いて
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おります。そういったものをしっかり実態を把握

をいただくことで次の手が打てるのかなと思いま

すので、まず実態把握というところお願いしたい

のですが、いかがでしょうか。 

○開発指導課長 佐藤委員おっしゃるとおり把握し

ていきたいと思います。実際は個人情報とかもあ

りますので、どこまでかというのがあります。 

  あと、相談会とかやった後、報告書を出させる

ということもありだと思いますので、その辺は徹

底してやっていきたいと思います。 

○佐藤あい委員 是非よろしくお願いいたします。 

  空き家の活用に関しましては、所有者の意向で

すとか改修費用、管理責任など様々課題があると

理解をしております。 

  一方で、空き家は活用の仕方によっては、地域

の居場所だったり、地域コミュニティを支える場

にもなり得る貴重な資源でもあるかと思います。 

  足立区でも地域の拠点、コミュニティスペース

というような形で改修をされた事例もあるかと思

いますけれども、東京都では地域拠点整備などに

は補助制度もあるかと思います。 

  そういった空き家改修に活用できる仕組みがあ

りつつも、なかなか活用が進んでいないのが実態

だなと感じておりますので、ここはやはり所有者

にしっかりとメリットを伝えていく、そして具体

的な活用イメージというのが伝わっていないのか

と思います。 

  この空き家活用を進めていくという視点で、東

京都などの制度もしっかりと周知をしていきなが

ら、地域拠点、コミュニティスペースとして活用

をいただけるような取組については、区として今

後どのようにお考えでしょうか。 

○開発指導課長 空き家の利活用につきましては、

以前に千住地区でいろいろやったりした経緯がご

ざいます。 

  実際はポテンシャルのある地域とかということ

で、千住地域の空き家を利用してというケースも

ございましたので、その辺は地域地域によって違

うかと思いますが、その辺、東京都の補助金制度

もいろいろ勉強しまして、案内していきたいと思

います。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  空き家対策は危険空き家を含めた空き家を減ら

すのはもちろんですけれども、空き家を増やさな

いための予防、そして、活用できる空き家を活用

していくということが重要かと思います。 

  そして、空き家を減らしたり、増やさないとい

うタイミングとして大きな契機となるのは、相続

のタイミングが一つだと思います。 

  売却や活用など空き家解消に向けた行動を検討

する機会になるかと思います。 

  昨年度は住まいのお悩み解決セミナーを開催し

ていただいて、相続や空き家に関する情報共有の

機会として、区民にとって大変有益な取組だった

と感じております。 

  一方で、今年度開催がございませんでしたが、

空き家問題、早い段階で情報提供をしていただく

ということが非常に重要でありますので、是非来

年度は開催に向けて検討いただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○開発指導課長 今年度は一応予定はございません

です。来年度考えていきたいのですが、業界とい

うか、宅建協会の方々、あるいはＮＰＯの方々と

一緒に調整しながら、一昨年は天空劇場ですか、

借りたといういろいろ準備もちょっとありますの

で、その辺はお互い協議しながら進めていければ

と思います。 

○佐藤あい委員 是非実現に向けて、御尽力いただ

きたいなと期待をしております。 

  次に、梅田図書館跡地活用について伺います。 

  令和７年第４回定例会で我が会派の代表質問に

おいて、梅田図書館移転後の跡地活用について質

問をさせていただきまして、大規模改修又は建て

替えが必要であるということと、コスト面や環境
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面を踏まえて方針決定をされていくというと御答

弁いただいております。 

  この跡地活用については、梅田八丁目複合施設

の計画進捗を注視をしつつ、梅田地区周辺の既存

公共施設の再配置も考慮しながら検討を進めてい

かれるということと、地域住民や関係団体の意見

をお伺いしていくというような御回答ございまし

た。 

  こうした方向性について重要かと思いますが、

現状、梅田図書館の跡地活用について、庁内では

どのような検討が進められている段階か、伺いた

いと思います。 

○資産活用部長 梅田図書館の今の跡地の活用状況

の検討状況でございますが、梅田八丁目の複合施

設の進捗をちょっと見据えておりまして、現在の

ところは、課内で少し意見交換をしてるという状

況でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  前回の代表質問でも触れておりますけれども、

跡地活用を検討する中では、既存の建物を使うの

か使わないのかという、どのように扱うのかも大

きなポイントだと考えておりますけれども、それ

によって、今後の整備の方向性ですとかコスト面

にも大きな影響が出てくるかと思います。 

  判断の前提として、建物の状態、特に躯体の状

況を把握するための調査は必要になるかと考えて

おりますけれども、この梅田図書館の建物につい

て躯体調査の実施などはどのようにお考えでしょ

うか。 

○資産活用部長 現在のところ、法定の１２条点検

等を含めて、今どういう状況になってるのかとい

うのは調査中でございますが、御指摘の調査につ

いては、まだ検討していない状況でございます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。是非計画

的に進めていただきたいなと考えておりまして、

躯体調査を行う場合も時間も掛かるところだと思

いますので、お願いしたいなと思っております。 

  今後、梅田図書館跡地活用については、移転後

に検討開始では遅いと思いますので、今の段階か

らできること、順に整理をしていただきたいと思

っております。 

  今後の地域ニーズの把握、地域課題の整理など、

梅田図書館の跡地活用についての手順、今後の方

向性、教えていただけますでしょうか。 

○資産活用部長 先ほども御答弁いたしましたけれ

ども、今は庁内、課内で検討しているところでご

ざいます。 

  梅田八丁目の進捗が確認でき次第、区内の梅田

地域の再発計画、また既存の施設を使うのか、そ

れとも改築するのかというような方向性を出して

いきながら、基本構想、改修工事若しくは新築工

事というふうにつなげてまいりたいと思います。 

  少しお時間掛かるかと思いますけれども、確実

に進めてまいりたいと考えております。 

○伊藤のぶゆき委員長 残り１分です。 

○佐藤あい委員 梅田図書館の跡地、地域に残され

た数少ない公共用地の一つであると思いますので、

特に住宅地の中に位置する公共資産として、地域

の身近な交流拠点となる可能性を持つ場所であり

ますので、是非子どもの居場所、多世代交流の拠

点など、地域のニーズを踏まえながら、地域の声

を聞きながら進めていただきたいと考えておりま

す。 

  ちょっと残り３０秒なので、今回の広報に載っ

ていた路上喫煙対策の調査の結果、梅島駅周辺が

４倍にごみの量が増えていたという件について、

今後の対策の方針だけ教えていただけますでしょ

うか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○地域調整課長 今後、路上喫煙の防止指導員です

とか、委託のパトロールの事業者もございますの

で、そういったところで重点的に指導していきた

いというふうに考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございました。 
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○伊藤のぶゆき委員長 次に、是々非々の会から総

括質疑があります。 

○おぐら修平委員 私からは、２日目、女子医大に

関連しての質問の続きです。 

  東京女子医大に２０年間、土地の無償貸付けに

ついて、土地の無償貸付けについてはガバナンス

上問題ないと総務部長答弁されましたが、その結

論に至るこの判断のプロセス自体に疑問を感じて

ます。 

  まず、この土地は区民の財産であって、区長は

管理責任を負う立場にあります。区民の財産を長

期間、しかも２０年間無償という優遇された条件

で貸し付けている以上、状況に変化があった場合

には、その妥当性を検証することが行政としての

基本的なガバナンスだと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○資産管理課長 女子医大に今貸してる土地の件で

すけれども、今現在、学校法人女子医科大学に対

する土地の貸付けについては、契約書及び基本協

定において２０年間は原則中途解約できないとい

う定めがございまして、区が一方的に条件を変更

することはまず法的に困難という、そういう状況

でございます。 

  更に足立医療センターに対して、３次救急等の

六つの高度な医療機能を地域に確保することをそ

もそも目的としておりますので、現在の足立医療

センターが区が求める医療機能を提供しているこ

と、その運営に重大な支障が出ている事実が確認

されていないと、そういう状況でございます。 

  したがって、現時点で見直しを行う客観的な根

拠がないということなので、今後、病院の運営に

悪影響が生じた場合には、基本協定に基づき、無

償の貸付けの継続可否を含めた見直しの協議の対

象になるものと考えている、そういう状況でござ

います。 

○おぐら修平委員 先ほどの答弁で、この見直しに

なる根拠がないと答弁されましたが、これ前回で

も指摘したのですけれども、この女子医大につい

ては、元理事長の逮捕とか法人のガバナンスの問

題、これが指摘されまして、日本私立学校振興共

済事業団からは、私学の助成金が２年連続不交付

になってるということ、これは前回も、先週の委

員会でも指摘したとおりです。 

  このとき、この私学助成の問題と病院経営、事

情が異なると説明しているのですけれども、病院

運営してる主体というのは同じ学校法人で、法人

のガバナンス、経営体制が病院の経営と無関係で

はないということ、これは前回の質疑に対してで

すね。ちょっとすみません、今紙が飛んでしまい

ました。 

  病院の安定的な経営を重視するのであったら、

その運営主体であるこの法人のガバナンス、経営

状況についてより慎重に確認し、必要な検証を行

うことこそがガバナンスだと思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○衛生部長 女子医大とは、年に１回、女子医大と

地域の方と医師会の先生方との連絡協議会を実施

しております。 

  そこには、毎年度、女子医大から経営状況です

とか、あとは看護師や医師の数ですとか、ベッド

の稼働率などの報告をいただいております。 

  そこには、区がお願いしている会計士さん、選

出されている方ですけれども、その方に女子医大

の財務会計の確認もしていただいており、そのコ

メントもいただいております。 

  内容としては、今度、次回の厚生委員会で報告

予定にしておりましたが、今すぐ何か、短期的に

は十分な資金余力があるため、財務上の問題が生

じるとは言えないものの、このままもし人が全然

雇えないなどの事態が出てくると、経営効率性、

事業成長性、財務安定性のいずれかも、もしかし

たら崩れるかもしれないので、まだまだ注視すべ

き状況にあると見受けられるというコメントでし

て、注視すべき状況ではありますが、今すぐ経営
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が危ない状況ではないというところはコメントを

いただいております。 

○おぐら修平委員 私が指摘したのは、公職の理事

長逮捕などによっての法人のガバナンスの問題で

すよね。 

  足立区では、２０年も無償で土地を貸し付けて

るわけで、そこに対して、今回のこうしたことを

受けて、土地の貸付けの妥当性などについて、再

検討、再検証、これは行わないということでよろ

しいのですか。 

○副区長 今回のお話については、今、おぐら委員

おっしゃるとおり、私学助成金のカットについて

は大学のガバナンスの問題であって、学校法人の

不祥事ということで、今回のこの土地の無償使用

貸借に関しては、病院機能の維持を目的に締結し

ておるものですから、病院機能や診療科、あと施

設用途が外れない限りは中途解約は難しいと、困

難と法的な判断をいただいておりますので、この

見直しに関しまして、今衛生部長が言ったように、

状況の変化がない限りは今のところこの無償貸与

については見直す考えはございません。 

○おぐら修平委員 状況の変化があってるからこう

いう質問をしているというのと、あと、この学校

法人とこの病院と、これはこの大本は一緒なので、

これ同一経営で、全く無関係であるというか、考

えられないではないですか。だからこうやって指

摘してるのですけれども、判断過程説明すること

が必要だと思うのですけれども、この状況の変化

があるからこうやって質問してるのですけれども、

その妥当性検証しないという姿勢が私はちょっと

全く理解できないのですが、これ行政としてのガ

バナンスの観点から適切だと考えてますでしょう

か。 

○副区長 使用貸借の契約の見直しに関しましては、

基本協定の第５条の開設時期とか、あと７条の病

院機能、あと８条の診療科とか、あと９条の施設

用途、この基本協定の条文が関わってくるという

形になりますので、今の病院のガバナンスに関し

ては基本協定の事項にありませんので、この使用

貸借に関しては、今のところ見直すことが、基本

的にはそれを一方的に区の方が申し付けるのは、

契約の範囲以上のことを求めることだというふう

に言われております。 

○おぐら修平委員 何か六町のまちづくりと同じよ

うな答弁で、やはりなかなか区民に説明できない

ですよね。ちょっとこれ時間があれなので、また

改めてこれは。 

  ちょっと別の質問に変わります。 

  ２０１９年の女子医大の理事長就任祝賀会で、

区長は私費で３万円払って参加されて、３万３，

０００円の生花をお２人の区長と３人で割ってお

１人１万１，０００円払われたということ、特に

私、生花出されたこと、ここに問題視をしてまし

て、公職選挙法で選挙区内にあるものに対して寄

附が禁止されてます。選挙区内にあるものとは、

これ個人に限らず、区内で事業をしている法人も

含まれ、法人の本部が区外にあっても、区内で事

業をしていれば、その法人自体が選挙区内にある

ものということの解釈でよろしいでしょうか。 

○選挙管理委員会事務局長 区内で事業を行ってい

るという部分の定義については、事務所があるな

いとか、そういったところも慎重に検討する必要

あると思いますが、今、おぐら委員の御発言の区

内に事務所があるかないかというところの疑義が

ある以外については、おおむねおっしゃってると

おりだと思います。 

○おぐら修平委員 この件について、私も弁護士に

確認しました。弁護士によって多少の解釈の違い

があるかもしれませんが、今回のこの件について

は、既に正式に２０１８年１２月に土地の無償貸

付けを受けて、区内で既に病院の建設事業始めて

いる法人なのですね。つまり、区内で事業してい

る法人だと解釈するのが一般的であるという、そ

んな見解でした。 
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  だとすれば、選挙区内へのこれ寄附行為に当た

ると思うのですけれども、公選法に定める公訴時

効が過ぎているので、これ区長の刑事責任という

のは既に問われませんけれども、その行為自体に

違法性があると私は認識してるのですけれども、

区長、このことについて、違法性についてはどの

ように認識されてますか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、私からそのことについてお答えしたいと

思います。 

  これは公職選挙法の１９９条の第２の第１項に、

選挙区内にあるものに対する寄附の禁止というの

がございますけれども、当時、岩本氏本人も、そ

して法人の方も、この選挙区内にあるものという

ところには当たらないということを公益監察員の

弁護士からコメントをいただいているところでご

ざいますので、私どもはそれに抵触するものとい

うふうには判断しておりません。 

○おぐら修平委員 先ほど私、時期的なものも解説

しましたよね。私も弁護士確認したら、公職選挙

法に抵触する可能性があるのではないかという指

摘だったのです。これでは、ちょっと双方の弁護

士の解釈が違うから、この場ではちょっと控えま

すが、そういったことなのです。私もここ非常に

強い疑念を持ってます。 

  昨日、ちょっと質問変わりますけれども、へん

み委員が女子大以外に、例えば指定管理者などか

ら物品をもらったことがあるかどうかということ

について質問しましたけれども、区長は相手を利

するような不適切なことはなかったと、そういう

記憶はございませんということで、これ物品もら

ったことがあるのかどうかということについての

具体的な答弁がなかったと思うのですよね。これ

どちらでしょうか。 

○区長 例えば指定管理の新年会があったかどうか

ちょっと記憶はないですけれども、新年会に出れ

ば、会費を払って。 

○おぐら修平委員 お土産とか。 

○区長 出ますよね。それがその会費に見合ってい

るかどうかということ、それも確実に確認するべ

きだというようなへんみ議員の話もありましたけ

れども、会合に出て、会費が幾らと言われれば会

費分持っていくわけです。 

  そのときにお土産として頂いたものが、相手が

指定管理かどうかというところまでは、過去全て

というふうにおっしゃいましたから、それについ

ては、一つ一つ今ここであげつらって記憶がある

かといえば、曖昧なことは申し上げられないなと

思いまして、あえて、昨日でしたかしら、そのよ

うに答弁させていただきました。 

○おぐら修平委員 特にオフィシャルになって会費

制がうたわれていて誰もが同じようなものだった

ら、別にこれ誰も問題視するようなことではない

んです。ちょっとそれはいいとして。 

  区長、今回のこの調査報告書でいろいろるる挙

げられてますけれども、これ以外に、女子医大側

との会食だとか、あと、これ以外にこの物品を受

け取ったことは一切ないと断言できますでしょう

か。 

○区長 会食については、私自身が記憶にあって、

今回お話したのは、ニューオータニの件と、あと

はビューホテルの２回の件でございます。 

  あとの会食とおっしゃってるのは、お昼、会議

の後にお弁当が出たときということも含めて会食

というふうにおっしゃってるようですが、これに

ついては、何月何日、いつどこで、どこでという

か、必ず女子医の方に私ども参りましたけれども、

お昼を食べたか食べないかということは私自身の

記憶ではなく、弁護士の方に、公益監察員の方に

提出した様々な書類の中からこういうリストをお

作りになったんだろうというふうに思っています。 

  私の記憶の中では、あるものはお話ししました。 

  実際に何かありますかということで、スカーフ

のこともお話をしましたし、焼酎のこともお話を
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いたしました。これ以外については、私記憶には

ございません。 

○おぐら修平委員 ちょっと違ったことで、今回の

件について、私、ほかの自治体のお２人の市長に

直接聞いてみました。同じような事例で、例えば

補助金出している事業者、利害関係者から、フェ

ラガモのスカーフだとか、高級焼酎の森伊蔵をも

らったり、ニューオータニでも最低でも１人３万

円以上掛かる会食に、１万円会費と言われて１万

円払ってそれで問題ないのかということで、お２

人の市長からは、同じこと言ってました。当然物

品については受け取らないと。届いたものであれ

ば、秘書課を通じて返品するということでした。 

  利害関係者との会食というのはあるということ、

割かし結構頻繁にあるということをおっしゃって

ましたが、完全割り勘、明朗会計、このことを２

人の市長は徹底されているということをおっしゃ

ってました。 

  もう１人の市長の方、公益監察員の報告書まで

詳細に読み込まれて御意見いただきました。そし

たら、この報告書を読み込まれた市長からは、レ

ポートを見る限り、頻度、金額共に異常だと思い

ますし、非常識ですという見解だったのですね。 

  ちょっとまた違った事例で、これは高知県香南

市の市長の例です。これは談合事件で起訴された

建設会社元社長等と事件前に会食をし、元社長か

ら、当選祝いの名目で１０万円分の商品券を受け

取ったと。元市長、当時の市長は事件への関与は

否定したのですけれども、市民に不信感を抱かせ

た道義的責任は大きく、市政運営を担っていく任

にないと述べて、２０２１年１２月２２日付で辞

職をされたといった例。 

  また、午前中のちょっと岡田委員からも質疑と

いうか状況ありましたけれども、兵庫県知事が職

員に対するパワハラだとか、県内事業者等から贈

答品を受け取っていた件については、県議会でこ

の百条委員会が設置されて調査が行われたといっ

たようなことがありました。 

  今回のこの会食、物品授受の問題に対して、先

ほどから認識が甘かったとかこれまでの答弁の中

で、脇を締めてとか襟を正してとか、自らを律し

てということで区長これまでも述べられてきまし

たけれども、昨日へんみ委員が、この区長の道義

的責任について質問しても、一切答えていないの

ですね。 

  改めて、今回のこの一連の件踏まえて、私はこ

れ区長には道義的責任があると思うのです。これ

区長御自身、道義的責任というのはあるとお考え

ですか。そうでない。 

○区長 今回調査の結果、いろいろなお考えはある

にしても、社会通念上儀礼の範囲だという結果の

報告が、いろいろなお考えの方いらっしゃるので

しょうけれども、出ております。 

  今、こうしていろいろ御質疑いただければ、当

時、３万円と１万１，０００円払って４万１，０

００円、それで、会合に出て、そのお礼としてス

カーフを頂いたということについて判断が甘かっ

たというふうに、そういう反省はございますけれ

ども、今回、こういう結果を、調査結果が出てお

りますので、これを受けて、先ほどもお披瀝の中

でありましたとおり、私自身、更に律して努めて

いくということでございます。 

○おぐら修平委員 反省はしているけれども道義的

責任はなかったと考えということでよろしいです

か。 

○区長 あくまでも調査の結果の中で、今回、社会

通念上の範囲というふうに報告をいただいており

ます。それに従って私も考えております。 

○おぐら修平委員 さっきから何か堂々の水掛け論

なのですけれども、この道義的責任がないのだか

ら何で脇を締めて襟を正し自ら律してと何度も答

弁するのですか。ちょっと私それすごく矛盾感じ

てて、何かしらの道義的責任感じているから、脇

を締めてとか、いろいろ反省の弁をとかというこ
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とおっしゃるのですけれども、何もそういった道

義的責任というのは一切ないというふうにお考え

なのでしょうか。 

○区長 こういって皆様方にお時間いただいて御審

議をいただくような、こんなことになってしまっ

たことですとか、あとは、当時、自分自身、とん

とんかなと思った判断については自分自身甘かっ

たと言わざるを得ないと思いますので、その点に

ついてということで、今後そのようなことがない

ようにしていくというふうに繰り返し申し上げて

おります。 

○おぐら修平委員 結局それは堂々巡りの議論でち

ょっとさっぱり分からないのですけれども、いろ

いろな贈答品もらったら、職員はこれ懲戒処分の

対象になる可能性があるということ。 

  ６年前、区議会では、女子医大からのお歳暮カ

タログギフトと思われるものについて、当時、こ

れは補助金を出しているところの議決関係にある

ものが議会としてそういったものを受け取るのは

ふさわしくないとして返送しましたし、この間の

質疑の中で、公職選挙法に抵触する疑義があると

いうことで、私たち返してるのですね。 

  それ反省してるとか、襟を律してとかいろいろ

なことおっしゃいますけれども、じゃあなぜ区長

だけ問題ないのかと、これ昨日へんみ委員からも

匿名の何か職員さんからのメールでそういった話

がありましたし、私たちも区民の方から、そうい

ったお叱りの声を受けてるのです。 

  私たちも説明できないですもの。これで区民の

理解、納得、また信頼得られると思ってらっしゃ

いますでしょうか。 

○区長 繰り返し、もしそういう御質問がございま

したらきちっと話していきますし、今回申し上げ

てることを何度でも私申し上げながら御理解いた

だけるように努めていくということでございます。 

○おぐら修平委員 これはほかの委員からも質問あ

りましたけれども、やっぱり区民の皆さんもそう

ですし、私たち議会も、誰が見ても納得できる資

料というのを区長サイドからもしっかり提示して

いただいて、全ての事実関係を明らかに、私たち

は区民の皆さんが誰もが思うこの疑問点、疑念、

やっぱりこういうのを全て明確に、客観的なそう

いった証拠も突き合わせて示していただきたいの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○総務部長 今回追加で資料提供をさせていただき

ましたが、これが今私たちが知っている範囲での

資料となりますので、これ以上、資料を提出する

というのは難しいかと考えております。 

○おぐら修平委員 今回の例えば公益監察員の調査

なのですけれども、これは、いろいろな理由述べ

られて、女子医大側の方にもプレッシャーと言え

ばいいのか、いろいろな影響を与えてはいけない

からという公益監察員の判断で調査してないです

よね。 

  区側の任意の特命での調査による判断だという

ことですけれども、これ、ちょっと切り口変えて、

私、生活保護のいろいろな問題で、よくこの第三

者委員会を立ち上げて調査をするようにというこ

とをこの間、議会の中で何度か指摘をしまして、

そういったことがあった際に、今ちょうどこの調

査報告書やり直しになりましたけれども、以前東

部福祉で水際作戦があったときに、私でなくて、

当時構成員だった銀川議員が、ちゃんとその当事

者にもヒアリングしますよねということで念押し

をして確認して、そのようにいたしますといった

のですが、残念ながら当事者、また支援団体等へ

のヒアリングがなされずに、行政側だけのヒアリ

ングだけで、当事者、支援団体へ関与した議員が

あたかも問題があるかのような報告書が出来上が

ってまして、当然支援団体からそういった報告書

はおかしい、事実に基づいていない、やり直しと

いうことで今そういったやり直しがあったわけで

す。 

  これ何が言いたいのかというと、結局片側だけ
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の調査だと事実関係が見えないです。また違った

角度から言いますと、私もよくいろいろな区民の

皆さんから行政に対する苦情だったりとかも受け

ることがあるのですけれども、私はそこで何を意

識してるかというと、何が起きたかのこの事実の

突き合わせなのですね。そこなんです。それを突

き合わせていくと、いろいろなお互いに把握しな

かった事実が浮かび上がって、これは何が問題だ

ったのか、ここはどこを改善すべきだったのかと

いうことを私はよく間を取り持って交通整理とい

うか、その問題の改善に努めるようなことをいろ

いろな区民相談の中で経験をしてきました。 

  これやはり女子医大側に対してもちゃんと調査

を行うべきではないでしょうか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長を兼務しておりま

すので、その立場からお答えしたいと思います。 

  公益監察員の位置づけというのが、まず区側に

寄ったものではないというところを御理解いただ

きたいと思います。それは調査の進め方ですとか、

調査結果の責任を持つとか、判断の根拠について、

第三者の、区とは同じ位置に立つのではなくて、

同じ側に立つのではなくて、そこから独立した公

益監察員という弁護士が調査を行うというもので

ございますので、その調査の範囲というのを決め

るのも弁護士であって、区から恣意的にどこまで

調査範囲を決めてくださいというようなものでは

ございませんので、その辺りの調査の信頼性や客

観性というのは御理解いただきたいと思います。 

○おぐら修平委員 これまでもいろいろな委員から

の質疑もありましたけれども、これはほかの分野

でも結局弁護士が言ってるからこうだということ

で、結局やらない言い訳の口実に使ってるように

しか聞こえないのですよね。 

  だから、私は違ったやり方で、また違った公益

監察員の調査で限界があるのであれば、それこそ、

より強制力があると言えばいいのか、より確実に

調査できるようなやり方でやり直しすべきではな

いかと思うのです。いかがでしょうか。 

○総務部長 現在私たちができる行政サイドの最高

級に客観性を持った調査というのが、今回の公益

監察員にお願いすることだと認識しておりますの

で、再度というのはなかなか難しいところかなと

いうふうに考えております。 

○おぐら修平委員 またこの件についてはまた改め

て問いただしたいと思います。 

  ちょっと時間も限られてますので、ちょっと話

題は変わりまして、国民健康保険の収納率向上に

ついてです。 

  これまでも何度かこの議会でも、いろいろな改

善策の提案であったりだとか、いろいろな自治体

の事例とか紹介をさせていただきました。 

  過去にもちょっと何度か紹介させていただいた

のですが、まず一つが、口座引き落としのパーセ

ンテージアップです。浜松市が口座引き落としを

徹底されているということでの事例を挙げました

けれども、この新年度予算、新年度に向けてこの

口座引き落とし、ここについては、どういう形で

更にブラッシュアップして改善と言えばいいのか、

更なる口座引き落としの件数アップに努められま

すでしょうか。 

○国民健康保険課長 今、おぐら委員から御発言あ

りました口座振替の促進でございますが、我々も

今までも口座振替キャンペーンであるとか、そう

いったことで取り組んでいるところでございます。 

  以前にもそういった先進事例を御紹介いただい

ておりますので、私たちも確認しているところで

すが、若干浜松市の状況と足立区の状況、やはり

違うことが見えてきています。 

  といいますのは、浜松市の方では、特徴の方が

非常に高く数字があるという実態がございました。

ですので、こういったことも踏まえながら、また

更に研究をブラッシュアップしていきたいと思っ

ております。 

○おぐら修平委員 研究をブラッシュアップ。よろ
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しくお願いします。 

  あとこれ、国民健康保険の構造的な課題として、

自治体だけではどうしようもないのですけれども、

やはりよくあるのは、現場の職員の皆さんが一番

よく分かってらっしゃると思うのですけれども、

例えば会社に勤めていて、会社の健康保険に入っ

ていたけれども、退職なりされて国民健康保険に

切り替わる。でもその際に、自動的にそのデータ

は連動してるわけではないから、結局そのままほ

ったらかしになっていて忘れていたり、いろいろ

な事情あると思うのですけれども、あとは失業し

た際に、やはり会社の社会保険ですと半分会社の

方で折半で持ってもらえますけれども、国民健康

保険になったらば、いきなりもう会社で払ってい

るとき以上の倍以上になってしまうので、やっぱ

り払えないというのが非常に大きいのと、ちょっ

としばらく数か月忘れていたら数十万円の請求に

なって、いざ病院に行こうと思っても、それはち

ょっともう払えないですよいうことがやっぱりこ

の原因になってるのではないかと思いまして、い

ろいろな各それぞれの健康保険組合の保険データ

と国保と連動できる仕組みができないかと国と協

議をしてもらえないかということを、過去にもそ

ういった提案をさせていただいたところなのです

けれども、そういった議論、検討状況、例えばマ

イナンバーカードをうまくひもづける活用だった

りだとか、そういった点についてはいかがでしょ

うか。今後の可能性とか検討状況とか。 

○国民健康保険課長 以前にもおぐら委員からそう

いった御発言ありまして、我々の方も国に問い合

わせているところですが、この切替えについては、

今そこですぐに、こちらが退職したからこちらの

国保に入りますよという制度になっていないもの

ですから、今後もそういったことは、国の動向を

注視していきたいと思っております。 

○おぐら修平委員 国の動向を注視しせずに積極的

に足立区発で、そういった連動型というのですか

ね、そういったことを是非調査研究いただければ、

よろしくお願いします。 

  ちょっと切り口変わって、よく私も生活困窮相

談の中で必ず、やっぱり国民健康保険入ってらっ

しゃる方は国保の滞納というのが必ずセットで付

いてまして、そこを速やかに福祉まるごと相談課、

これは区民税とかほかの税も保険料もそうですけ

れども、福祉まるごと相談課とか福祉事務所とか、

そういったところにつながるような仕組みづくり、

これを何とかより現場で徹底できないかというこ

とを何度か提案させていただいているのですけれ

ども、ここについては新たな新年度に向けていか

がでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○国民健康保険課長 今言われた視点、特に私たち

も大事だと思っています。福祉の方との連携、更

に強化していきたいと思っております。 

○おぐら修平委員 よろしくお願いいたします。以

上です。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩をいたします。 

午後１時５７分休憩 

午後２時０１分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  次に、共産党から総括質疑があります。 

○ぬかが和子委員 日本共産党最後の質疑になりま

す。よろしくお願いします。 

  足立ブランド問題で、産業環境委員会で委員長

と当事者と区と三者の話合いを委員長が必要だと

判断したのだけれども、区の方が、今までに前例

がないということで拒んだと、非常に残念がって

いたということがあったので、今回の委員会で、

西の原委員が前例にないことをやってるのは区で

はないかと、三者で話合いぐらいやったらどうか

と質問をしましたら、今度は別の理由で拒みまし

た。議会に出された陳情なので、委員会でやるべ
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きだから会わないというふうに答弁しました。 

  しかし、産業経済部長もよく御存じのように、

委員会の運営責任は全て委員長にあり、委員長が

必要性を認めているのに執行機関が勝手判断をし

て拒むべきではないと思いますが、どうでしょう

か。 

○産業経済部長 陳情者からどのような説明を受け

たか私は知りませんけれども、私自身は、産業環

境委員会という場で陳情が審査されている、そこ

の場でもってちゃんと議論するのが正論だろうと

いうふうに考えました。 

  そのために、私は影で会うようなことは、ほか

の委員さんのこともありますので、あまりふさわ

しくないというふうに思って、それでもって断っ

たというふうなことでございます。 

○ぬかが和子委員 産環委員会で委員長が必要だと

認めたということは、この委員会の中でも西の原

議員言ってるのですよね、予算特別委員会の中で。

そういうことを都合のいい解釈でごまかさないで

いただきたいと思います。今後の在り方としても、

やっぱり委員長が判断して必要だと認めたら、そ

れは話合いをすることはどこの委員会だってある

わけです。そういう立場に立っていただきたいと

思います。 

  次の質問に移ります。 

  初日に地域包括支援センターのプロポーザル方

式について、横田議員が質問した趣旨が、２３区

でも僅か２区しか地域包括支援センターのプロポ

ーザルは実施していない。やっている大田区は事

業所の閉鎖や撤退のときだけ実施と、練馬区はセ

ンターの移動がない区立の施設だけプロポーザル

を実施している例を挙げて、足立区が全部をプロ

ポーザルすることで、センターの移動で高齢者も

混乱があるから改めるべきだというものでした。 

  区は、地域の方に負担を掛けることはあっては

ならないと答弁されましたが、高齢者にとって長

年通った場所が変わることは最大の負担ではあり

ませんか。また、もともと区は私たちに、最初に

プロポーザル入れるときに、区の施設に入れるこ

とで、その後事業者が変わってもセンターの場所

が変わらないようになる、こういうふうに説明し

たではありませんか。どうですか。 

○高齢者施策推進室長 包括を区の施設に入れると

いう方針は変わってはおりませんで、今も、江北

もそうですし、入れています。今後、大谷田の方

も入れる予定で今います。東和ですね、東和につ

いても入れる予定でおります。 

  ただ、今回、法人が変わった扇につきましては、

区の施設が入れるところがないということで今回

は場所を変わっていただいた。確かに包括が変わ

ることで、地域の皆様からの厳しい御意見という

のは私も説明に伺ったときに聞いております。 

  ただ、今、包括は引継ぎもしておりますし、顔

つなぎもしております。包括自身も、その包括の

場所に来ていただくよりも……。 

○ぬかが和子委員 その辺は分かっている。 

○高齢者施策推進室長 出向いていっていただくと

いうことで方針をしておりますので、地域の方に

御迷惑は掛からないように努めてまいります。 

○ぬかが和子委員 保育園の引継ぎも大変なのだけ

れども、事業者が変わると。でも、保育園は、親

が子どもを連れていけるのですよ。包括は違うの

ですよ。高齢者なのですよ。だから、この事業者

が変わったということではなくて場所が変わった

ところがありますよね、かつて。すこやかプラザ

に変わった、それだけでも混乱していると。だか

ら言ってるのですね。 

  少なくとも、区立のところを例えば百歩譲って

プロポーザル入れるはあると思うのです。でも、

変わっちゃうのが分かってるところ、しかもこれ

からもまた変わっちゃう可能性があるところ、そ

ういうところというのは在り方見直していただき

たいし、しかも、何か上から評価をしながら、事

業者が仕事を取れることはステータスだみたいな、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ４７  

 

そういう言い方で接するという在り方も改めてい

ただきたいと思います。 

  それから次に、昨日、横田議員が公共交通のク

ロスセクター効果の可視化を求めたことに対して、

時間もなかったことできちんと答えていただいて

いないのですけれども、部長も見たことあると思

いますが、国もガイドラインをちゃんと作って、

このクロスセクター効果の測定というのを言って

いるわけですよね。 

  ですから、足立区でもこのクロスセクター効果

の可視化を図るべきではないかと思いますが、ど

うでしょうか。 

○交通対策担当部長 昨日は大変申し訳ございませ

んでした。 

  今出されてる中で、クロスセクターの標準的な

内容としましては、例えばバスみたいな路線バス

みたいに掛かる費用を、バスがなくなったとして、

替わりの代替……。 

○ぬかが和子委員 聞いたことに答えてください。 

○交通対策担当部長 そういうタクシー等での、タ

クシー券等でのどれだけ大きくなるかというよう

なことの費用換算だというふうに考えますので、

それ以外の部分につきましても、健康増進ですと

か、そうしたことについては少し研究させていた

だきたいというふうにこれまでもお答えしている

ところでございます。 

○ぬかが和子委員 確かにクロスセクター効果の算

出のやつを見ると、代替の交通がどうなるのかと

か、そういうことで費用を見るというまだレベル

にとどまっているとは思うのです。でも、それで

も、それによって効率性があるのか、存続をした

方がプラスになるのか、そういうことは分かるよ

うになってるわけですね。 

  ですから、可視化しっかり図っていただきたい

というふうに思います。よろしくお願いします。 

  それから、統一協会に対する解散命令が東京高

裁によって下されました。この決定は、霊感商法

や高額献金の要求が社会問題化したことを背景に、

旧統一教会の宗教法人格を失わせることを目的と

しています。解散命令の効力は即座に生じ、清算

手続が開始されることが決定されました。 

  去年の夏に地裁が解散命令を下したとき、私た

ち代表質問、西の原議員がやりまして、旧統一教

会関連団体への対応について、判決が確定したら

などと先送りせず、区として今度こそ明確な判断

をすべきではないか、こう質問しました。それに

対して、総務部長の答弁は、解散命令は現在高裁

で審理がされているので、区としては、裁判所で

最終的な解散命令が出された場合に速やかに動け

るよう準備を十分に進めると、こう答弁してるの

ですね。当然速やかに動いて準備進めてるのだろ

うと思いますが、何をやったのでしょうか。 

○総務課長 速やかに動けるように準備ということ

で、これまで高裁の決定がどのように出るかとい

うことを想定しながら、区としては考えてまいり

ました。 

  事前の内容で、事前から今お話あった宗教法人

格を失うというような報道もあらかじめ予想され

てた部分がありましたので、そこら辺を踏まえて、

基本的には任意の団体とか個人に対して受けるも

のではないと予想して、これまでと同じ対応を基

本的な継続するということを準備をしてまいりま

した。 

  今回決定を受けて、また、早急に、今週１２日

には関係各部で集まって、改めて今後の対応の協

議の継続であるとか、また、今国から通知も出て

おりまして、被害者の救済の点から清算人への対

応というのが国でひとつ、裁判所が選定した清算

人の方が今後そういった対応するということもあ

るようでございますので、そういったところも情

報を注視しながら、関係各部で集まって早々に対

応は検討してまいりたいと思います。 

○ぬかが和子委員 多摩の市長は、３月４日に、教

団が所有する土地があるということで、早期に処
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分換価されることを望むというコメントを発表し

ました。２３区で最も統一教会施設が多い区の一

つである足立区でもそのような表明をするべきで

はないかと思いますが、どうでしょうか。区長ど

うですか。 

○区長 表明をすることと、区がこれから負いかね

ないリスク、これ明らかにしませんと、やはり首

長のコメントというのも多いと思いますので、改

めて確認させていただいて、また議会にもお諮り

してまいります。 

○ぬかが和子委員 よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  先ほどちょっと答弁ありましたけれども、被害

者の方というのが数千人とか、千何百人、いろい

ろな報道があると、無数だとも言われています。

被害額は、文科省によると約２０４億円というふ

うにも言われていて、直ちに管財人が入ったとい

う段階なわけですけれども、マスコミ、テレビ報

道などを見ていましても、申し出てくださいと、

被害があった方は申し出てほしいという呼び掛け

もあると。正に先ほど通知があったということも

ありましたけれども、やはり区としても、こうい

う呼び掛けに協力をしていくという必要があると

思いますが、どうでしょうか。 

○総務課長 現在も区ホームページで法テラスの連

絡先については記載をしております。 

  そこのホームページのところをまた拡充してい

く等で、先ほど申し上げた清算人の情報であると

か、そういったところも、文科省のホームページ

などを注視しながら、適宜発信には努めてまいり

たいと思います。 

○ぬかが和子委員 これ申し出ないと被害者救済で

きませんので、そして被害者が多いと言われてい

るのも実は足立区と、表面化してないけれども、

ということもありますので、その辺はしっかりと

やっていただきたいと思います。 

  それから、各会派の方が質問している東京女子

医大問題について、私もこの間の経緯を表にしま

した。これが、この間出していただいたものと、

それから節目節目、色分けをしてるのですが、黄

色が会食です。黄色が会食、それは会費を払った

もの、払ってないもの。それから、もうちょっと

濃い黄色は物を頂いたとか、それから青いのは議

会質問です。このオレンジ、薄いベージュのよう

な色のところが節目です。議連ができたとか条例

可決したとか、補助金可決したとかということで、

ずっとこれをこの間頂いたものを全て表にしてみ

たのです。 

  そうしますと、私たちが目にしているのは、今

まで目にしていたのはこのオレンジのところ、そ

れから青の議会の質問だけだったのですよ。その

合間合間に、物によっては無料じゃなかったりお

金払ったりしてても、これだけ飲食や何かをやっ

ていたのだということを見ますと、非常に当時の

様子浮かび上がってきて、だから私ショックだと

いうふうに申し上げたのです。 

  社会通念上、違法ではないという公益監察員の

報告ではありますが、会合の度に昼食などの提供

や、費用は払ったといえども会食、フェラガモの

スカーフや森伊蔵の焼酎の授受ということで、当

然私、当時の誘致議連の副会長だったけれども、

そういうことは全く知りませんでした。 

  それから、今回初めて出していただいたという

資料、初とちょっとここにちらっと書いてあるの

ですけれども、これが、私本当に驚いたのですね。

いわゆる補助金８０億円の衛生部が出した算出根

拠、これが公立病院建設の国の補助と同規模の額

だという算出根拠だということを聞いて、非常に

驚きました。だって、公立病院の役割を果たして

ないではないですか、公立病院ではないのだから。

それを、８０億円の内訳がそうですと知っていた

らもっと議論があったと思うのです。でも、そう

いうことは知らなかった。 

  つまり、このガバナンスの報告書では、議会の
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了承を受けていることを理由に問題がないかのよ

うな報告が非常に多かったわけです、全部読んで

みても。 

  だけれども、議会に提供する情報は取捨選択さ

れていましたということになりませんか。 

○副区長 今の８０億円に関しましては、当時議連

の方に御報告させていただいたのは、まだ建物規

模、病院の規模は詳細にはっきりしておりません

でしたので、あくまでも周辺自治体での同様の規

模の金額、補助金額を御説明をして、あくまでも

規模感で御説明して御同意をいただいたものです。 

  ただ、その後、審査会を経るに当たって、より

詳細なというところで、国の補助金を出す金額を

参考に使っておりますので、決して議会の方に何

か説明を省いてとか、何か選択してというような

意図はありませんでした。 

○ぬかが和子委員 でも、そうは言ったって、この

辺ですよ、先ほど言った８０億円うんぬんという

のは。だけれども、その後ですよね、公立病院等

の施設整備費に係る地方交付税措置と同水準で試

算して、１平米当たり３６万円。後付けというの

もまた問題だと思うし、そういう規模だというこ

とを本当に、いろいろな情報をいただいて議論が

できてない。また、飲食をそういう間にされてい

たということも知らずに私たちは議論してきまし

た。 

  とりわけ、開業目前に様々な問題があって、議

会質問を行ってきましたし、当時のメディアでも

いろいろと報道されていました。とうとう元理事

長逮捕された、反対意見を許さない強権的な支配

体制でめちゃくちゃにした元理事長がいたとか、

医療事故による患者数減少や職員へのボーナス不

支給、後に撤回による看護師約４００人の一斉退

職騒動、約１００人の医師の一貫退職、経営悪化

に伴ううんぬんかんぬんということで、更に資金

の不正な流れがある疑いが表面化し今に至るとい

うようなことが繰り返し報道されていた時期、も

っと言うと、逮捕される前の時期、私たち、これ

繰り返し質問をしてきました。 

  しかし、このときには、青いの、うちの方の質

問なのですけれども、女子医大が言ってるから大

丈夫的な答弁が非常に多かったのですよ。結局、

女子医大側の言いなりになり、言うべきことを言

わずにいるというふうに感じて、非常に歯がゆい

答弁だったのです。そのときに、食や物品の提供

を受けていたということが非常にショックなわけ

ですよ。 

  開院後も繰り返しチェックを厳しく行うことを

求めてきました。これは、特に高額先進医療機器

５億円というのが最後の補助金であるから、だか

ら、それを出す前に、支出する前に言うべきこと

を言うようにと求めてきました。 

  しかし、そのときも、これ代表質問でもやって

るのですけれども、大丈夫ということも併せて伺

っておりますと、女子医大聞いたけれども大丈夫

と言ってるから大丈夫ですよと。 

  また、先ほどもありましたが、他会派も繰り返

し求めてきた区が買った土地で有料駐車場をして

いる問題も、議会がどんなに求めても、女子医大

側の言い分を繰り返すのみでございました。 

  今回の予算委員会で、先ほどもあったように区

長は、利害関係者、相手を利するような不適切な

ことはなかったという旨の答弁がありましたけれ

ども、客観的な事実から見ると非常に、これだけ

マスコミでも問題視され、逮捕以前の問題ですよ。 

  例えば看護師が何百人辞めるとか、医師が１０

０人辞めると、これ大丈夫なの、強く言った方が

いいのではないのということを言っても、女子医

大が大丈夫と言っているから大丈夫ですという答

弁だったけれども、そして先ほど六つの高度な医

療機能と言ってるけれども、実際には看護師やス

タッフがいなければ、ＩＣＵですら受入れ拒否と、

私の親族はＩＣＵを受入れ拒否されて帝京医大に

行きましたけれども、そういう実態があるわけで
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すよね。 

  だから、そういう時期に物をもらったり食べた

りしていれば、客観的に見れば疑義を持たれかね

ないというふうに思うのですが、区長どうですか。 

○副区長 女子医大の言いなりというか、女子医大

が大丈夫と言ったからというところに関しては、

看護師さんの人数だとか、そういう具体的な数字

を示してもらって、こちらの方でも確認しており

ますので、一方的に大丈夫という言葉だけで、こ

ちら側も納得したわけではないので、その点は御

理解をいただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 いや、それ答弁になってないで

しょう。疑義を持たれかねないと思いませんかと

聞いてるのですけれども。 

○副区長 私ども誘致に当たりましては、区だけで

はなくて、地域ですとか医師会とか、そういった

ところの協議会を毎年行って、病院の経営状況の

把握は行っております。 

  そういった意味で、いろいろ病院内の事情を私

ども分かりませんけれども、結果として経営がで

きている状況ということは確認してるところでご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 聞いたことに答えてないで時間

を潰さないでいただきたいのですね。 

  今、正にいろいろ医師会やいろいろな方々との

意見を伺ってるという話もあったので、多分これ

もそういう言い分をされるんだろうなと思う表を

もう一つつくりました。 

  最後の５億円補助の高額先進医療機器１９項目

です。これを、私詳細全てを、これ全部一字一句

たがわずＡＩに、これは高額先進医療機器ですか

と聞いてみたのですよ。そうしたら、１４項目は

違いますと、この違いますと書いてあるのが、こ

のピンクに塗ってあるところ、高額先進医療機器

足しても５億円になどならないのですよ。これが

実態なわけです。これ、当初の約束と違うのでは

ないかと。 

  ちなみに、医師会の了承を得てるとか審査会の

了承を得てるからなどということ言わないでいた

だきたい。これ当初の約束と違うのではないかと

いうことでどうですか。 

○伊藤のぶゆき委員長 残り１分です。 

○衛生部長 高額先進医療機器の大本になるのは、

地域連携の支援病院として女子医大が機能しても

らうためです。 

  医師会の先生方に、自分の病院にはなくて、患

者を紹介して女子医大で検査してもらうもの、あ

るいは治療してもらうような機器としてどのよう

なものがあるかというのをいろいろ御相談してい

く中で決まったものですので、定義として高額先

進医療機器というのがどうなるかというのはいろ

いろあるかもしれませんが、医師会の先生方が希

望して、女子医大で検査をしてもらいたいという

機能がそこに入っています。 

○ぬかが和子委員 それ分かってるからそういうふ

うに答弁しないでと言ったのですよ。 

  何でかと言ったら、当時長谷川副区長言ってま

したよ、私聞いてましたよ。高額先進医療機器と

いうのは、単なる高度だとか先進では駄目なので

すよ、だから選定難しいのですと言ってたのです

よ。それをそうやってごまかすところにまた問題

があると、医師会の許可を得てるとか相談したの

を十分分かった上で質疑してるのに、貴重な時間

をそういう答弁の使い方をしないでいただきたい。 

  これで質疑を終わりたいと思います。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から総括質疑

があります。 

○たがた直昭委員 最後３０分ですので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  まず初めに、鹿浜図書館のことから入らせてい

ただきたいと思います。 

  昨年１月中旬から２月の中旬まで、鹿浜の図書

館が利用できなくなりました。その理由として、

床ジラミが発見されたということであります。そ
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れ以後、そのような話は耳にしていませんが、他

の図書館も含め、安全対策についてお聞きしたい

と思います。 

○中央図書館長 現在の安全対策についてでござい

ますが、粘着カーペットクリーナーを使用して、

日常の清掃を丁寧に行わせていただいているとこ

ろでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  私も今回の代表質問の関係で、１月から２月、

四、五回ちょっと利用させていただきましたけれ

ども、特にこの時期は受験シーズンでもあり、ま

た昨年も再開した翌日がちょうど都立高校の入試

ということでありましたので、多くの中学生が利

用しておりましたけれども、前回利用できなかっ

たということで困惑をしていましたので、特に受

験シーズン等々を終えたと思いますが、万全の対

策をよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、図書館は、中学生、高校生の第３の居場

所、サードプレイスとして現在も多くの生徒や学

生が利用されております。 

  先日、我が党のさの委員より、地域学習センタ

ーの学習スペースの拡大の話をされておりました。

４月より、通年実施において、音楽室や調理室等

を含む学習スペースの拡大が図られ、更に自主的

な学習支援の場が提供されます。各地域学習セン

ターではむしろフリースペースでも多くの中学生

が一緒に勉強している姿をよく見掛けますが、現

在その辺の現況についてはいかがですか。 

○地域文化課長 フリースペースで非常に多くの受

験生の方、勉強されております。鹿浜センターも、

特に多いセンターかなと考えております。 

○たがた直昭委員 学習支援の場の提供については、

利用時間、利用場所、対象者の拡大となりますの

で、更なる周知、ＰＲをよろしくお願いしたいと

思います。 

  次に、初日に予算編成についてちょっと若干で

きなかったことがありましたので、この場をお借

りして確認をさせていただきます。 

  私、初日に歳入の自主財源の確保ということで

言わせていただきました。その中でも、自主財源

について、更なる財源確保の一つである未利用地

の有効活用についてちょっと確認をさせていただ

きたいと思います。 

  未利用地の有効活用として、特に定期借地権設

定による貸付けの借地料も大事な収入減であると

思います。令和６年度は３０件で約１億５，９０

０万円、令和７年度は同じく３０件ですが、金額

が約２億３，８００万円と。要因としては、鹿浜

西小学校跡地のベルクスの貸付けにより大幅な増

額と聞いていますが、この辺についてはいかがで

しょうか。 

○資産管理課長 たがた委員おっしゃるとおりでご

ざいます。 

○たがた直昭委員 ちょっと余談になりますけれど

も、いよいよベルクスが鹿西の跡地に来ていただ

くということで、この地域は本当に商業施設がな

くて、一時鹿浜五丁目団地というのがあったので

すけれども、ここに足立区の公設市場が入ってた

のですけれども、やはりそこに入っていたスーパ

ーが急遽閉鎖となりまして、十何年、本当に地域

としてスーパーがないないということで、私とか

自民党の鹿浜議員とか一生懸命動いたのですけれ

ども、なかなか誘致することができなかったとい

う最中で、ようやくベルクスさんが来ていただい

たということで、本当に感謝を申し上げますと同

時に、今月の１７日が内覧会ということで、私の

自宅にも案内状が来ましたけれども、特に行政の

皆様は地域要望に対して、例えば一方通行の解除

とか、また右折レーンの設置、そして歩行者の安

全性確保ということでは、もう本当に行政の方々

に動いていただいて今日に至ったことについては、

改めて敬意を表したいと思います。 

  今後、未利用地の有効的な活用により、将来の

財政状況を見据えた取組が必要不可欠であります。
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定期借地権設定による貸付け等、今後も積極的に

財源確保に努めるべきと思いますが、その辺につ

いてはいかがでしょうか。 

○資産管理課長 たがた委員おっしゃるとおり、自

主財源しっかり確保できるように、未利用地の利

活用、しっかり取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○たがた直昭委員 あと１点、更なる財源確保とし

て民間事業者の資金やアイデアを活用し、効果的

かつ効率的な施設整備や運営により、歳出の抑制

をしていく取組も必要であります。 

  施設の民営化やリース、ＰＦＩ等、民間事業者

の資金やアイデアを活用した公共施設の整備、運

営手法の導入も積極的に行っていただきたいと思

いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○資産活用部長 たがた委員御指摘のとおり、その

ように努めてまいりたいと考えております。 

○たがた直昭委員 よろしくお願いします。 

  次に、収入未済と不納欠損、これだけちょっと

確認をさせていただきたいと思います。 

  本来であれば、入ってくるお金が何らかの理由

により整理期間までに納入されなかった場合は、

収入未済として計上されます。 

  収入未済額については、財政課の資料によりま

すと、平成３０年は約９７億円、以降８５億円、

８０億円、そして、令和５年度は７９億円と、６

年前に比べると１７億円減少しておりますが、令

和６年度からは８３億円と４億３，０００万円増

と増えておりますが、その辺の要因と今後の見通

しというのはいかがでしょうか。 

○財政課長 財政課で提供しております資料に記載

をさせていただいておりますけれども、４．３億

円増の大きな要因とすると、国民健康保険料につ

いての収入未済が前年度比の３．９億円増となっ

てございます。 

  収納率向上対策委員会等を立ち上げておりまし

て、様々、先ほども少しお話ありましたけれども、

キャッシュレス決済の促進ですとか、そういった

ものを進めておりますので、なかなかすぐに減少

につながるかどうかというところはありますけれ

ども、なるべくそれを落とすように、今全庁挙げ

て取り組んでいるような状況でございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  あと一方、不納欠損額、ちょっとこれを確認し

たいのですけれども、時効や債権放棄により債権

が消滅した場合は不納欠損が発生されます。不納

欠損額も、６年前の３５億円から令和６年度は１

５億円と着実に減少しております。 

  収入未済額同様、令和７年度の状況と今後の見

通しについてはいかがでしょうか。 

○納税課長 不納欠損は、債務者の死亡や無資力な

どの要因によって各債権において適切に実施して

おります。 

  令和６年度は例年並みの１５億円程度、今御指

摘のとおりですが、令和７年度については、決算

の際に取りまとめるので、こちらで御報告してま

いります。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  恐らく全庁的な取組として収納率向上委員会で

様々な対策を講じながら取り組まれており、各種

債権の徴収にも努力されていると思います。 

  それぞれの部署が責任を持って努力されている

中で取り組まれていると思いますが、改めて最後

いかがでしょうか。 

○納税課長 たがた委員御指摘のとおり、不納欠損

の適切な処理を努めてまいります。 

○たがた直昭委員 どうぞこれからもよろしくお願

いしたいと思います。 

  次に、高野スポーツパークについて、ちょっと

これ若干地元から様々な御意見をいただいており

ますので、確認をさせていただきたいと思います。 

  高野スポーツパークは、江北小学校との統合に

伴い令和４年３月末で閉校した高野小学校跡地に

計画をされました。大きな期待の中、来月、４月
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２６日の開設に向けて現在準備が進められており

ます。 

  本施設は、サッカー、フットサル、グラウンド

ゴルフ等、区内初の全面人工芝の多目的広場とし

て、スポーツと健康づくりをコンセプトに整備を

されております。 

  現在、開設に当たっては、オープニングセレモ

ニーやイベント等が計画されていると思いますが、

地元の皆様の御協力をいただきながら、多くの方

に喜ばれるイベントとなるよう期待をいたします

が、現在どのような内容で検討されておりますか。 

○地域文化課長 スポーツ振興調整課長を兼ねてお

りますので、私の方からお答えいたします。 

  ４月２６日にオープニングセレモニーを行いま

す。その際には、江北桜中の吹奏楽部の皆さんで

あるとか、地元のサッカーチーム、サッカークラ

ブの小学生のお子様に参加いただくなど、地元の

方にたくさん参加いただいて喜んでいただけるセ

レモニーにしたいなと考えております。 

○たがた直昭委員 本当に女子医大が開設して、す

こやかプラザが開設して、いよいよ今度はこうい

うスポーツパークということでありますので、地

元の方も大変喜んでおりますので、是非御期待を

添えていただきたいと思います。 

  また、区内外から利用者や日暮里・舎人ライナ

ーでの施設利用者等に対しても、特別にＰＲイベ

ント期間を設けるなどして、認知度向上に努める

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

○地域文化課長 ４月２６日以降も、４月は無料で

利用できる機会を設けたりだとか、５月、６月に

ついては、数日になりますが、やはりフットサル

大会であるとか、地元の御高齢の方も参加できる

ようなイベント、また、日暮里・舎人ライナーか

らも施設が分かるような、ターポリンという、オ

ープンというような目立つ看板というものを付け

ながら、認知度向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  是非地元の近隣小・中学校、児童・生徒また幼

稚園、保育園など、その辺の方々にも無料開放し

ながら、喜んでいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  あと、施設利用に当たり、駐車場や駐輪場など

の配置は必要不可欠であります。駐車場につきま

しては、北側の江北給水所温浴施設の一部利用も

要望し、先日も工藤副区長が改めて東京都へ伺い、

要望されたと聞いておりますけれども、いかがで

しょうか。 

○副区長 先週、水道局の部長の方に要望書を持っ

て行ってまいりました。 

  その中で、駐車場については、もともと区の方

で要望してる内容ですし、それに沿って開設をし

ていただくということですけれども、施設そのも

のの温浴施設のオープンが大分遅くなるというこ

とですけれども、私どもの希望する１１月ぐらい

までには、先行して駐車場を何とか開放できるよ

うにしたいというような申出がございました。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  せっかくいいスポーツパークができても、駐車

場がないとなると、これも困ると思うし、当然、

ちょっと歩けばすこやかプラザもあるかと思うの

ですけれども、その辺も利用できるように、是非

東京都に要望していただきたいと思います。 

  あともう１点、上沼田東公園東側の創出用地、

これ活用条件として、スポーツや健康の分野で上

沼田東公園と高野スポーツパークが連携できる施

設として公募されて、せんだって事業者が決まり

ました。 

  今後、この３施設の連携により、将来の集客、

地域の活性化等が期待されると思われますけれど

も、例えばプロスポーツチームの協力や３施設全

てを使用した大規模イベント等、集客性の高い企

画が必要かと思いますが、この辺はいかがでしょ

うか。 
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○エリアデザイン計画担当課長 たがた委員おっし

ゃるとおり、上沼田東公園、あと高野スポーツパ

ーク、それと創出用地、この三つで集客性の高い

企画というのを行っていければと考えております。 

○たがた直昭委員 ようやく、よく３施設連携連携

と言っておりましたけれども、いよいよ連携のあ

れになりますので、この辺またしっかりと企画を

しながら進めていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  次に、日暮里・舎人ライナーの混雑緩和の取組

ということで若干お尋ねをさせていただきたいと

思います。 

  昨年の９月、東京都交通局と足立区は、日暮

里・舎人ライナーの更なる混雑緩和に向けて、相

互で連携し、バスを活用した実証実験を行うこと

とし、基本合意をいたしました。 

  実証実験のバスの運行ルートは、江北駅前で乗

車し、西日暮里駅前及び日暮里駅前で降車となり

ます。利便性については、多少時間が掛かるもの

の、座っていけるというメリットがあります。 

  さきの代表質問でも確認しましたが、現在１日

の利用者数は平均で６０人ぐらいと聞いておりま

すが、どのような方が御利用されておりますか。 

○交通対策担当部長 年代で見ますと、やはり３０

代、４０代、５０代の方々が多く利用されており

ます。また、学生さんの中には、昨年１２月です

か、手をけがしてしまって三角巾でつっているよ

うなお子さんも乗っていただいてたという状況で、

利用いただいている状況が確認できております。 

○たがた直昭委員 現在、アンケートにより利用者

の声を徴集していると思いますが、その回答は実

証実験終了後と聞いておりますけれども、いつ頃

どのような形で公表されると聞いておりますか。 

○交通対策担当部長 今おっしゃっていただきまし

たとおりで、東京都の方で整理を進めていただい

てる状況でございます。 

  こちらにつきまして、また３月後半から、それ

から４月に入りますと、終わる時期のアンケート

も実施しますので、そこと合わせた形での公表に

なってくるかというふうに考えております。 

○たがた直昭委員 今回の実証実験は３か月間であ

り、今月の２７日で運行終了となります。短期間

の取組ですが、今後バスの運行方法や運行に要す

る費用等、様々な観点から検証を行うと聞いてお

ります。 

  バスの利用者に聞いてみると、このままバスの

運行を続けてもらいたいという声も聞いておりま

す。運行の継続、廃止、また更なる改善に向けた

形で運行が実施されるのか、今後についてはどう

か伺います。 

○交通対策担当部長 今現在実施しているものは、

３月２７日ということで一旦は終了という形にな

ってございます。 

  これにつきまして、４月以降になるのですけれ

ども、東京都としっかり協議をした上で、この先

の方針等についてまた御報告をさせていただきた

いと思います。 

○たがた直昭委員 東京都が主体になっております

けれども、足立区も半分関連しておりますので、

是非その辺は早急に結論を出して決めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  私の方からも、ちょっと女子医大のことで確認

をさせていただきたいと思います。 

  せんだって、総務委員会の中で、岡安議員や太

田議員が区長の方に質問しておりましたので、私

はそんな詳細というよりも、最終的には認識の確

認だけさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  個人的なことで恐縮でありますけれども、私、

平成１５年、２００３年に議員として初当選をさ

せていただきました。恐らく今から二十二、三年

前になるのですけれども、そのときは、私はどち

らかというと西部地域側のあの辺で活動しており
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ましたので、二十二、三年前で、地域の御意見、

御要望の中で一番多かったのが日暮里・舎人ライ

ナーの開業なのですね。私が平成１５年に当選さ

せていただいたのですけれども、当初、日暮里・

舎人ライナーというのは平成１１年に開業する予

定だったのです。これが延びて平成１５年になっ

て、私が当選したのですけれども、そこでも開通

されなくて、何とか一日でも早くということで、

平成１９年度、平成２０年３月３０日、平成１９

年度に開通されたということで、８年遅れたとい

うことで、まずは議員になったらもうとにかく開

業、ライナーを走らせてくださいと、これが１点

目だったのです。 

  ２点目は、次に、舎人公園の整備だったのです

ね。今、Ａ地区はいいとしても、Ｂ地区、Ｃ地区

がもう何もない状況でありまして、むしろ小学

校・中学校から、もうここは通るなぐらいのこと

で、もう本当に怖いということの中で、やはり地

元としては、この状態ではもう何とかしてくださ

いということで、２点目として、やはり公園の整

備と言われたのですよ。 

  ３点目にすごい御意見が多かったのが、やはり

大学病院の誘致ということだったのですね。やっ

ぱり地域にはなかなか大きい病院もないし、足立

区も大学病院みたいな大きい病院が欲しいんです

ということで非常に言っておりました。 

  当時、私３０代の後半だったのですけれども、

そんなに病院と縁がなかったものですから、そん

なにもあれだったのですけれども、一番難しい、

公約ではないけれども、一番大変な事業だなとい

うことで、当選をさせていただきました。 

  そういう中で、区民より大学病院の設置を求め

る声が多い中、江北地域で都営住宅の建て替えに

より余剰地が発生し、また、女子医大側も病院の

移転先を模索していた中、足立区の病院誘致の意

向と女子医大側の移転の必要性が一致し、病院誘

致の実現性が帯びてきました。 

  区長、そのときの心境というのはいかがでしょ

うか。 

○区長 当初、女子医大は今の場所、かつての東医

療センターの場所では再構築ができないというこ

と、又は災害対策の拠点病院でありながら耐震が

十分でないというような問題もあって、もう辞め

るか移転するかの二つに一つ、荒川区内でも様々

に場所を模索したけれども、これという場所がな

くて、自分たちとしては、足立区に移転するか、

今のところで閉院するか二つに一つだということ

のタイミングで、結果的に誘致できたということ

だと思います。 

  私のところにも、大勢の区民の皆様方の大学病

院誘致ということは入っておりましたので、そう

いった意味で、タイミングには恵まれたかなと思

っております。 

○たがた直昭委員 正にそのとおりで、私も絶対大

学病院など無理だみたいな決めつけてたのですけ

れども、時がそういう形になりまして、誘致に至

る結果になったのですけれども、平成２７年４月

２８日付で移転に関する覚書が交わされました。

ここに至るまで、またその後も、区長、職員をは

じめ、我々議員関係者も議連を発足なるだろうし、

莫大な当然予算であるものの、ある程度皆さんが

一丸となって事を進めてきたことは事実だと思い

ます。 

  一般的に、仕事として相手と付き合う場合は、

当然一緒に食事をすることもあると思われますし、

会費制による会食、会議における飲食の提供、ま

た物品の授受など、場合によっては、親睦や接待

と称し、常識の範囲内においてお互いの関係を深

めていくと思います。 

  区長、このような信頼関係はどのように取られ

ますか。 

○区長 特に大学誘致に当たりましては、先方の地

域医療に関する考え方ですとか、足立区の医師会

との関係をどのように考えてらっしゃるかという
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ような基本的なお考えも知りたかったですし、実

際にお人柄全く存じ上げませんでしたので、一定

程度、足立区のトップと先方のトップがそうした

関係性をつくるということは、職員がこれから事

務的に手続を進める上でも非常に重要なポイント

だというふうには意識しておりました。 

○たがた直昭委員 当然食事をしながら、様々お互

いの関係を、信頼関係を深くつくっていくという

ことは非常に重要だと思うのですけれども、資料

の中で１点だけ、覚書締結後の１か月後、６月２

日のニューオータニでの最初の食事と記載されて

おりますけれども、先ほど若干答弁ありましたけ

れども、その以前については、記憶がない、覚え

てないというふうに。 

○区長 このときが初めてだったと思っております。 

  それまでは先方に伺って、会議の中でお話をし

たということはございますけれども、それだけと

いうことで、実際の会食は、これは、私の覚えて

る限り、そういうことでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  今回の調査結果では、特に問題がないとしてお

り、社会通念上許容される範囲とされております

が、疑義が生じていることは事実であります。利

害関係者の接触に当たっては、区民の疑惑を招く

ような行為は絶対に慎むべきであります。 

  ただ、内容もしかりですけれども、やはり新聞

に載ったということは、これはもう事実でありま

すので、これからも内容を含め、このところは重

く受け止めていただきたいと思います。 

  その上で、公正な職務全うをしていただきたい

と思いますが、最後改めて、区長いかがでしょう

か。 

○区長 何か形に残す必要があると思いますので、

兵庫県のルール等も、各自治体のルール等も確認

させていただいて、私、副区長といった管理職以

上の特別職のルールを具体化する必要があると考

えておりますので、そうしたことを通じて己を律

していくということで仕事をさせていただきたい

と思っております。 

○たがた直昭委員 初日でも言いましたけれども、

やはり区長として、社会情勢の変化に対応しなが

ら、区民生活を支え、区民目線に立った施策を幅

広く展開すべきと私も言わせていただきましたけ

れども、更なる強い決意でクリーンな区政運営の

かじ取りをこれからもお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  あと５分弱になりましたので、ちょっとＰａｙ

Ｐａｙの話だけさせていただきたいと思います。 

  この間、様々な議論がありましたので、私から

も若干、ちょっと確認をさせていただきたいと思

います。 

  いよいよＰａｙＰａｙが今日付で終わるのです

よね、確か。恐らく６０％、販売率行かなかった

と思うのですけれども、様々な問題、課題がある

中で、私も１２月の販売と同時に買わせていただ

きました。 

  １０口購入しましたけれども、ちょうど年末年

始ということもありましたので、Ａ券は何を使お

う、Ｂ券は何を使おうということで、私にとって

は更に３０％上乗せされたので、非常によかった

なという感想と同時に、ちょっと近くの飲食店に

１月頃行くと、パン屋さんとか飲食店は、どうで

すかと聞いたら、とにかく１２月はすごい人が来

ましたと。もうありがたいです。そのような喜び

の逆に声を幾つかいただいたんですが、区にはそ

のような声が入っておりますか。 

○産業振興課長 御高評いただいてありがとうござ

います。また、よいお話ありがとうございます。 

  お客様が来過ぎて登録店をちょっと辞退するよ

うな、そんなお店も１件ございましたが、商店街

連合会の方の理事の方に聞いたところ、様々なキ

ャンペーンを打っていただいてありがたいという

お話などもいただいております。 
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○たがた直昭委員 分かりました。ありがとうござ

います。 

  この喜びの話で終わろうかなと思ったのですけ

れども、昨日の夜メールが入ってきたのです、私

のところに。いつもお世話になっておりますと、

今回足立区で実施しているＰａｙＰａｙですが、

とても分かりづらく、娘があるスーパーで買物し

たら、そのＰａｙＰａｙでやりましたら失敗とな

ったそうですと。これ、どうもそのスーパーに聞

くと、あしたで最後だから、最後駆け込みでみん

なやって使えなくなったのではないかという、ス

ーパーはそういう言い方してた、これが本当かう

そか分からないのですけれども、とにかく使えな

かったと。何人かの人もやったけれども、あした

で終わりだからやっても使えなかったということ

で、この辺は後でもう１回検証していただきたい

のですけれども、そういう事実もあったというこ

とで、昨日の夜、９時１７分だ、私のところへ連

絡を来て、今後しっかりとこの辺も対処してくだ

さいということでありましたので、事実は後で伝

えます、確認していただきたいと思いますが、そ

ういうこともあったということで、ちょっと頭に

入れておいていただきたいと思います。 

  様々、るるな話があるのですけれども、これ配

ったときに、今回若い人が余り利用されなかった、

その理由としては、やはりまとまったお金をＱＲ

コードの方に、ふだんもそんなに入れてないけれ

どもという話があったのですけれども、私も若干

指摘をさせていただいたのですけれども、やはり

大きな見出しの中から、４万円購入すると５万２，

０００円買えますと書いてあります。でも、我々

でもやっぱり４万円一挙に入れるというのは、当

然分割できませんからね、結構な高額なお金だと

思うし、この辺が若者が引いたのではないかと思

うのですけれども、この辺のチラシについてはい

かがでしょうか。 

○産業振興課長 たがた議員の御提案もいただきま

して、２月の「あだち広報」の再度のお知らせに

つきましては、一口４，０００円からということ

で表現を改めさせていただきました。 

  今後のこういったキャンペーンにつきましても、

皆さんが取り入れやすいような表現に変更してい

きたいと思っております。 

○たがた直昭委員 分かりました。是非４万円で５

万２，０００円ではなくて、４，０００円買うと

５，２００円ですよ、これがマックス１０口まで

買えますよという方が、私は入りやすかったのか

なということで、今後の課題として取り組んでい

ただきたいと思います。 

  今後、更なる事業内容をしっかりと分析して、

区民の意見を十分に反映し、制度設計の検討をし

ていただきたいと思います。 

  その意味を含めて、このＰａｙＰａｙ事業、改

めて、継続性について伺いたいと思います。 

○伊藤のぶゆき委員長 簡明に。 

○産業振興課長 ３月１０日、本日事業終了します。

速やかに結果分析を行いまして、今回課題となっ

た点、解決できる方法も見えてきてございますの

で、確実に実施できる方法を早い段階で提案でき

るよう検討を進めてまいりたいと思います。 

○たがた直昭委員 以上で終わります。６日間、あ

りがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、自民党から総括質疑

があります。 

○工藤てつや委員 皆さんお疲れさまです。自民党

の工藤でございます。最後の時間担当させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  また、午後の冒頭に、伊藤委員長の方から、も

う少しだから頑張りましょうという、伊藤委員長

らしくない優しいお言葉をいただきました。感謝

を申し上げたいと思います。本当にありがとうご

ざいます。 

  本当に最後の３０分になりますので、是非前向
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きな答弁いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

  まず初めに、東京女子医大の件について伺って

まいりたいと思います。 

  この件については、午前中、岡田委員、それか

ら、他の会派の委員からもるるお話がございまし

た。 

  私の方からは、初日の質疑の中で、８５億円の

算定根拠、他自治体との比較資料、それからより

詳細な会食記録などの資料の提出を要望しました

ところ、予算特別委員会４日目の中で資料を再提

出いただきました。 

  総務委員会での再提出になるのかなと思いまし

たけれども、時間のない中で、事の重大さを受け

止めて、積極的に、かつ迅速にこの資料を提出い

ただきましたことに対しまして、区の姿勢に対し

て敬意を表したいというふうに思っております。 

  近藤区長からは、総務委員会、それから予算特

別委員会を通じて、社会通念上、問題はなかった

とはいっても、脇の甘さがあった、更に厳しく自

分を律していくという姿勢が必要だと、今回の一

連に対しての反省の答弁もいただいております。 

  まず、これらを踏まえて、今後は区として、利

害関係者との接触記録、会食記録、贈答品の管理

記録などを明確にしていただいて、公表するよう

な記録に関するこのルールの制度化を要望したい

と思いますが、この辺りについてはいかがでしょ

うか。 

○副区長 これまでも御答弁してきておりますとお

り、兵庫県等の事例や、国、他の自治体の事例も

確認しまして、必要な措置について検討して、ま

た御報告をさせていただきたいと思います。 

○工藤てつや委員 この件については、へんみ委員

からもあったかと思いますし、また私費と公費の

部分も含めて、なかなか線引きというところも難

しいかと思いますが、庁内でしっかりとこれは揉

んでいただいて、ルール化図っていただきますよ

うに、よろしくお願いしたいと思います。 

  あわせて、足立区の規定、利害関係者との接触

に関する指針について、新たに、区長、副区長、

特別職を対象に、今回のことも事例として、コン

プライアンスに関する研修会を実施していただき

たいと、私ども自民党として要望したいと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 公益監察員のこ

の報告書の中の意見としても出ているところでご

ざいますので、早急に取組させていただきたいと

思います。 

○工藤てつや委員 前向きな御答弁ありがとうござ

います。是非こちらに関しても必要かと思います

ので、迅速に対応していただきますようにお願い

したいと思います。 

  それから、初日の質疑で、調査報告書の議会へ

の報告が遅くなったことに対して、私の方からも

御指摘をさせていただきました。 

  改めて、この件についてどのように感じている

のか、総務部長の見解を伺いたいと思います。い

かがでしょうか。 

○総務部長 ガバナンス担当部長の立場としてお答

えさせていただきます。 

  こうした客観的な調査報告、遅れるならば遅れ

る、それからどのぐらいの見込みで結果が上がっ

てくるのか、そういったところも議会の方にお伝

えするべきだったと思っております。 

  今後気を付けてまいります。 

○工藤てつや委員 正に御答弁のとおりで、そうい

った姿勢が大切だというふうに思いますので、今

回の件はしっかりと反省をしていただいて、再発

防止に努めていただきたいというふうに思います。 

  また、振り返りますと、過去に類似している事

例もございました。 

  我々の会派の議員が要望していた案件が実現に

至った場合に、進捗についてのフィードバックや

報告がないまま委員会資料に突如出ていたり、そ
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れから再開発やまちづくりにおいて、それぞれの

地域の議員への情報提供がやはり足りなかったり

漏れていたりというようなケースが多々ございま

した。 

  これらの件については、私ども自民党として、

昨年の１２月に工藤副区長に会派としての強い要

望ということでお伝えをしたというふうに記憶が

あるのですが、庁内でどういった指示を出してこ

の情報の共有を図ったのか伺いたいと思います。

いかがでしょうか。 

○副区長 まず昨年の１１月２８日というふうに記

録してますけれども、工藤団長、伊藤幹事長、岡

田副幹事長の方に私行きまして、それで、このと

ころの議会説明が遅い、あるいは足りないという

ようなことで御指導いただきました。 

  それを踏まえて、１２月１日に自民党総会の中

で謝罪をさせていただきました。内容というのは、

六町の駅前開発の動向の件ですとか、清水邸の開

放の件、あるいは綾瀬東側にあります歩道橋の地

域との連携ですとか要望書の関係、こういったも

のも含めて報告がないということで御指摘を受け

まして、その後、すぐそこの後の答弁検討会の中

で、部長たちに、そういった状況があるので、順

番で言えば、議長、副議長とかという順番になる

のですけれども、やはり御意見いただいた地元の

議員さんですとか、そういったところにまずしっ

かり説明して、通常のルールもありますけれども、

そういったルールでやっていくということで、職

員の方に私の方から指導したところでございます。 

○工藤てつや委員 私ども自民党だけではなくて、

他の会派の委員も同じような思いでいらっしゃる

方々、大変多くいらっしゃるのではないかと思い

ます。 

  ですので、これはやはり議会との信頼性に関わ

る重大なことだと思いますので、今回のことを教

訓にしていただいて、こういったことがないよう

に更に庁内で徹底をしていただきたいと思います。 

  副区長いかがですか。 

○副区長 実は、今、勝田副区長と私と教育委員会

もやってると思うのですけれども、進行管理表と

いうのをつくって、月に２回ぐらい、各分野にお

いて検討しているということの進行管理を行って

おります。 

  それがちょっと１００％できてなかったという

ことで申し訳ないのですが、それを徹底して、ど

ういうタイミングでどこにどういう説明をするの

か、そういったことも併せて、進行管理していき

たいと思います。 

○工藤てつや委員 是非そういったものを活用して

いただいて、進めていただきたいと思います。 

  それから、今回の女子医の件については、初日

に私の方からお伝えしたとおり、違法性はなかっ

たということは十分に理解している中で、区民目

線に立って疑義を解消したい、チェック機能を果

たさなければならないという思いを持って、様々

質疑をさせていただきました。午前中、岡田委員

もおっしゃってたかと思います。 

  ただ、やはり一番大切なことは、これからのこ

とだと思います。今後のことだと思っています。 

  今回の一連の件を踏まえて、今後は区としてど

ういった姿勢で臨んでいくのか、最後に区長に伺

いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○区長 特別職のルール化も含めて、なるべく早く

見える形で、今回のことを踏まえた新しいルール

を、議会にも、また区民の皆様方にもお示しする

ということがまず第１点でございます。 

  様々御議論いただいた中で、私自身至らないと

ころが多々あったことは事実でございますので、

そういったところ、きちっと襟を正しながら、区

民の方に信頼していただけるように、これからも

努めてまいりたいと思います。 

○工藤てつや委員 区長からも強い決意をいただき

ました。 

  また、今回の件というのは、考えますと区長部
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局だけではなくて、様々な場面に遭遇する我々議

員側も、自分自身を律していかなければならない

と、改めて襟を正していこうといった新たな緊張

感というか危機感、こういったものを持つことが

できたような気がしております。 

  先ほどのルール化や研修会、先ほど区長からも

答弁ありましたけれども、しっかりと実施をして

いただいて、今回のことを教訓に、是非区民の皆

様から信頼される区政運営を期待したいというふ

うに思います。 

  次に、話題変わります。あだち食料品等物価高

支援給付金について伺いたいと思います。 

  区としての当面の課題である物価高対策は、言

うまでもなく大変重要な施策であります。午前中

にも佐々木委員から御指摘がありましたけれども、

現在電話がつながらないとか、お問合せに支障が

あるということも伺いましたし、また封書された

中身の御説明の内容も非常に分かりにくいという

質疑がありましたけれども、こういった課題に対

して、区としてどう対応していくのか、迅速な対

応を望んでいきたいと思います。いかがでしょう

か。 

○福祉管理課長 御指摘いただきまして、区のホー

ムページの方に分かりやすい図と、あとＡＴＭの

操作の図を掲載したところでございます。 

  また、区の代表電話のコールセンターの方とも

協力して、一般的な問合せには対応していただく

ように庁内連携してまいります。 

○工藤てつや委員 是非丁寧な対応をお願いしたい

と思います。 

  それから、我が会派のしぶや委員からも先日質

疑がありましたけれども、自民党として、郵送し

た御案内の書類に、区内の商店などで消費をして

ほしいという思いで、区内の消費喚起のＰＲの記

載を是非やっていただきたいと要望させていただ

きましたけれども、拝見したところ、残念ながら

今回区民の皆様に同封した書類などには一切記載

がありませんでした。 

  先日、この件について福祉部長からも答弁があ

りましたけれども、自民党として要望した案件に

ついて、なぜ何もやらなかったのか、疑問を持っ

てなりません。 

  先ほどのお話ではありませんが、もし記載がで

きないのなら、できなかった理由を郵送前に私ど

もに事前に説明するべきだったのではないかと思

うのですが、この点については福祉部長いかがで

すか。 

○福祉部長 各種委員会で委員の方から御要望いた

だいていた点でございましたので、事前に、こう

いった事情で今掲載ができていないというような

御説明をすべきだったと思います。 

  その点に思いが至らなかったのは、ひとえに私

の至らなかったというふうに思っております。 

  現状できることとして、区のホームページやＳ

ＮＳ発信の場合に、区内で消費をしていただきた

い、検討をというような文言は入れさせていただ

いておりますので、それは最後まで継続させてい

ただきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 分かりました。 

  先ほども足立区議会との信頼関係の部分につい

てのお話もさせていただきました。是非、今回の

件については反省をしていただきたいと思います。 

  また、今回の件については、区内経済の活性化、

消費喚起策としても千載一遇のチャンスだったと

思います。これらについては、産業環境委員会で

も私の方から要望させていただいて、きちんと関

係機関との連携を図っていただきたい、そういっ

たところお願いしたいと伝えていたかと思います。 

  なぜ、産経部としては郵送分に対しての連携を

福祉部と取らなかったのか、今後はどういった対

応をするのか、産経部長に聞きたいと思います。

いかがでしょうか。 

○産業経済部長 消費喚起策としてのＰａｙＰａｙ

事業につきましては、本人確認に時間が掛かった
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りとか、あと終了間際だったというふうなところ

で御案内することがちょっとできませんでした。

大変申し訳ございませんでした。 

  ４月からレシート事業が始まります。そちらの

方では「あだち広報」、それからＳＮＳ、そうい

ったものでしっかりと区内で買物をして、お得に

その支援金を使いましょうというふうにＰＲして

まいります。 

○工藤てつや委員 ちょっと質疑かみ合ってないの

ですけれども、今回のこの重点支援の交付金の郵

送分に対しての消費喚起策、それを福祉部としっ

かり連携を図ってやってほしいということを産環

の中でお伝えしたのですけれども、全くちょっと

その辺が動いてない状況だったので、それで伺っ

てるのですけれども、いかがでしょうか。 

○副区長 私も産環委員会に出席して、その御意見

があったことをお聞きしてました。 

  それで、私も、福祉の方にそういった内容のこ

とが出たということは、政策経営とかも話をして

たのですけれども、申し訳ございません、記載さ

れなかったということでしっかりと伝え切れなか

ったということで私の責任でございます。 

○工藤てつや委員 分かりました。 

  今回ちょっと初回逃してしまったかもしれませ

んけれども、消費喚起策に力点を置いた取組を是

非福祉部、それから産経部、他の部もそうだと思

うのですけれども、連携を図って、また後追いに

なるかと思いますが、しっかりとこういった策を

進めていただきたいと思います。 

  また、今回の予算委員会の中で、効果ですとか

検証の話も出ておりました。今後の取組について

も改めて伺いたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○福祉部長 今回、検証については、私どももやっ

ていきたいと思っておりまして、アンケートを今

後実施したいというふうに思っています。項目は

今ちょっと検討中ではあるのですけれども、区内

できちんと使っていただいたのかですとか、あと

使い道、どういったものをお買いになったのか、

細かくはちょっと聞けないと思うのですけれども、

そういったものを盛り込んだアンケートをやって

いきたいと思っておりまして、できるだけ次の４

月の厚生委員会のときに、こういったものでアン

ケートを取っていきたいというのを御報告させて

いただきたいと思っております。 

○工藤てつや委員 是非しっかりと分析を行って、

施策に生かしていただきたいと思います。 

  それと、詐欺行為ですとか、なりすましの事件

を想定すると、セブン銀行ＡＴＭでの受け取りに

ついては、周辺への警戒ですとか、警察ですとか

青パトとの連携というか、そういったものも必要

なのかなと思うのですけれども、この辺りについ

てはどうなのか、区として考えていることあれば

教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○福祉管理課長 現在、危機管理部におきまして、

区内４警察署ごとに３６５日２４時間の巡回警備

を委託しております。 

  巡回警備の中で、もし被害が発生した場合には、

その状況に応じて警察署と連携するなど、情報共

有して対応してまいります。 

○工藤てつや委員 状況次第かと思うのですけれど

も、事件を未然に防ぐための対応を是非御検討い

ただきたいと思います。 

  次に移ります。 

  先ほど物価高対策に触れましたけれども、残り

１５分切ってますので、最後の総括として、来年

度における幾つかの重点施策の方向性、それから

その施策に対しての決意について、所管の長であ

ります担当部長を中心に伺ってまいりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  まず、令和８年度の重点施策としてプラスチッ

ク分別回収がスタートとなります。プラ分別回収

の効果や意義というのは理解ができるのですけれ

ども、それに掛かる公費負担と、区民の皆様への
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負担は大きいと考えております。 

  どのように区民の皆様に理解をしてもらい、協

力をしていただくのか、また４月からスタートと

なりますが、準備については大丈夫なのか、現状

について伺いたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○環境部長 これまでも様々な媒体を活用して、動

画も使ったりして周知を行ってまいりました。 

  また、４月以降もリーフレットの配布ですとか、

また個別説明会も、もう予約が入ってるぐらいな

ので、継続して続けたいと思います。 

  事業効果として、ごみの減少量ですとかＣＯ２の

削減量、そういったものを丁寧に説明して、御理

解いただきたいと思っております。 

  また、御心配をお掛けしました中間処理施設４

プラントについても、最終調整を行っております

ので、４月に向けて準備万端で進めていきたいと

考えてございます。 

○工藤てつや委員 是非、このプラ分別の意義をし

っかりと理解していただける取組をお願いしたい

と思います。 

  改めて、環境部長、来月４月からスタートする

この施策に対しての決意を伺いたいと思います。

いかがでしょうか。 

○環境部長 このプラスチックの分別回収について

は、いわゆるプラ新法がきっかけではございます

けれども、ごみの減量と、あとＣＯ２削減について

は効果的な施策でございますので、そこの必要性

や効果をしっかりアピールしながら、区民に継続

した周知、御理解と御協力をお願いしたいと考え

てございます。 

○工藤てつや委員 最初はもしかしたら混乱する可

能性はあるかと思いますけれども、是非臨機対応

な対応をお願いしたいというふうに思います。安

全第一でお願いしたいと思います。 

  次に、産業経済部所管の施策について伺います。 

  人材採用支援助成金と人材育成資格取得研修費

補助金が、共に来年度は継続、また来年度は新た

に人材定着サポート助成金を創設ということで、

様々な角度から、区内事業者や区民生活への支援

を前に進める姿勢に対しては高く評価をさせてい

ただいております。 

  これらの施策をどのように進めていくのか、来

年度に向けての産経部長の決意と意気込みについ

て伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○産業経済部長 人材につきましては、採用から育

成、そして定着、そういった三つの側面を一本の

矢でもって通して進めていくのが非常に重要だと

思います。 

  また、そういった気持ちを企業の方に持ってい

ただきたいというふうなところで、しっかりと周

知を図っていきたいというふうに考えております。 

○工藤てつや委員 人材の採用、育成、定着と、３

本の矢を柱に人材確保に向けての施策をしっかり

と進めていただきたいと思います。 

  あわせて、足立区プレミアム商品券、ＰａｙＰ

ａｙ商品券事業については、今回、予算が計上さ

れていないということで、この予算委員会の中で

も様々議論がなされました。 

  分析についてもしっかりと実施して効果的な取

組を要望したいと思いますが、この点についての

決意についても、併せて伺いたいと思います。い

かがでしょうか。 

○産業経済部長 ＰａｙＰａｙ商品券につきまして

は、工藤委員から様々な御意見を頂戴いたしまし

た。 

  データの分析につきましては、例えば店舗につ

きましては業種別の使用状況ですとか、消費者に

つきましては年齢ですとか使われた金額ですとか、

そういったことを多面的に捉えて分析の方をさせ

ていただきます。 

  また今回、いろいろ様々指摘を受けました券種

の問題ですとか、それから、一度しか買えないと

いうふうな問題、それから区外の方への販売です
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とか、そういったことをしっかりと検討いたしま

して、区民のためになるような消費喚起策、足立

区の事業者のためになるような消費喚起策にして

まいりたいと考えております。 

○工藤てつや委員 この件については、各委員の皆

さんからもいろいろな御要望、御提案等々あった

かと思います。 

  民間のノウハウですとか専門家を活用していた

だくのもよろしいのかなと思いますし、こちらも

しっかりとした分析を行って、より効果的な施策

を進めていただければと思います。 

  次に、災害対策から災害時のトイレ確保管理計

画について伺います。 

  こちらについては、策定期間を令和８年９月ま

で延長しました。先月の本会議では、私、質問さ

せていただきましたけれども、空白地域内にある

２００か所の公園を含む区施設を対象に、災害用

トイレの配備シミュレーションを実施し、そのと

きには１１５か所に対しての現地確認を行ったと

いうような答弁がありました。 

  今回の結果をどのように今後の管理計画に生か

していくのか、また、区内公衆トイレの清掃事業

者との連携については、災害協定も含めて、私の

方からも、これ災害の委員会の中でも要望させて

いただいておりますが、この辺りについても含め

て、どのように考えているのか伺いたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○危機管理部長 現在、その１１５か所の区内の空

白の地域につきまして、公園があります。その公

園を一つ一つ今精査しております。その公園に排

水の口があるのかとか、電気が通せるのかとか、

そういったところを調査いたしまして、今後、そ

こにどういったトイレを置いていくのか、災害の

ときに。例えば仮設のトイレだったり、自己処理

型トイレだったり、携帯トイレのオペレーション

を行うとか、そういったことを一つ一つ決めてい

きたいと思います。 

  また、区内の事業者の清掃管理、こういった事

業者の方との協議については引き続き行っていっ

て、最終的には協定に結びつけたいというふうに

考えております。 

○区長 先日、公園に設置しているマンホールトイ

レの設置訓練を管工事の方々、委託してる、協定

を結んでる方々に参加をしていただいて実施をい

たしました。 

  そうしますと、どうしても専門の方でも４人ぐ

らいいないと迅速に組み立てられないと、自分た

ちだけではちょっと手薄ではないかというお話も

いただいております。 

  ですから、地域の町会・自治会の方たちにも、

自分たちがきちっと指導するから、組み立てられ

る、組み立ての方式を見てもらいたいし、例えば

ＰＴＡだとか、もちろん中学生十分できるので、

そういった地元とのコラボが必要という話を聞き

ますと、清掃も含めて、全て事業者にというのは

なかなか厳しい、現実的には、というところも見

えてきておりますので、その辺のところも地域の

方々を巻き込みながら、いざというときに立ち行

く制度にしていかないとならないなと改めて思っ

ております。 

○工藤てつや委員 区長ありがとうございます。 

  おっしゃるとおりで、区内の事業者以外の地元

地域の学校、それから町会・自治会、様々な団体

の皆さんの御協力なくして、このトイレ計画策定

できないと思いますので、この辺りも一つの課題

として考えていただきたいと思います。 

  最後に危機管理部長に、来年度の計画策定に向

けての決意を伺いたいと思います。いかがでしょ

うか。 

○危機管理部長 今年の予算のあらまし、まず安心

活力の土台づくりと言っております。土台といい

ますと、災害対策においてはやっぱり水とかトイ

レとか食料だとか、こういった基本的なところを

きちっと定めていくことが必要だと思っておりま
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すので、そういったところ、これまで、決まって

はいるけれども、具体的なオペレーション決まっ

てないようなことがまだまだありますので、そう

いったところをきちっと固めていきたいと思って

おります。 

○工藤てつや委員 今後の災害時のトイレ計画のベ

ースとなる具体的なマニュアル整備、やはりこれ

急務だと思ってますので、しっかりと分析に基づ

いた計画を進めていただきたいというふうに思い

ます。 

  次に、（仮称）足立区認知症とともにいつまで

もこのまちで条例案については、来年度、新たな

条例として施行される予定であります。パブリッ

クコメントでの幅広い意見も踏まえ、基本理念、

区の責務、区民の役割、事業者の役割も条例に反

映させてあると伺っておりますが、具体的な方策

については、令和８年度を目途に認知症施策推進

計画を策定していくと伺っております。 

  やりたいことがかなう活力ある取組を区民の皆

様と一緒になって進めていただきたいと思います

が、この件については、高齢者施策推進室長いか

がでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 認知症の計画、令和８年度

制定していく予定でおりますが、計画策定に当た

りましても、認知症の方やその御家族から意見を

伺いながら決めてまいりたいと考えております。 

  また、区民の方々も、この認知症に対しての正

しい理解、それを知識として深めていっていただ

くような取組も実施していきたいというふうに考

えておりまして、認知症になっても安心して暮ら

せるまちを目指して、認知症政策、力を入れてや

ってまいりたいと考えております。 

○工藤てつや委員 是非そういった思いで進めてい

ただきたいと思います。 

  次に、来年度の予算編成について改めて伺いた

いと思います。 

  当初予算については、冒頭の質疑の中で、様々

な角度から私ども質疑に当たったのですけれども、

来年度の予算編成については、「やりたいことが

叶うまち。まずは「安心」「活力」の土台づくり」

と銘打って、足立区の基本計画を具現化して、区

民の皆さんを応援する立場で、ウェルビーイング

向上のための強固な土台を築く予算となったとい

うことで伺っています。 

  これらを踏まえて、どのように来年度の財政運

営を進めていくのか、今後の決意を政策経営部長

に伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

○政策経営部長 予算のあらましのテーマにござい

ますように、安心と活力、これは区民の方の命と、

それから生活を守るための災害対策や物価高騰対

策、ここに注力してまいりたいと、また、年度途

中においても、区民の様子、区内の状況を目配り

していきたいと、そのように考えております。 

○工藤てつや委員 是非、区民の皆さんから信頼を

得ることのできる健全な財政運営をよろしくお願

いしたいと思います。 

  残り３分切っております。 

  次に、両副区長に伺いたいと思います。 

  副区長は、水戸黄門で言うならば助さん、格さ

んなのかなというふうに私は思ってるのですけれ

ども、近藤区長を補佐して、区政の重要事項を担

う副区長の業務というのは重責だと思うのですけ

れども、区長をどのように補佐し、来年度の区政

運営を進めていこうと考えているのか、お２人に

も決意を伺いたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○副区長 今回、当初予算についていろいろ御審議

をいただきましたけれども、全てこの計上した予

算で令和８年度乗り切れるとは考えておりません。

本日、この審議会でいただいた様々な意見を再度

検討して、区に必要な、優先順位を付けて事業を

実施していきたいと考えております。 

  区長をサポートしながら進めていきたいと考え

ております。 
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○副区長 やはり、今工藤団長の方から各部長に決

意の話がありましたけれども、それ以外にも、例

えばエリアデザインを進めることによる担税力の

向上ですとか、地域内交通でも非常に課題が多く

なってます。 

  それと、これからを見据えたときに、例えば暫

定税率が廃止になっても、いろいろな情勢で変化

があるということも踏まえて、やはりそういった

時を逸することなく、しっかりと先を読んでやっ

ていくことが足立区の発展と安定に寄与すると思

いますので、来年の目標である安心と活力、そこ

をしっかりと土台づくりをして、やりたいことが

できるまちを進めていきたいと思います。 

○工藤てつや委員 強い決意ありがとうございます。 

  最後に、区長に伺いたいと思います。 

  ６日間のこの審議を終えての御感想と、令和８

年度の区政運営に向けての近藤区長の決意を最後

に伺って終わりにしたいと思います。区長いかが

でしょうか。 

○区長 まず令和８年度でございますが、土台とい

うものは確かにタイトルについておりますから非

常に重要だと思いますけれども、ようやく区外か

らのイメージも好転してきてるというこのタイミ

ングでございますので、やりたいことがかなうと

いうことを考えれば、ぐるぐるが竹の塚にも進出

したりというようなこと、また、子どもたちの声、

区民の声、子ども版ということも始めてまいりま

すので、そして新しいことに挑戦していく、そん

な年にもしていく必要があると思います。 

  下をしっかり支えつつ、山の徹底を更に上に高

めていくという、両方からのアプローチが非常に

重要だと思っております。 

  とは申し上げながら、今回の予算委員会の中で、

私のことに対しても様々に御議論いただいて、時

間を掛けて皆様方に大変申し訳なかったというふ

うに思っております。 

  結論は出ておりますけれども、繰り返しになり

ますが、区として具体的なルールを決めて、区民

の皆様方にこれからも信頼していただけるような

区長であるべく頑張ってまいりたいと思います。 

  長時間にわたりまして御審議いただいて誠にあ

りがとうございました。 

○工藤てつや委員 私どもも、区長をはじめ、執行

機関の皆様とともに、区民の皆様の生命と財産を

守っていくんだ、こういった強い思いを持って、

ウェルビーイング向上のために全力を尽くしてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  これにて質疑を終了といたします。６日間皆さ

ん大変お疲れさまでした。ありがとうございまし

た。 

○伊藤のぶゆき委員長 以上で全ての質疑は終了い

たしました。 

  この際、審査の都合により暫時休憩いたします。

再開は午後３時４０分といたします。 

午後３時２３分休憩 

午後３時３８分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  これより４議案並びに修正案に対する討論に入

ります。 

  なお、討論の時間につきましては、各会派５分

程度とし、無会派の意見表明は２分程度にとどめ

ていただくようお願い申し上げます。 

  最初に、自民党を代表してしぶや委員から討論

があります。 

○しぶや竜一委員 私は、足立区議会自由民主党を

代表し、第５号議案、第６号議案、第７号議案、

第８号議案、以上４議案の原案に賛成、第５号議

案に対する修正案に反対の立場から、以下討論を

行います。 

  政府は、令和８年２月の月例経済報告で、景気

は米国の通商政策に影響が残るものの緩やかに回

復していると判断し、先行きについては、雇用、
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所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復

を支えることが期待されます。 

  ただし、今後の物価動向や米国の通商政策をめ

ぐる動向などの景気を下押しするリスクに留意す

る必要があります。 

  また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き

注意する必要があるとしていますが、米国、イス

ラエルによるイランへの攻撃が長期化の様相を呈

する中、資源価格の高騰が日本経済へ深刻な影響

を及ぼす可能性が高まっており、先行きは依然と

して不透明な状況です。 

  また、令和７年１２月に実施した区内中小企業

景況調査では、景気動向の今後の予想として、よ

い、普通と回答した割合も７割以上の状況となっ

ておりますが、経営上の問題点として、同業者間

の競争の激化、材料価格高騰、商品物件価格高騰、

人手不足、また当面の重点経営施策としては、経

費節減、販路拡大、人材確保が多く上がっており、

事業者の状況を適正把握し、的確な支援策を講じ

ていくことが求められます。 

  このような状況の中、編成された令和８年度予

算は、安心と活力の二つの視点から足立区基本計

画の理念を具現化し、区民一人一人の主体的な思

いや行動を区が応援することで、ウェルビーイン

グを高めるための強固な土台を築く予算となりま

した。 

  命を守る取組、子どもから高齢者までが安心を

実感できる施策の推進、持続可能な公共交通の実

現、多様な区民主体と歩む地域共生のまちづくり

への取組などの安心の土台づくりとなる施策、中

小企業や医療機関等との経営力強化と人材確保の

多角的支援、消費喚起策に取り組むことによる区

民生活と地域経済の下支え、コミュニティ創出を

通じた地域の活力の引出しなどの活力の土台づく

りとなる施策など、区民に寄り添い、暮らしを支

えることを意識した予算となっており、一定の評

価をするものであります。 

  本予算特別委員会において、我が党委員が指摘

した不合理な税制改正の影響を鑑みた堅実な財政

運営の維持、物価高支援給付金の区内消費喚起、

弁護士相談の在り方、区外への更なるシティプロ

モーション、課題解決に向けた外国人支援、アー

バンスポーツ施設の検討促進、硬式野球場の整備

並びに区内の野球場における暑さ対策の実施、子

ども・若者の緊急避難居場所づくり、観光交流協

会の自主財源確保、水路の点検調査、補修対応に

関する東京都との連携強化、地域通貨導入の検討、

竹の塚周辺の諸課題解決、六町エリアデザインに

ついてなお一層地域の声を反映させたまちづくり

に取り組む姿勢といった様々な提案及び要望事項

については、本予算の執行と今後の区政運営に確

実に反映するよう要望いたしますが、特に東京女

子医大の問題については、議会への途中経過の報

告もなく、調査報告書の提出に約１年掛かってし

まったことは議会軽視と言われても致し方なく、

大いに反省を促すものであります。 

  利害関係者等との接触の指針に基づく研修会の

実施といったことも踏まえ、認識、理解が不足し

ているものが少ないことからも、改めて特別職及

び一般職員への周知徹底に努めることが必要であ

り、区民の視点に立った区政運営に今後も全力を

尽くすよう強く求めます。 

  また、共産党から提出された修正案につきまし

ては、長期的で安定した区政運営を捉えたもので

はなく賛成できません。 

  最後に、今後も区民に寄り添い守る姿勢を抱き

ながら、足立区のよりよい発展のため会派一丸と

なって努めていくことをお誓い申し上げて討論と

いたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党を代表して長

井委員から討論があります。 

○長井まさのり委員 私は、足立区議会公明党を代

表し、本予算特別委員会に付託された第５号議案、

第６号議案、第７号議案、第８号議案、以上４議
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案の原案に賛成、第５号議案に対する修正案に反

対の立場から討論を行います。 

  政府は、令和７年１２月の月例経済報告で、景

気の先行きについては、雇用、所得環境の改善や

各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期

待されるが、米国の通商政策の影響による景気の

下振れリスクに留意が必要であり、加えて物価上

昇の継続が個人消費に及ぼす影響なども我が国の

景気を下押しするリスクになっている、また、金

融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必

要があるとしています。 

  足立区の経済状況においても、令和７年１２月

に実施された区内中小企業への景況調査によると、

今後の景気動向として、よい、普通と回答した割

合が７割以上となっていることから、引き続き同

様の傾向で推移すると予想されています。 

  一方、国は、東京都から税源の移譲を図る姿勢

を崩しておらず、仮に固定資産税にも影響が及ぶ

ようなことがあれば、区財政に与える影響は甚大

となります。 

  また、大災害への備えも固めながら、堅実な財

政運営を維持するという非常に厳しい局面にある

ことも認識していかなければなりません。 

  そうした中、区では、令和８年度予算編成案を

「やりたいことが叶うまち。まずは「安心」「活

力」の土台づくり」と名付けました。区民一人一

人のやりたいことがかなうまちの実現に向け、ま

ずは日々の生活上の安心を確保し、その安心を多

方面から支えるまちの活力を向上させ、足立区基

本計画の理念を具現化する予算編成としました。 

  その予算規模は、一般会計総額で３，６９６億

円となり、１２年連続で過去最大を更新すること

になりました。前年度より２２３億円の増額とな

り、増額の要因としては、児童・生徒用のＣｈｒ

ｏｍｅｂｏｏｋ等の更新で３９億円、職員給与等

の人件費等で４２億円となっています。 

  また、歳入で、自主財源である特別区民税は、

東京都最低賃金引上げや失業率の低位安定等によ

る雇用環境の改善、納税義務者数１万２，７０２

人の増加により４０億円の増額が見込まれ、特別

区税全体では前年度より４２億円の増額であり、

過去最高額の６０９億円に上る見込みです。 

  一方、歳出で、義務的経費については生活保護

費が前年度より２２億円の増額となり、障がい者

自立支援給付費は１８億円の増、私立保育園の運

営費が１２億円の増額となったため、扶助費が５

４億円増加となりました。全体では１０２億円の

増額となっております。 

  今回の予算編成で、安心の土台づくりでは、建

築物耐震助成をはじめ、避難所体制の整備など命

を守る取組を実施します。新たに産婦健康診査や

不登校支援、オンラインでの就労相談や２４時間

３６５日の相談窓口など、子どもから高齢者まで

安心を実感できる施策を推進します。 

  更に、外国にルーツを持つ子どもに対する学習

支援など、地域共生のまちづくりに期待するもの

です。 

  また、活力の土台づくりでは、中小企業等の経

営改善に向けた取組や、新たに人材定着に向けた

労働環境の整備など多角的に支援します。 

  また、物価高騰対策として、デジタル商品券の

発行やレシートｄｅ商品券事業など、引き続き消

費喚起策に取り組むことで、区民生活と地域経済

を力強く下支えすべきと考えます。 

  また、アメリカ並びにイスラエルによるイラン

攻撃により、これ以上犠牲が増えないよう、関係

各国には冷静な対応と早期の終結を願うものです。 

  更に、この度の事態で電気、ガス、ガソリン等

の高騰も懸念され、当区としても、今後は注視し、

対策が必要です。 

  今回の予算案は、区民の安全、安心に関わる多

面的な施策をはじめ、長引く物価高騰の中、区内

事業者や家計を支援する施策が盛り込まれていま

す。それに対して、共産党提出の修正案について
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は、今後の中長期的な区政運営を考慮した案とは

言えず、修正案には到底賛成できるものではあり

ません。 

  また、今回、東京女子医科大学足立医療センタ

ーの関係者から区長等への接待、また会食、物品

の授受などに関しては、区民全体の奉仕者として

公正な職務執行を図らなければならず、常に公私

の別を明らかにし、職務に対しては高い廉潔性を

保持しなければなりません。 

  また、区民の疑惑を招くような行為は厳に慎む

べきであり、再発防止の厳格なルールづくりとと

もに、なお一層の反省を求めるものです。 

  最後に、本予算特別委員会で我が党の委員から

指摘したあだち食料品等物価高支援給付金、区民

への簡易トイレの普及啓発、若者やファミリー世

帯への防災意識の醸成、高齢者へのスマホ購入支

援、女性のがん検診向上対策、中高生の居場所の

拡充、中小企業への支援と周知の充実、エアコン

購入費助成の対象拡大、地域交通の拡充、自動運

転バスの実証実験、英語教育の充実等については

重く受け止め、新年度予算の執行やこれからの区

政運営に反映されることを強く求めて討論といた

します。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党を代表して横

田委員から討論があります。 

○横田ゆう委員 私は、日本共産党足立区議団を代

表して、第５号議案の原案、第６号議案、第８号

議案に反対、第７号議案、第５号議案の修正案に

賛成の立場から討論を行います。 

  令和８年度一般会計予算原案は３，６９６億円

で、過去最高を１２年連続更新しました。新年度

予算案のプラスチックごみの全区回収、地域交通

導入検討、実証実験の拡充、教職の場の推進事業

創設、高校生世代の居場所の拡充、産婦健診の実

現などは我が党が求めてきたものであり、歓迎し

ます。 

  しかし、令和７年度当初２６４億円取り崩すと

していた基金は、実際にはほとんど取り崩さずに

済み、今年度末の基金残高見込みは１，８０４億

円となり、決算が確定すれば過去最高の令和５年

度の１，８５８億円を更新する可能性を区は質疑

で認めました。 

  物価高騰が続き、区民の暮らしが一層困難にな

る中で、積極的な活用こそ必要なのに、全国第５

位の基金残高です。基金そのものは否定しません

が、暮らし応援の財源はあるのに対策は極めて不

十分と言わざるを得ません。 

  今年度実施した区民向けの物価高騰対策に次ぐ

支援策も、介護、障がい、保育施設への支援策も

なく、とりわけ中小企業支援は恩恵を受けるのは

ごく限られた事業所で、賃上げなど幅広い事業者

支援を否定する姿勢は冷たさの現れです。 

  タワーマンションなど再開発には数百億円の税

が投入され、デベロッパー頼みの大開発は大変な

リスクが伴います。都内５，１９２町丁目中、火

災倒壊危険度の高いワースト１００に２０も入っ

ている足立の木密地域対策こそ最優先するべきで

す。 

  人類の生存が脅かされる気候危機が区が掲げて

いる２０３５年までに６１％以上のＣＯ２削減達成

には区民の生活変容が必要ですが、環境施設や太

陽光の活用啓発を拒否する姿勢は、とても地球で

一番優しい人のまちとは言えません。 

  また、保育園の一次不承諾が昨年より２００名

増え１，２００名を超えるのに、有効な対策を講

じる姿勢がありません。三つの地域で同時に進め

る学校統廃合は、地域の意見も、こども基本法に

基づく子どもたちの意見も聞かず、質問への答弁

が論理破綻しているのに強引に押し付けようとす

る異常な姿勢が浮き彫りになりました。子どもや

地域の願いを潰す姿勢を改めるべきです。 

  我が党の予算修正案は、出口が見えない物価高

騰や困難に直面した区民を応援するために、区内

小中企業、商店街、介護、障がい、保育施設の支
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援策、中高生のはるかぜ乗車料半額、学童保育の

夏休みの給食の提供、子ども支援策、災害対策充

実、地域交通対策の拡充など、基金総額１．５％、

財調基金の６．１％の活用で実現できる内容で、

今後に生きるものです。 

  国民健康保険特別会計は、１人当たり平均７，

８８７円の値上げ、後期高齢者医療特別会計は平

均１万６，０４４円と大幅値上げです。特に、新

たに導入された子ども・子育て支援金の上乗せは

本来国が負担するべきものであり、認められませ

ん。 

  介護保険特別会計は、新年度は値上げがないた

め賛成しますが、新年度は、次期保険料を検討す

る年であり、負担増にならないように求めます。 

  最後に、本予算特別委員会で各党が東京女子医

大足立医療センターへの補助金支出に対する質疑

が集中しました。１２５億円もの巨額の補助を受

ける利害関係者と区長や区幹部が繰り返し飲食を

行い物品の提供を受けていた事実は社会通念上妥

当だと言えるものではなく、議会との信頼を崩す

ものであり、今後の新たな対応策を求め、討論を

終わります。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、是々非々の会を代表

しておぐら委員から討論があります。 

○おぐら修平委員 是々非々の会を代表して、第５

号議案 令和８年度足立区一般会計予算から第８

号議案 令和８年度足立区後期高齢者医療特別会

計予算、以上４議案に賛成、第５号議案修正案に

反対の立場から討論を行います。 

  令和８年度当初予算編成のあらましのタイトル

を「やりたいことが叶うまち。まずは「安心」

「活力」の土台づくり」と銘打ち、一般会計当初

予算は前年度比２３３億円増の３，６９６億円で、

１２年連続で過去最大を更新、特別区税が６０９

億円、前年度より４２億円増、財政調整交付金は

１，２５５億円で前年度より８６億円増を見込ん

でおり、堅調な財政状況に見えますが、義務的経

費である人件費５１６億円で前年度３７億円増、

扶助費１，２６４億円、前年度より５４億円増、

その他一般行政経費１，４４９億円、前年度より

１１３億円増であることや、国内外の経済状況は、

米国の関税政策の影響による景気の下振れリスク

には留意が必要であること、物価上昇の連続が個

人消費に及ぼす影響なども我が国の景気を下押し

するリスクとして指摘されています。 

  そのような経済状況の中で、我が会派からは、

経済分析、データ活用にたけた専門人材の活用、

小・中学校における主権者教育の更なる取組や若

者投票率の向上、高校生による模擬区長選挙の支

援、多額の予算を余らせてしまったＰａｙＰａｙ

商品券、レシート事業の反省を生かし、データに

基づいた経済政策の実施、体験格差を解消すべく、

１８歳以下の区民の区施設利用の無償化、独り暮

らしの高齢者の住まいの確保の支援、不登校児

童・生徒の居場所、スモールステップルームの利

用者増加などについて、政策提言や改善点につい

て指摘しました。 

  令和８年度足立区一般会計予算修正案について

は、我が会派としても提案してきた区独自の地域

通貨の導入に向けた初期費用の計上などについて

賛同いたしますが、生きがい奨励金の復活につい

てなどは見解が異なるため反対としました。 

  今回の予算特別委員会では、区長が女子医大か

ら贈答品を受け取っていたり、会費に見合わない

会食をしていたことについて、我が会派から様々

な問題点を指摘しました。 

  足立区から８６億円もの補助金を支出し、２０

年間の土地の無償貸付けを行っている女子医大の

理事長が、架空の建築アドバイザー費などにより、

女子医大に１億円以上もの損害を与えた背任で逮

捕されたことに端を発して、昨年２月の本会議で

我が会派から区幹部職員、区職員に対して、女子

医大から金品の授受や接待、会食などないか調査

が必要ではないかと質問しましたが、既にその時
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点で区長や幹部職員が女子医大側と会食していた

り贈答品を受け取っていたにもかかわらず、弁護

士からの見解を理由に、そのことを公表せず、調

査報告も三、四か月としていたものが１年も掛か

ってようやく議会に報告されたことについては、

我が会派だけでなく、他会派からも指摘がありま

した。 

  調査報告書には、女子医大の誰と会食したのか、

総額幾らの会食で幾ら払ったのか、贈答品の金額

の詳細なども不明で、区職員や議員が同じような

ことをすれば懲戒処分の対象となったり、公職選

挙法に抵触する可能性がある中で、区長だけが社

会通念上問題ないという調査報告書で問題ないと

する姿勢や、他の利害関係者から物品を受け取っ

たことはないかの質問したところ、会合でお土産

を受け取ることがあるなど矮小化した答弁に終始

し、今回問題となった高級品の授受の有無につい

て明確にしませんでした。 

  このような姿勢に対して、区民の納得、理解を

到底得られるものではありません。区長の道義的

責任は極めて重大で、事実を明らかにするため、

再調査や資料提出とともに、接待や物品の授受に

ついては法的拘束のある条例で制限するよう強く

求めます。 

  以上、討論といたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、都民ファーストを代

表して佐藤委員から討論があります。 

○佐藤あい委員 私は、都民ファースト・無所属の

会を代表して、第５号議案、第６号議案、第７号

議案及び第８号議案、以上４議案の原案に賛成し、

第５号議案に対する修正案に反対の立場から討論

を行います。 

  近年の国際情勢の不安定化や中東情勢の緊迫化

により、エネルギー価格や物価の先行きには不透

明感が高まっています。また、地震や豪雨など自

然災害への備えも引き続き重要な課題です。 

  こうした状況の中で、基礎自治体である足立区

が区民の命と暮らしを守る役割は、これまで以上

に重要になっていると考えます。 

  令和８年度予算は、「やりたいことが叶うまち。

まずは「安心」「活力」の土台づくり」をテーマ

として編成され、一般会計は約３，６９６億円と

なり、１２年連続で過去最大規模となりました。 

  歳出は、前年度比２２３億円の増となっていま

すが、その約９割は物価上昇や人件費、国の制度

による福祉関係経費の増によるものであり、区の

裁量によるものは限定的であると説明されていま

す。 

  そのような中でも、防災対策の強化や地域経済

を支える中小企業支援など、区民生活を支える施

策が着実に進められているものと受け止めていま

す。 

  具体的には、防災対策の強化、高齢者相談体制

の整備、妊産婦支援の充実、中小企業の人材確保

支援などが挙げられます。 

  また、本年４月から区内全域でプラスチック分

別回収が開始される予定であり、資源循環の推進

に向けた取組が進むことを期待しております。 

  なお、本予算特別委員会において、我が会派は、

区民が参加しやすい区政づくりや自主財源確保な

ど持続可能な財政運営、ガバメントクラウドファ

ンディングや寄附の活用など歳入の多様化、あだ

ちＮ祭をはじめとするＮＰＯ市民活動支援など地

域のつながりの推進、子育て家庭訪問事業や保育

園入園制度の改善、医療的ケア児保育や延長保育

料の課題など子育て支援の充実、特別支援学級の

空白地域解消や学校統合の進め方など教育環境の

整備、校内別室やＳＳＲ、登校サポーターなど不

登校支援や多様な学びの推進、住区センターや子

育てサロンの利便性向上など公共施設の使いやす

さ向上、図書館や絵本を通じた読書環境づくり、

区ホームページや各種手続のオンライン化など行

政サービスの利便性向上、単身高齢者支援や終活

支援など高齢者施策の充実、認知症施策やヒアリ
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ングフレイル予防など健康支援の推進、空き家対

策や住まい相談の充実、梅田図書館跡地活用など

地域資源の活用、更には区イベントや地域の魅力

づくりなど区民参加の推進など、幅広い分野にわ

たり提案及び要望を行いました。 

  これらの提案については、今後の予算執行及び

区政運営の中で着実に反映されるよう強く要望す

るものであります。 

  このように、我が会派は、区民生活の実情を踏

まえながら、足立区が将来にわたり持続可能で誰

もが安心して暮らし続けられる地域社会の実現に

向け、様々な観点から質疑と提案を行ってまいり

ました。 

  なお、共産党から提出された第５号議案に対す

る修正案についてでありますが、区民生活を支え

たいという提案の趣旨については理解するところ

であります。しかしながら、都市基盤整備など将

来のまちづくりに関わる事業の見直しを前提とし、

財政調整基金を活用して恒常的な施策を実施する

考え方には、施策の優先順位や持続可能な財政運

営の観点から賛成することはできません。 

  なお、本予算特別委員会では、区政に関する

様々な観点から議論が交わされ、その中では東京

女子医大足立医療センター誘致をめぐる経緯につ

いても質疑が多く行われました。それぞれの立場

から問題提起がなされること自体は、議会として

重要な役割であると受け止めております。 

  一方で、国際情勢の不安定化や物価上昇など、

区民生活への影響が懸念される状況において、基

礎自治体として区民の暮らしを支える施策や地域

社会の課題についても、引き続き丁寧な議論を積

み重ねていくことが重要であると我が会派は考え

ております。 

  私たち議会は、区民の代表として、その暮らし

を守る責任を自覚し、行政と議会がそれぞれの役

割を果たしながら、区民生活に直結する課題を中

心に、よりよい区政の実現に向けて建設的な議論

を重ねていく必要があります。 

  区民の安心と地域の活力を支える基礎自治体と

して、本予算が着実に執行され、区民一人一人が

やりたいことがかなうまちを実感できる区政が進

められることを期待し、討論といたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、れいわ・市民を代表

して土屋委員から討論があります。 

○土屋のりこ委員 今予算案は、「やりたいことが

叶うまち。」と題されましたが、区民のやりたい

ことがかなうと同時に、それを支えていく区役所

組織自体も、希望を抱いて入職する若い職員のや

りたいことをかなえる組織制度や風土を醸成する

ことを求めます。 

  とりわけ心理的安全性に関し、異論も歓迎し多

様な意見が生かされる区政運営を強く求めるもの

です。 

  今予算最大の問題点は、三つの地域で学校統廃

合を一挙に進めるというまちの在り方を根底から

揺さぶる点にあると考えます。 

  区は、小規模状態の解消と言いますが、教育効

果を高める手段としての特色校化や特認校化など

何ら検討されておらず、統廃合の結論ありきとい

う実態が浮き彫りとなりました。 

  教育効果を高めるための統廃合であるならエビ

デンスが検証されるべきであり、成果予測を数値

的に行うことが不可欠です。 

  教育環境向上のためではなく財政合理化であり、

行政都合の財政策と受け止めざるを得ないと、統

廃合については立ち止まり、あらゆる検討をまず

は行うべきです。 

  また、東部地域の地域活性化戦略を力強く打ち

出す中で、行政の撤退を意味する学校統廃合につ

いても再設計すべきです。 

  また、学校の在り方に関して、卒業式、式典等

への公職者たる議員の参加を認めない姿勢は、議

員、議会軽視だと指摘しました。教育委員会とし

て、ガバナンスを発揮し、現状調査と必要な整理



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７２  

 

を行うことを強く求めるものです。 

  提案された修正案と区予算案を比較すると、修

正案では、議員報酬については削減し、他方、区

民の負担を軽減するために保育園の一時保育無償

化、高齢者のバス利用負担軽減、区内事業者賃上

げ支援、そして何よりも重要である学校統廃合に

関する予算を全額ゼロとし、しっかり立ち止まっ

て検討する時間が確保されていることを大きく評

価するものです。中長期的視点に立った修正案で

あり、評価できるものと考えます。 

  本委員会での質疑をまとめ、以下指摘します。 

  足立区としては、国民に血を流すことを求める

政治ではなく、弱い立場の区民にしっかり寄り添

った区政運営を貫き、区の掲げる平和都市宣言の

理念を発揮していってほしいと求めます。 

  ＡＩ時代にあっても人間味を大事にした子育て

支援を行うこと、子育て家庭訪問事業の利用率向

上、最新の知見を生かした絵本や読書の啓発、本

と触れ合えるまちづくりやテントを活用した移動

図書館事業の推進、区立プールにおける危機管理

の徹底、学校水泳事業の外部化について慎重な姿

勢を取ること、環境事業において環境論に真正面

から切り込む姿勢へと改めること、自然体験の機

会を増やす工夫、機械で印字できる読書通帳のモ

デル実施など、今後の区政運営において前に進め

ていっていただきたいと求めるものです。 

  最後に、地方自治法１０条２項は、住民は、法

律の定めるところにより、その属する普通地方公

共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、

その負担を分担する義務を負うとあります。物価

高騰対策などの施策において、一部の人がサービ

スから除外されるようなことはあってはならない

と考え、申し添えるものです。 

  というわけで、５号、６号、８号議案に反対、

７号介護には賛成をします。５号の修正案には賛

成の立場を表明し、討論といたします。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、市川委員から意見表

明があります。 

○市川おさと委員 第５、第６、第７、第８号議案

に賛成、第５号議案修正案に反対する。 

  ＧＰＩＦに倣い、基金運用に株式を組み入れ、

全体のパフォーマンス向上を目指すべきだと言っ

た。法令の制限があり困難との答弁を得たが可能

性を追求するべきだ。 

  あわせて、日本共産党中央委員会の有価証券運

用の実態を事実に基づいて批判した。異次元緩和

の絶頂期に超長期国債だけを１億円近くも購入し

ていた。国会や足立区議会で共産党の主要な主張

として、アベノミクスの異次元緩和の批判を続け

る一方、実はアベノミクスの継続を見込んでいた、

望んでいたと指摘した。イールドカーブコントロ

ール撤廃など、金利正常化の流れの中で、多額の

含み損を発生させているとも指摘した。言ってい

ることとやっていることが全然違うとも言った。 

  政治資金規正法の不備により、有価証券の現在

の価格が隠れてしまっていることも指摘し、法改

正を国に求めるべきだと言った。 

  なお、日本共産党足立区議団は、私の主張に対

して何ら反論も釈明も感謝もせず、一貫してだん

まりを続けている。にもかかわらず、私の質疑の

最中にやじを飛ばしまくり、発言を妨害し続けた。

あまりにも情けないことだ。 

  障がい者雇用について、区議会事務局に該当者

の配属がないことを指摘した。来年には配属され

る方向とのことで安心した。 

  東京女子医科大学と区長との疑いを招きかねな

い関係について、一般職員の潔癖さの実例を言っ

た。 

  上沼田東公園東側創出用地活用について、特に

フィットネスやサウナについてバリアフリーの視

点から不安がある旨言った。事業者側と交渉する

との答弁を得た。 

  インクルーシブ教育について推進する立場から

質疑をした。 
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  投票所入場券等への不正投票防止の警告文の記

載について質疑をした。 

  区長や議員の学歴等詐称対策について、伊東市

政が半年以上混乱した例を挙げた。学歴詐称は個

人の問題ではなく自治体の行政運営そのものを揺

るがす重大なリスクだ、法の限界がある中、自治

体として取り組めることについて、例えば学歴証

明書の任意提出の要請や提出の有無の公表制度の

検討をするべきだと言った。 

  日暮里・舎人ライナーの最大の課題が全国最悪

の混雑率だ。そうした中で、区議会から延伸論が

時折出ていることに懸念を示した。ネットワーク

力強化は私も望む。しかし、今は混雑緩和に全力

を尽くすべきだ。延伸は更なる混雑を招くことは

確実だ。したがって、輸送力の抜本的強化がなさ

れていない今は延伸を言うべきではなく、反対す

るべきときだ。埼玉県や東京都に間違ったメッセ

ージを送ってしまうことを心配する。 

  なお、埼玉県は間もなく、あと数マイル・プロ

ジェクトの検討会議の報告書を作成し、年度内に

大野知事に提出する。その中には、日暮里・舎人

ライナーの延伸の実現に向けた取組が記されてい

るはずだ。軽視するべきではない。 

  以上です。 

○伊藤のぶゆき委員長 以上で討論が終結いたしま

した。 

  これより、４議案に対する採決を行います。 

  採決は１議案ごとに行います。 

  最初に、第５号議案 令和８年度足立区一般会

計予算に対する修正案について採決いたします。 

  本修正案に賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○伊藤のぶゆき委員長 挙手少数であります。よっ

て、本案は否決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第５号議案 令和８年度足立区一般会計

予算の原案について採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○伊藤のぶゆき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

  次に、第６号議案 令和８年度足立区国民健康

保険特別会計予算について採決をいたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○伊藤のぶゆき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

  次に、第７号議案 令和８年度足立区介護保険

特別会計予算について採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 御異議ないと認め、本案は

原案のとおり可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

  次に、第８号議案 令和８年度足立区後期高齢

者医療特別会計予算について採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○伊藤のぶゆき委員長 挙手多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました議案は

全部審査を終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  予算特別委員会の委員会審査報告につきまして

は、正副委員長に御一任願いたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○伊藤のぶゆき委員長 御異議なしと認め、さよう
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決定いたしました。 

  なお、委員会審査報告の中には、先ほど行われ

ました各会派の討論要旨並びに無会派の意見も含

めて報告いたします。 

  以上で、予算特別委員会を閉会いたします。 

  長時間にわたる審査に御協力をいただきありが

とうございました。お疲れさまでした。 

午後４時１３分閉会 

 


